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１．招集年月日  令和３年６月９日(水曜日) 

１．招 集 場 所   おぐに町民センター３階 ３０１号室 議場 

１．開 会  令和３年６月９日 午前１０時００分 

１．散 会  令和３年６月９日 午後  ３時５３分 
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         ９番 熊 谷 博 行 君  １０番 松 﨑 俊 一 君 

１．欠 席 議 員 

         なし 

 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 藤 木 一 也 君   書       記 中 島 こず恵 君 

 

１．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町    長 渡 邉 誠 次 君   教 育 長 麻 生 廣 文 君 

総 務 課 長 佐々木 忠 生 君   教委事務局長  木 下 勇 児 君 

政 策 課 長 石 原 誠 慈 君   産 業 課 長  秋 吉 陽 三 君 

情 報 課 長 村 上 弘 雄 君   税務会計課長 北 里 慎 治 君 

建 設 課 長 時 松 洋 順 君   町 民 課 長 生 田 敬 二 君 

教委事務局次長  久 野 由 美 君   総務課審議員  佐 藤 則 和 君 

政策課審議員  田 邉 国 昭 君   産業課審議員  宮 崎 智 幸 君 

情報課審議員  秋 吉 祥 志 君   税務会計課審議員  小 野 寿 宏 君 

建設課審議員 小 野 昌 伸 君   町民課審議員 中 島 高 宏 君 

町民課保育園長 清 高 徳 子 君      町民課審議員 穴 井   徹 君 

 



会議録署名議員の氏名 

 

議長は今期定例会の会議録署名議員に次の２名を指名した。 

５番 児 玉 智 博 君 

   ７番 西 田 直 美 君 

 

１．会期の決定 

    

今期定例会の会期を６月９日から６月１４日までの６日間とする。 

 

１．町長提出議案の題目 

    

別紙議事日程のとおり 

 

１．議員提出議案の題目 

    

なし 

 

１．開議議事日程 

 

午前１０時００分、議長は本日の議事日程について次のとおり報告した。 

別紙議事日程のとおり  
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議事の経過（r.３.６.９） 

 

議長（松﨑俊一君） それでは改めまして、おはようございます。 

ここのところ梅雨の中休みの感がありますが、引き続き豪雨、洪水には十分注意をしなければ

というふうに思っております。 

また、コロナ禍の状況は皆様御承知のことですが、これまで通り個々の感染防止の取り組み、

さらにはワクチン接種、それから接種後の地域振興、観光振興も見据えなければならないという

ふうに思っております。国県の動向も気になりますが小国町としてできることを模索して、この

国難とも言える状況を何とか乗り切ることができればというふうに思っております。 

また昨年の豪雨災害の復旧も急がれるところです。 

次にクールビズにつきまして、議員の皆様には議運長のほうから報告がありましたが、執行部

につきましてクールビズについて環境省のほうは一定程度定着と見て期間等は定めないというふ

うになっております。暑い方はネクタイを取るなどの対応を個々にしていただきたいと思います。 

それから、なお審議員に申し上げます。発言の際はマスクをとって発言をされるよう協力をお

願いしたいと思います。 

さて、令和３年第２回小国町議会定例会を開催する旨、御案内を申し上げましたところ、議員

各位におかれましては、何かと御多用の中御出席をいただきましてありがとうございます。 

それでは、最初に渡邉町長に御挨拶をいただきたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 改めまして、皆さんおはようございます。 

平素から大変お世話になります。 

本日は、令和３年第２回小国町議会定例会の初日ということで本当に公私御多用の中にお集ま

りをいただきましてありがとうございます。今日から、御覧のとおりです。新しい執行部体制で

議会に臨ませていただきたいというふうに思っております。より丁寧な説明、それから答弁にし

っかりと努めてまいりたいというふうに考えております。 

さて、まずは第一報を一昨日受けました。本当に喜ばしいことでございますが、小国高出身両

方ですけれども、北里謙治さん、そして穴井善博さんが東京五輪代表、ホッケーの男子の部分で、

選手としてそしてコーチとして、小国高出身の方が東京五輪代表に選ばれたということでござい

ます。なかなか厳しいニュースが多い中、小国町にとって非常に嬉しいニュースが飛び込んでき

ました。私もすぐ電話をかけたり、懸垂幕の準備をさせていただいたりとしていたところです。

ぜひとも、両名には頑張っていただきたいなというふうに思います。このことは、行政報告でも

させていただきたいというふうに思います。 

それからもう一つ、小国町のワクチン接種の状況でございます。先日も全員協議会の時に、皆

様方に御報告申し上げましたけれども、その時は１６歳以上の方が対象でございましたけれども、
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厚生労働省は対象年齢を拡大して１２歳から１５歳を対象とすることを決定いたしましたので、

本町の接種対象者は、１２歳以上の人口は、４月時点で６,３２７人ということでございました

ので少し分母のほうも広がりました。 

現在のところワクチンを接種した人数でございますけれども、２回接種済みですが医療従事者

の方、少し増えて約１３０人。それから高齢者施設の入所の方、それから及び従事者の方がこち

らも２回接種済みでございますが約３５０人。そして、高齢者の７５歳以上の方が４８０人。う

ち２回接種者された方が９０人ということでございます。１回の接種者の合計が約９６０人、２

回接種の合計の方が約５７０人というところで御報告をさせていただきます。人口に対する接種

率では１回接種が１５.２％、２回接種が９％ということになっております。町といたしまして

も、もちろん急ぐことも大事ですけれども、着実に安全に接種を進めたいというふうに考えてお

ります。 

本日は、専決事項の案件それから条例補正。そして、行政報告までそれぞれの案件がございま

す。活発な御審議をお願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いします。お世話になります。 

議長（松﨑俊一君） ありがとうございました。 

ただいま出席議員は１０人です。定足数に達していますので、令和３年第２回小国町議会定例

会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 本日の議事日程については、お手元に配付してありますとおりです。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１、「会議録署名議員」を指名いたします。 

５番、児玉智博君 

７番、西田直美君 

にお願いをいたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会の会期については、去る５月３１日に議会運営委員会が開かれ、会議規則第７７条の

委員会報告書のとおり、本日６月９日から６月１４日までの６日間といたしたいと思いますが、

これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から６月１４日までの６日間と決定いたしました。 

本会議は、本日と１０日、１１日に開くこととし、もし会期を待たずに議了したときは、その

ときに閉会したいと思います。 
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議長（松﨑俊一君） 日程第３、「諸般の報告」。 

一部事務組合議会に関する事項の報告を行います。 

小国町外一ケ町公立病院組合議会議員及び阿蘇広域行政事務組合議会議員より、順次報告をお

願いいたします。 

４番（久野達也君） はい。４番、久野です。 

それでは、私のほうから、小国町外一ヶ町公立病院組合の議会について御報告申し上げます。

資料等がなく口頭での報告ですので、分かりづらい点もあるかもしれませんけれども御了承いた

だきたいと思います。 

令和３年第１回小国町外一ヶ町公立病院組合定例会につきましては、３月２５日、木曜日です。

午後２時から老人保健施設の２階、大会議室で開催されました。 

渡邉組合長、それから、南小国町の髙橋副組合長、坂本院長、副委員長それから、各看護師等

の管理職に当たる職員、事務局等の出席をいただいております。 

なお、議会議員につきましては全員出席でございました。 

まず第１号議案について若干説明させていただきたいと思います。 

令和２年度、小国町外一ヶ町公立病院組合会計の補正予算ということで第２号が提案されまし

た。これにつきましては、実はコロナ関連の予算でございまして、病院がコロナ対象の受入れ医

療機関となっております。それに対しまして、国からの補助金等で１億１千７００万円強の補助

金の受入れを行っております。これが補正で増額補正となりました。なお、この中に一部インフ

ルエンザ流行期の発熱外来体制確保これも含まれております。 

また、この歳入に比例するのではないですけれど、やはり医療機関の受診者が減るということ

で、受診収入これらが減少しております。ここを補助金で操作するかたちになっております。補

助金はいただいたというものの、医者、医療従事者等を含め大変な作業を行っております。実に

感謝の言葉しかございません。今のほうがすみません第１号議案です。これにつきましては、全

員賛成ということで可決されました。 

次に、第２号議案です。令和３年度小国町外一ヶ町公立病院組合会計の当初予算です。これに

つきましては、総額で御報告させていただきたいと思います。収益的収入及び支出ということで

収益的ですので、病院運営の部分です。約１６億６千９００万円の予算となっております。うち、

老人保健施設に係る部分が３億４千３００万円程度です。 

また併せて資本的支出、ここにつきましては、設備等の整備ですので、収入と支出はありませ 

んので、支出のほうで御報告させていただきます。資本的支出が５千６６０万円程度となってお

ります。これに伴います、両町からの負担です。小国町、南小国町の負担については御報告させ

ていただきます。繰出基準による一般会計繰出、これは一部事務組合の場合構成団体が３分の１

が事業主、それから３分の１が構成団体となりますので、３分の１の構成団体が繰出基準に基づ
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く繰出ということで小国町が約９千５００万円。それから南小国町が約７千１００万円という計

上です。併せまして、公立病院の場合病床数に対して普通交付税が交付されます。普通交付税は、

小国町が受け皿となっておりますので、この分はそのまま交付税措置として、公立病院のほうへ

繰出します。これが、約８千８００万円。ですから合わせまして小国町が約１億８千２００万円

程度の繰出しとなっております。 

以上が主な部分です。これにつきましても、出席議員の賛成ということで、可決されておりま

す。 

次に、日程で報告等々がございます。実は坂本院長が退職されました。令和２年度末をもって。

それで新体制といたしまして、病院長にこれまでの副委員長でありました堀江先生、それから、

病院事業管理者ということで片岡先生が就任されました。坂本院長退職ということで報告があり

ましたので、議員の中から提案がございまして、坂本院長につきましてはこれまでの貢献等を考

慮し、ぜひ名誉院長という称号のもとに小国公立病院と今後も関わっていただきたいということ

で提案がございました。実際、坂本院長、毎週水曜日に来られておりますので、全員の議員の賛

成もありました。それで事務局のほうに、照合不要の手続等について、お願いしたところでござ

います。 

最後にもう１点報告がございまして、これにつきましては、実は公立病院で漏水事故がありま

した。漏水事故に対する報告です。一部議員の皆様も御存知の方もおられるかと思いますけれど

も、小国町上水道を使用しておりまして漏水が発生していたと。なかなかこのことに事務局自体

が気づくのが遅れた部分もあります。それで大きくは報告の中を見ますと、平成２９年度から少

しずつ額が増額し始めまして、令和２年度の２月に漏水調査を行い修繕を行ったということです。

これに係ますところは、実際、これ老健で起きているのですけれども、入所者数やデイサービス

等でその年その年で人の利用者数によってお風呂と水洗便所と水の使用料は変わるのですけれど

も、事務局としまして平均値を出すということで、あくまで事務局が出した平均値でいきますと

約１千２００万円弱の漏水損失が生じております。これにつきましては、関係者につきまして、

組合長から口頭による注意ということで処分をしております。 

以上の報告がございました。この議案２件、それから報告２件の日程で行われました。 

以上です。 

１番（時松昭弘君） 改めましておはようございます。 

阿蘇広域行政事務組合を代表いたしまして、御報告を申し上げたいと思います。 

去る、３月２２日に議会が開催されました。今回は、南阿蘇村のほうで改選の選挙がございま

した。以前、今までは南阿蘇選出の方が議長をされておりまして、当日の９時から全員協議会が

開催をされまして、南小国町の井上議員が議長に選任され、副議長には高森町の本田議員という

かたちで一応承認をされました。これからまた２年間、こういうかたちで議会のほうの体制で運
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営されると思います。また当日１０時から正副管理者出席のもとに議会が開催をされたわけでご

ざいます。当然渡邉町長、副管理者ということで御出席をいただきまして、一般会計の予算の計

上がありました。その中で今回３５億１千６５２万円というかたちで一般会計が承認をされまし

た。この中身を見てみますと、衛生費、そして消防費、総務費といろいろ項目がありますけれど

も、この衛生費は全体で２０億２千１００万円ほどございます。また消防費におきましては、１

０億２千５２５万円というかたちで大変な金額で、両方合わせましても３０億円以上の予算が衛

生費、消防費のほうで予算を計上しております。残りの金額が総務費というかたちになりますが、

この中には当然公債の返還等もございます。またこれとは別に特別会計が阿蘇みやま荘、そして、

養護老人ホーム湯の里荘、２つの特別会計がございます。阿蘇みやま荘におきましては３億１千

８００万円ほど、養護老人ホーム湯の里荘につきましては１億７千９６９万円というかたちで予

算が計上されました。これは、一般会計、特別会計とも賛成多数ということで、全会一致で可決

をしております。 

なお特別会計のほうになりますが、この特別会計の負担金というのは小国町のほうはありませ

ん。これは、構成市町村の中でやっておりますが、ただ、サービス収入それと介護給付収入、こ

れが９９.３％ほどは運営で賄われております。 

それと、構成市町村の令和２年度の負担金の割合でございますが、全体の市町村で２７億２千

４００万円という金額になっています。これもまたとりわけ小国町のほうが３億４千３６万６千

円、令和２年度に負担をしております。非常に構成市町村の中でも、小国のほうも負担の金額と

いうのもこの割合が大きいわけですけれども、やはりこれはごみの量いわゆる衛生費あたりの２

０億の中にこういったお金の大半が含まれておりますので、やはり自分たちでこのごみの減量を

することによりましてこの負担率の割合の計算方法がありますがこれが減ってくるのではないか

というふうに思います。 

ちなみに、今後やっぱり考えていくべき問題といたしましても、ごみの量を減らしていくとい

うことが非常に大事なことであります。 

そこで、今回一般質問がございました。その中で当議会の穴見まち子議員のほうから、レジ袋

の有料化に伴うごみを出される課題という問題と、有料化に伴うごみの量の変化があるかと。そ

れと、残菜に対しての対策をどうしているのかというような質問もございました。非常に先ほど

からの関連もございますけれども、やっぱり当然ごみの量を減らしていく努力が必要ではないか

というふうに考えられます。 

それと今回また６月の下旬になりますけれども臨時議会がございます。今、恐らくいろんな大

きなまた予算があると思いますけれども、中のごみの焼却炉ですか、この改修がまた行われる予

定になっています。それに伴いまして議会の中で承認ができれば、また次の議会あたりでも補正

等がこの小国町のほうにも言ってくるのではないかというふうに思いますので、そのときはどう
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ぞよろしくお願いを申し上げます。 

以上、かいつまんで申し上げましたが、阿蘇広域行政事務組合からの議会報告とさせていただ

きます。 

終わります。 

議長（松﨑俊一君） 両議員、御報告ありがとうございました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第４、「承認第３号 専決処分事項の承認を求めることについて（専決

第１号：小国町税条例等の一部を改正する条例について）」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議案集の１ページをお願いいたしたいと思います。 

  承認第３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙専決処分書のとおり処分したので、同条第３

項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

           令和３年６月９日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

  でございます。 

議案集２ページをお願いいたします。 

専決第１号 専決処分書 

小国町税条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分する。 

           令和３年３月３１日専決 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

  でございます。 

詳細につきましては、担当課長より御説明を申し上げます。 

税務会計課長（北里慎治君）失礼いたします。 

資料といたしまして右肩に専１としてあります、小国町税条例等の一部を改正する条例であり

ます。詳細につきましては、税務会計課資料（１）で説明させていただきます。 

小国町税条例等の一部を改正する条例の概要であります。地方税法等の一部を改正する法律等

が令和３年３月３１日に公布され、一部を除き４月１日から施行されたことに伴い、小国町税条

例等の一部についても所要の改正が必要となり、改正を行ったものであります。 

主な改正内容といたしまして、税条例改正として、第３６条の３の２第４項の改正であります。

源泉徴収関係書類の電子申請に係る税務署長の承認の廃止により、給与所得者の扶養親族申告書

の電子提出に係る税務署長の承認を不要とされたため、地方税法が改正され、それに合わせて条

例も改正するものでございます。 
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給与所得者に、扶養親族申告書を提出しますが、その様式に住民税関係として１６歳以下も記

載するよう一本化されています。給与所得者は、税務署へ電子データで源泉徴収票を送付するこ

とが多くなっていますが、その電子データを送るために事前に税務署長の承認が必要でありまし

たが、今回の法改正でその承認が不要になりました。そのため所得税と一体化している住民税の

扶養申告書の提出も、税務署長の承認は不要となったものであります。 

次に、第８１条の４の改正であります。地方税法４５１条第１項第２項の改正に合わせて改正

するものであります。クリーンディーゼル車が非課税から２０３０年度ハイブリッド車やガソリ

ン車と同じ扱いになりました。ガソリン車、ハイブリッド車は２０２０年度基準達成から２０３

０年度基準６０％から８５％以上に変更されています。環境性能割は、消費税率の１０％に引上

げに伴いまして自動車取得税が廃止され、自動車税、軽自動車税のそれぞれに環境性能割が創設

されております。環境性能割は、市町村税であるものの当分の間都道府県が賦課徴収することと

なっています。 

次に附則第１２条の改正であります。令和３年度の固定資産税の評価替えに伴いまして、土地

に係る令和３年度から令和５年度までの各年度の固定資産税の下落修正措置を含め、負担調整措

置について現行の仕組みを延長するものでございます。その上で、新型コロナウイルス感染症に

より、社会経済活動や町民生活全般の取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ納税者の負担

感に関する観点から、令和３年度に限り課税標準額が増加する土地について前年度令和２年度の

課税標準に据え置く措置を講ずるものでございます。 

次に、附則第１５条の２の改正でございます。軽自動車税の環境性能割について、燃費性能の

すぐれた自動車の普及を促進するために税率区分を見直すものでございます。また、環境性能割

の税率を１％分軽減措置について令和３年３月３１日までとなっていたものを、適用期限を９か

月間延長し令和３年１２月３１日までに取得した軽自動車を対象とするものに変わるものでござ

います。 

次に、附則第２６条第２項の改正であります。新型コロナウイルス感染症に関する住宅借入金

等特別控除の特例であります。住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

を控除限度額の範囲で個人住民税から控除するものであります。所得税において控除期間を１３

年間とする住宅ローン控除の特例措置の延長措置が講じられることに伴い、当該措置の対象者に

ついて、新築は令和２年１０月１日から令和３年９月３１日までの契約。建売、中古、増改築は

令和２年１２月１日から令和３年１１月３１日までの契約で、令和４年末に入居される方を対象

とするものであります。また、合計所得額１千万円以下のものについては、床面積４０平方メー

トルから５０平方メートルを対象とするものでございます。 

その他、地方税法の改正に伴いまして必要な規定の整備、字句の改正、運用条項の改正を行う

ものでございます。 
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なお資料につきましては、新旧対照表を資料（２）として提出させていただいております。 

御審議よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより承認第３号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします 

これより採決に入ります。 

承認第３号、専決処分事項の承認を求めることについて（専決第１号：小国町税条例等の一部

を改正する条例について）、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

  よって、承認第３号は原案のとおり承認されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第５、「議案第２３号 小国町税条例の一部を改正する条例について」

を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは議案集３ページをお願いいたします。 

議案第２３号 小国町税条例の一部を改正する条例について 

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町税条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり提出する。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

提案理由といたしまして、地方税法等の一部を改正する法律等が令和３年３月３１日に公布さ

れたことに伴い、小国町税条例の一部について所要の改正を行うものでございます。 

これが、この議案を提出する理由となります。 

詳細につきましては、担当課長より御説明申し上げます。 

税務会計課長（北里慎治君） それでは失礼いたします。 

資料としまして右肩に２３とあります、小国町税条例の一部を改正する条例でございます。詳

細につきましては、税務会計課資料（３）で説明させていただきます。 
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小国町税条例の一部を改正する条例の概要でございます。地方税条例の一部を改正する条例の

概要でございます。地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月３１日に公布されたことに

伴い、所要の改正を行うものでございます。 

主な改正内容といたしまして、個人の町民税の非課税の範囲といたしまして、国外居住親族の

取扱いの見直しとして、扶養親族における国外居住親族の取扱いの見直しで、３０歳以上７０歳

未満の国外居住親族は原則として、扶養控除の適用対象外とするものでございます。扶養親族を、

年齢１６歳未満の者及び、控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じとすることで扶養

親族を明確化し、国外居住親族について３０歳以上７０歳未満の国外居住親族は原則として扶養

の控除の適用外とするものでございます。 

続きまして特定公益増進法人等に対する寄付金制度における寄付金の範囲の見直しでございま

す。条項に、出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きとの項目を追加し、寄付

金の当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限るということでございます。 

続きまして、個人住民税におけるセルフメディケーションの税制の見直しでございます。特定

一般用医療費等購入費を支払った場合の医療費控除の特例、セルフメディケーション税制につい

て対象をより効果的なものに重点化し、手続きを簡素化した上で適用期限を５年間延長し、令和

８年１２月３１日までとしたものでございます。これまで平成３０年から令和４年度となってい

るものを、平成３０年から令和９年度までの延長というふうになるということでございます。医

療費控除の特例としましてセルフメディケーション税制、購入の所得控除制度がございますが、

世帯ごとで年間１万２千円以上の分が控除の対象となります。ただしこれは、医療費控除との併

用ができないということになっております。 

その他、地方税法等の改正に伴い必要な整備で、今度の改正となっております。 

なお、資料につきましては新旧対照表を資料として提出させていただいております。 

御審議よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより議案第２３号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第６、「議案第２４号 小国町税特別措置条例の一部を改正する条例に

ついて」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは議案集４ページをお願いいたします。 

議案第２４号 小国町税特別措置条例の一部を改正する条例について 

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町税特別措置条例の一部を改正する条例
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を別紙のとおり提出する。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

提案理由といたしまして、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月３１日に失効し、新た

に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和３年４月１日に施行されたこと等に伴

い、小国町税特別措置条例の一部について所要の改正を行うものです。 

これが、この議案を提出する理由でございます。 

詳細につきましては、担当課長より説明を申し上げます。 

税務会計課長（北里慎治君） 失礼いたします。 

資料としまして右肩に２４とあります、小国町税特別措置条例の一部を改正する条例でござい

ます。詳細につきましては、税務会計課資料（５）で説明させていただきます。 

小国町税特別措置条例の一部を改正する条例の概要でございます。 

過疎地域自立促進特別措置法の期限が到来し、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法が令和３年４月１日から施行され、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第

２４条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令が同日に

施行等により、小国町税特別措置条例の一部についても改正が必要となったためであります。 

主な改正内容といたしまして、「過疎地域自立促進特別措置法」の期限が到来し、新たに「過

疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和３年４月１日付けで施行されたためにそ

の法律名を改正し、法改正に合わせて「情報サービス業等」を追加したものでございます。また、

山村振興法関連の普通交付税の減収補填制度が令和３年３月３１日までで期限の延長が行われな

かったということで削除するものでございます。 

以上、説明を終わります。 

議長（松﨑俊一君） これより議案第２４号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第７、「議案第２５号 災害による被災者に対する町税の減免に関する

条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは議案集５ページをお願いいたします。 

議案第２５号 災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 
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地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、災害による被害者に対する町税の減免に関す

る条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

提案理由といたしましては、「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」が令和３年

４月１日に改正されたことに伴い、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の一部に

ついて所要の改正を行うものでございます。 

これが、この議案を提出する理由でございます。 

詳細につきまして、担当課長より説明申し上げます。 

税務会計課長（北里慎治君） 失礼いたします。 

資料といたしまして右肩に２５とあります、災害による被害者に対する町税の減免に関する条

例の一部を改正する条例でございます。詳細につきましては、税務会計課資料（７）で説明させ

ていただきます。 

災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。

「災害被害者に対する地方税の減免措置について」が、令和３年４月１日付け総税企第４４号通

知で一部改正されたことに伴い、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の一部につ

いても改正が必要となったためでございます。 

主な改正の内容といたしまして、改正通知に基づき第２項に大規模災害時に迅速な減免認定を

行う必要がある場合には、罹災証明書に基づいた減免基準とすることができる規定を追加するも

のでございます。 

なお、資料といたしまして新旧対照表をつけさせていただいております。 

御審議よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより議案第２５号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第８、「議案第２６号 小国町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」から、日程第１１、

「議案第２９号 小国町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いて」までは、関連がございますので一括して議題といたします。 

  執行部より提案理由の説明を求めます。 
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町長（渡邉誠次君） それでは、議案集６ページをお願いいたします。 

議案第２６号 小国町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

  でございます。 

提案理由といたしまして、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部を改正する省令が令和３年４月１日に施行されたことに伴い、小国町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部について所要の改正を行うもの

でございます。 

これが、この議案を提出する理由でございます。 

次に議案集の７ページをお願いいたします。 

議案第２７号 小国町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

提案理由といたしまして、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部を改正する省令が令和３年４月１日に施行されたことに伴い、小国町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部について所要の改正を行うもので

す。 

これが、この議案を提出する理由でございます。 

次に議案集の８ページをお願いいたします。 

議案第２８号 小国町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部

を改正する条例について 

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 
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令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

提案理由といたしましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

の一部を改正する省令が令和３年４月１日に施行されたことに伴い、小国町指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部について所要の改正を行うものでございます。 

これが、この議案を提出する理由でございます。 

続いて議案集の９ページをお願いいたします。 

議案第２９号 小国町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いて 

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、小国町指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

提案理由といたしましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

の一部を改正する省令が令和３年４月１日に施行されたことに伴い、小国町指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部について所要の改正を行うものでございます。 

詳細につきましてはそれぞれ担当課長より説明を申し上げます。 

町民課長（生田敬二君） 失礼をいたします。 

改正内容について御説明を申し上げます。条例集につきましては１０ページ、右肩に２６とあ

りますページからが改正本文ということになります。小国町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例と４本の条例に関しましては、

介護保険事業においての基準の新設、または基準を改めるものでございまして、関連する部分が

多くございますので一括して御説明を申し上げたいというふうに思います。町民課資料５、Ａ３

の横版ですけれども、こちらの説明資料によって御説明を申し上げます。まず資料の上段右側で

ございます。今回の４つの条例改正につきましては、提案理由のほうにもありましたように、令

和３年厚生労働省令第９号、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部を改正する省令が施行されたことによる改正案ということになります。資料左側のほうに今

回一部改正を提案しております４本の条例名を掲げてございます。説明をさせていただく都合上、

各条例につきましては、Ａ条例からＤ条例ということにさせていただいております。 

初めにそれぞれの条例に適用される介護事業等について、簡単に説明をさせていただきたいと
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思います。 

まず、Ａ条例の地域密着型サービスの事業ですけれども、これにつきましては町が事業所を指

定するというかたちで、町の住民の方を対象にして要介護の１から５の方に行う介護サービス給

付ということになります。現在小国町内には６つの事業所がございます。 

次に、Ｂ条例の地域密着型介護予防サービスの事業です。こちらも、町が指定して町の住民の

方を対象として要支援１と２の方に対して行う介護予防サービス給付事業ということになります。

現在、町内には２つの事業所がございます。 

Ｃ条例の居宅介護支援等の事業です。これにつきましては、在宅の要介護１から５のほうに対

しまして、各種介護サービスを適切に利用することができるよう各事業所が行う、ケアマネジメ

ント事業、ケアプランの作成ということになりますが、その事業についての基準を定める条例で

ございます。小国町内には、５事業所ほどございます。 

最後に、Ｄ条例の介護予防支援等の事業でございます。これにつきましては、在宅の要支援１

と２のほうに対してケアマネジメント事業を行う事業ということになります。町直営の町民課の

ほうで所管をしております地域包括支援センターが主な役割を担っているということになります。 

以上この４つの条例に定められている主な介護事業について、条例ごとに大きく分類して説明

をさせていただきました。この４本の条例改正につきましては、資料にありますように共通の改

正５項目についての共通の改正がございます。まず、①感染症対策の強化でございます。感染症

の発生及びまん延防止等の対応として、委員会の開催、指針の整備、研修や訓練の実施等の義務

づけを行うものになります。次の、②業務継続に向けた取り組みの強化でございます。これにつ

きましては、感染症や災害が発生した場合であっても、必要とする介護サービスを継続的に提供

できる体制をつくっていくということで、業務継続のための計画策定、研修や訓練の実施が義務

づけられるということになります。また、③では会議や多職種連携によるＩＣＴの活用が挙げら

れております。各種会議等に関しまして医療介護の関係者で実施するものについて、また利用者

が参加して実施するものについては、利用者本人の同意を得た上でテレビ電話等で会議を実施す

る認可ということで見直しがされております。次に、④ハラスメント対策の強化でございます。

条文中に、事業者の責務を踏まえたものに改められております。共通の最後の改正内容ですけれ

ども、⑤におきましては高齢者虐待防止の推進といたしまして、利用者の人権擁護・虐待防止等

の目的から、そのための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、またこれらを適切に実施する

ための担当者を設置するということが義務づけられることになっております。以上、４件の条例

改正において共通する主な５つの改正項目の説明をさせていただきました。資料の表について横

のほうに見ていただきますと改正項目ごとに、また、ＡからＤの条例ごとに関連の改正条文を記

載してございます。 

裏面を御覧いただきたいと思います。こちらが個別の改正ということになります。条例のＡ及



 

 15 

びＢに関してですけれども、介護事業、各種の介護サービスを提供する事業におきましては、項

目にある上段の３項目が改正の主な対象とされております。まず認知症介護基礎研修の受講の義

務付けでございます。介護に携わる職員のうち医療・福祉の無資格者に対して、認知症介護基礎

研修の受講を義務付けるものになっております。次に、人員基準に関する見直しがなされており

ます。各施設の種別ごとに、オペレーター、管理者の配置基準の緩和や人員配置基準、夜間職員

体制の見直しがされております。３つ目といたしまして、認知症グループホームにおきましては、

サテライト型事業所の職員配置基準が緩和をされております。以上が、Ａ及びＢ条例における個

別の改正項目となります。続いて、条例のＣについてでございます。この条例につきましては、

先ほど申し上げましたけれども、在宅の要介護者の方に対して行われます居宅介護支援事業所等

が行うケアマネジメント事業について基準等を定めている条例の改正ということになります。今

回の条例改正におきましては、改正項目の４段目、５段目にありますように、質の高いケアマネ

ジメントの推進について、また、生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証という

ことで導入が謳われているところでございます。主な改正内容については、以上でございます。

各条例改正案の施行期日ですけれども、いずれも公布の日から施行し、令和３年４月１日から適

用するものでございます。 

４つの条例改正案について一括して概要説明をさせていただきました。なお、改正条例につき

ましての新旧対照表につきましては、町民課資料１から４として提出をさせていただいておりま

す。 

説明は以上となります。御審議よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより議案第２６号から議案第２９号までについて質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 私は特に、個別の改正の部分での人員基準に関する見直しについて質疑した

いと思います。 

まず確認なのですが、この人員基準に関する見直しが今回、省令により行われたという説明で

した。その省令が見直されたから、それを反映させるために条例改正案を今回提出されていると

いうことなんでしょうけれども、まずこの人員基準の見直しが小国町において必要な理由という

のは何なのかお示しください。 

町民課長（生田敬二君） 今回改正案の中に省令の改正で人員基準の見直し、全体としては緩和と

いうかたちになろうかというふうに思っていますが、そういった状況を緩和されるということで

すので、介護事業所に勤められている方の人的な不足する部分とかを補うかたちのものになるの

ではないかというふうには思っております。 

５番（児玉智博君） それぞれ個別の条文ごとに質問していきたいと思います。 

まず第１点目が、Ａ条例というふうに言われましたが、いわゆる議案第２６号の条文です。第
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５７条では、町外の夜間訪問介護を行っている事業者を指定し、町内の訪問介護事業者のスタッ

フに夜間訪問介護を行わせることができるということなのでしょうか。まず夜間訪問介護自体、

現在小国町ではこのサービスは提供されておりませんので、そういう事業者がないということな

のです。実際、そういうニーズが出てくれば、そういう需要が出てくることもありうるかとは思

います。その場合、そういうノウハウが今、町内の事業者にはございません。ですので、そうい

う需要にこたえて町外のすでに行っている事業者が参入することが、この改正でできるようにな

るのかということをまず第１点。 

２点目が、議案第２６号第６７条と議案第２７号では第１０条。これ共用型指定認知症対応型

通所介護事業者ということになります。この改正条文で、「なお、共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務

に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えな

い」ということで書いておりますけれども、この管理上これ支障がないというふうに判断する基

準は何なのかお示しください。これが第２、２つ目の問いです。 

そして、３つ目。議案第２６号の第１０３条と第２７号の第５９条についてお聞きします。こ

れは指定小規模多機能型居宅介護についての改定なのですが、これ見てみますと改正条文「地域

の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると町が認

めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、町が認めた日から市町村介護保険事業計画

の終期までに限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規

模多機能型居宅介護の提供を行うことができる」と要は町が認めれば、定員を超えて利用者を受

け入れることが出来ますよという条文になるわけです。まず、ここで確認しておきたいのが、利

用定員を超えてというその超える部分に上限はあるのかということです。それとも上限がなくて

青天井で受け入れられるだけ受入れてもいいですよということになるのかならないのかお答えく

ださい。 

４つ目が、第２６号の第１１２条と第２７号では第７２条の部分であります。これは指定認知

症対応型共同生活介護ですので、これ改正条文を見ていってみますと「当該指定認知症対応型共

同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が３である場合において、当該共同生活住居がすべ

て同一の階において隣接し、介護従事者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うこと

が可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が

講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定

認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従事者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を

通じて２以上の介護従事者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることがで

きる」と読んだだけではにわかにはちょっと意味がわからない部分なのですけれど、要するにユ

ニット、生活空間がユニットという言い方を通常しますけれど、今までは夜勤者の数は１ユニッ
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トごとに１人置きなさいというのがルールだったわけですけれども、これは３つユニットがある

場合で、要するに介護者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造の

場合においては、ユニットが３つある場合は夜勤者２人でいいですよということです。要するに、

今までは１人が１つのユニットを見ていたのが、２人で３つ見ないといけないということなので

すけれども、そこで確認なのが介護者が円滑な事業者の状況把握及び速やかな対応を行うことが

可能な構造というのはどのような基準を満たした構造を言うのでしょうか。また、安全対策とは

どのようなものを言うのか、お答えいただきたい。 

そしてもう１点あります。最後です。５つ目は、議案第２６号の第１５３条の改正分なのです

けれども、指定地域密着型介護老人福祉施設ですのでいわゆる特別養護老人ホームですので、今

のところこの小国町にはないものではあるのですけれども、栄養士とか管理栄養士のことを書い

ていますけれど、改正される内容は「他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図

ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合

であって、入所者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士又は管理栄養士を置かないことが

できる」ということであります。将来的に特別養護老人ホームが小国町にできることになった場

合に、そういう管理栄養士を置かない判断をする場合、町は関与できるのか。 

以上、お答えください。 

町民課長（生田敬二君） はい。 

１つずつ答えさせていただきたいと思いますが、ちょっと不足する部分、漏れがあればまた御

指摘をいただきたいというふうに思います。 

まず最初にありましたＡ条例の第５７条ということで町外の夜間訪問介護を行っている事業者

についての御質問でございました。御説明いたしましたこの条例に定めてありますのが、地域密

着型施設ということで町が指定をするというかたちのものでございます。ですので、住民の方の

要望、ニーズによって指定するかしないかということにはなってくるだろうと思います。業者の

方が、そういうかたちで参入する場合はあり得るかと思いますが、町が必要であれば指定をする

というかたちになろうかと思っております。今のところは、そういった要望は議員が言われまし

たように、特段事業所を指定するまではいっていないということで理解をしております。 

それから２つ目ですけれども、Ａ条例の第６７条のほうに共用型指定認知症対応型通所介護事

業所ということで今小国町のほうにはこちらはございませんけれども、例えば、認知症対応型の

グループホームの中に支援サービスを提供する事業所、例えばデイサービスセンターのようなも

のであるとか、そういったことになるかと思います。その中で管理上支障がないとする基準につ

いてはという御質問だったかというふうに思います。例えば管理する事業者数が過剰であるとか、

そういったことが個別に判断される場合であるとか、併設される入所施設においてサービス提供

を行う看護、介護職員等が兼務する場合においては例えばですけれども、看護、介護職員等が併
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設される入所施設でのそういった兼務はなかなか出来ないのではないかというふうには考えてい

ます。例えば、管理する事業者数が過剰であると個別に判断される場合であるとか、併設する入

所施設において、入所者に対してサービス提供を行う看護や介護の職員と兼務する場合などはな

かなか支障が出てくるのではないかというようなところで考えております。 

次に３つ目のＡ条例の第１０３条とＢ条例の第５９条です。小規模多機能型居宅介護について

定員数のことでお尋ねがございました。計画中であれば計画の終期までは、その事業者が地域の

実情により、定員数を増やすことができるということでその上限数はどうなのかという御質問だ

ったかと思います。それにつきましては、法令的な定めというのはございませんけれども、地域

の実情によって事業者数が持っている受け入れる能力というか、キャパシティーもあるかと思い

ます。そういったところと需要のある数量のバランスで必然的に決まってくるとは思っておりま

す。参考に、通いの利用に関しましては、人員が利用者３人に対して１人の従事者、面積にしま

したら１人当たり３平米ということが決められております。泊まりの利用に関しましては、最低

人員は夜勤１人、宿直１人、面積にしましたら、７.４３平米ということが決められております

ので、そういった範囲の中でそのニーズに合わせて対応できる人員ということの中で、人員数は

超えて限度というのが決まってくるのではないかというふうにも思っています。 

次に４つ目の質問が、Ａ条例の第１１２条とＢ条例の第７２条ということで、これについては

３つのユニットで３人必要だった方が、３つであれば２つ以上というか２人にも出来ますよとい

うようなことでございます。この中の要件、条件としてあります可能な構造ということでありま

すけれども、職員が円滑に利用者の状況把握が行える速やかな対応が可能な構造ということでご

ざいます。町としましては、各ユニットについて同一階にあって隣接しているというようなとこ

ろで理解をしております。それから安全対策につきましては、例えば安全対策を講じたマニュア

ルの策定であるとか、訓練の実施等について行われているかということが基準になろうかという

ふうに思っています。 

最後の御質問、第１５３条でございます。町内には対象事業所というのはございません。議員

言われましたように、特別養護老人ホーム等がこの施設になろうかというふうに思っています。

栄養士、管理栄養士について連携をとれる施設があれば置かないことができるということになり

ます。そういった事例が出てきたときには、町のほうに申請協議をしていくものというふうに考

えております。 

回答については以上でございます。 

議長（松﨑俊一君） 質問の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。１１時３０分から行いま

す。 

（午前１１時１４分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午前１１時２８分） 

５番（児玉智博君） 最後に、伺います。 

冒頭の質問で、この条例改正の町内でそういう改正をする意味について、課長は先ほど、やは

りそういう介護の人手不足というのを理由に挙げられました。しかし、昨年１２月９日に行われ

ました社会保障審議会の分科会に、この政令改正の部分を厚生労働省が報告を出した際の議論を

見てみますと、日本看護協会の岡島さおり常任理事は事実上減らされるということだと、人員を。

深夜帯の人員が薄くなるという指摘をされましたし、認知症の人と家族の会の鎌田松代理事は、

あまりにも議論が性急すぎる。取消していただきたいというふうに迫られたということです。先

ほど、第２６号の第６７条と第２７号の第１０条の、これ町内にはその事業者は指定されてる事

業者がないということでしたけれども、要するに看護師や介護士が共用型指定認知症対応型通所

介護事業所で、同じ敷地内のほかの事業所のほかの職務に従事していても差し支えないという点

で、課長はなかなかでもそれは出来ないのではないかなと、支障というのは出てくるのではない

かなという率直な意見を述べられましたけれども、要するにそしてほかの第１１２条とか第７２

条関係では、今までは１つのユニットに１つの夜勤者というふうにつけていた分が、３つユニッ

トがある場合は２人でいいと。要するに１人が１.５ユニット看ないといけないことになるわけ

ですよね。というのは、つまりそれがどういうことになるかというと、この条例改正のとおりの

ことをしていくとむしろその残された介護スタッフの人たちの負担がもうどんどん増えていくと

いうことです。要するに何条でしたかね。定員を超えた分の要は通所の方、お泊まりの方を受け

入れることができるというふうになるけれど、要は定員は何かというとやっぱりお預かりして安

全が保障されるのがこれぐらいですよというのが定員だと思うのです。それを緩和するというこ

とは、やはりそういう安全も担保されないし、何よりスタッフの負担が増えていくと。そういう

ふうに、働く人の負担が増えていけば、やはり介護人材がもうやっぱりこれはつらいと。１人で

１ユニットどころか、２つのユニットを見ないといけないと。そうなったらもう違う仕事に移っ

たほうがいいのではないかといって、要はこんなことをしていけば人手不足をより一層深刻なも

のにしていくのではないかなと思いますけれども、そうなるのではないでしょうか。 

町民課長（生田敬二君） はい、議員が言われた意見。一方で基準の緩和である反面そういった職

員の負担、少ない職員での負担が増えるのではないかという御心配、確かに両面あろうかという

ふうに思っています。基準につきましては、国の省令で定められたものでも、この基準は町のほ

うでも条例で定めるということにされていますけれども、この基準の中でより議員言われました

ように、入所者利用者の方にとって安心安全なかたちでの運用ができるというのが１番かという

ふうには思っております。緩和でできるということですけれども、安心安全な介護給付を前提と

するかたちで運用については努めていきたいというふうに思っております。 

以上です。 
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議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１２、「議案第３０号 熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方

公共団体の数の増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更について」を議題といたし

ます。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは議案集の１０ページをお願いいたします。 

議案第３０号 熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び熊本広域

行政不服審査会共同設置規約の変更について 

地方自治法第２５２条の７第２項の規定により、熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方

公共団体に新たに合志市を加え、熊本広域行政不服審査会共同設置規約を次のように変更する。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

熊本広域行政不服審査会共同設置規約の一部を変更する規約 

熊本広域行政不服審査会共同設置規約の一部を次のように変更する。 

第１条中「阿蘇市」の次に「、合志市」を加える。 

附則 

この規約は、令和３年９月１日から施行する。 

提案理由といたしましては、熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数の増加

及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更について、地方自治法第２５２条の７第２項の

規定により関係地方公共団体の協議により定めるため、同条第３項の規定において準用する同法

第２５２条の２の２第３項の規定に基づき、議会の議決を求める必要がある。 

これが、この議案を提出する理由でございます。 

担当課長より、詳細につきましては説明を申し上げます。 

総務課長（佐々木忠生君） それでは私のほうから、熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方

公共団体の数の増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更について御説明を申し上げ

ます。 

総務課資料（１）に新旧対照表を付けてございます。これは組織をする１２市町村、熊本市、

阿蘇市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿

蘇村で共同設置している熊本広域行政不服審査会に新たに合志市を加えるため、熊本広域行政不

服審査会共同設置規約の変更を行うものでございます。 
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御審議方よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより議案第３０号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第３０号、熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び熊本広域

行政不服審査会共同設置規約の変更について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

  よって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１３、「議案第３１号 令和３年度小国町一般会計補正予算（第１号）

について」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは議案集の１１ページをお願いいたします。 

議案第３１号 令和３年度小国町一般会計補正予算（第１号）について 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和３年度小国町一般会計補正予算（第１号）を

別紙のとおり提出する。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

それでは別冊補正予算書（第１号）をお開き願いたいと思います。１ページです。 

令和３年度小国町一般会計補正予算（第１号） 

令和３年度小国町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３千９６２万６千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億４千４６２万６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予
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算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

詳細につきましては、担当課長より説明を申し上げます。 

総務課長（佐々木忠生君） 私のほうから令和３年度小国町一般会計補正予算（第１号）について

補正予算書により内容を説明させていただきます。 

それでは第１表といたしまして、２ページから４ページに歳入歳出それぞれ款項の区分及び金

額を記載しております。 

５ページは、地方債補正として変更分を記載しております。 

６ページは、歳入歳出の補正予算事項別明細書となっております。 

それでは、歳出のほうから順次説明させていただきます。１０ページをお願いいたします。１

０ページから１９ページまでに出てくる給与、職員手当等、共済費につきまして総額で５７３万

４千円の増額補正になります。この主な理由といたしましては、共済組合納付金の負担金率の変

更により４８６万４千円。地域おこし協力隊任用２人分の人件費４７７万６千円。会計年度任用

職員任用１人分ほか新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う時間外勤務手当などによる人

件費２４５万７千円の増額。職員２名の育休による職員給４９８万３千円の減額となっておりま

す。以下、項目ごとに増減が出ております人件費につきましては、人事異動に伴い職員の配置が

変わったことが主な要因となります。 

それでは、歳出の大きな額の補正について説明をさせていただきます。１０ページの最下段か

ら１１ページの上段にかけまして、ＳＤＧｓ推進費として１４０万１千円の減額を計上させてい

ただいております。これは、ＳＤＧｓ未来都市である長崎県壱岐市の中学生と小国中学生との現

地交流を計画しておりましたが、コロナ禍の中で取り止めとしたためＳＤＧｓ未来都市関連業務

委託料の２００万円の減額を行い、その代わりにリモートによる活動報告会や有識者による合同

研修会、小国中学生を対象とした町内関連施設の研修会経費として５９万９千円を計上させてい

ただいたものです。財源は全額諸収入であります地域と連携したＣＯ２排出削減促進事業補助金

となります。 

次に、１１ページ中段の１７新型コロナウイルス感染症対応経済対策費の中の庁舎トイレ改修

工事で３００万円を計上させていただいております。これは耐火工事に伴い宿直室が使用できな

くなるため工事期間中の１か月程度、宿直室の代用としてプレハブのリースを行うものです。ま

た、新たに換気扇の更新や照明の自動化を実施するための工事費の増額となります。財源といた
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しましては全額庁舎建設基金を充当いたします。 

ページは飛びまして、１３ページ中段３民生費をお願いします。１児童福祉総務費の中の子育

て世帯生活支援特別給付金で５００万円を計上させていただいております。これは、令和３年度

の住民税が非課税の子育て世帯に対し、子ども１人当たり５万円の給付金を支給するものでござ

います。財源といたしましては、全額国庫支出金、子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金

となります。 

次に、１４ページ上段の１災害救助費の中の住まいの再建支援事業補助金で１５０万円を計上

させていただいております。これは、令和２年７月豪雨のため住居が被災したことにより、応急

的な住まい等に居住せざるを得なくなった方の再建先が決まった場合に、転居費用や入居に係る

契約費用を助成するものでございます。財源といたしましては、全額県支出金、令和２年７月豪

雨被災者等支援交付金となります。 

次に、１４ページ下段の４衛生費の２予防費をお願いします。予防費で４７０万６千円を計上

させていただいております。これは、新型コロナウイルスワクチン接種のための事業として、医

療機関に支払う接種委託料や集団接種会場またはコールセンターで使用する備品等の購入費用が

主なものでございます。財源といたしましては、国庫支出金の新型コロナウイルスワクチン接種

体制確保事業費補助金３３３万５千円。新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金１２０万

６千円。疾病予防対策事業費等補助金１１万円で残りは一般財源となります。 

次に、１５ページ中段の５農林水産業費の６畜産業費をお願いします。畜産業費の中の熊本型

放牧高度化支援事業補助金で６０万円を計上させていただいております。これは牧柵等の放牧地

の整備に対し補助を行うものです。昨年度までの放牧活用型草原等再生事業補助金の名称が変更

となったものでございます。財源といたしましては、全額県支出金、熊本型放牧高度化支援事業

補助金でございます。 

次に、１５ページ下段の６商工費の３観光費をお願いします。観光費の中の持続可能な観光地

域づくり事業補助金で６７０万円と持続可能な観光地域協議会負担金で４００万円を計上させて

いただいております。補助金につきましては、持続可能な観光地づくりを目指してＡＳＯおぐに

観光協会が実施する観光地域整備計画の策定や観光資料モニタリング調査事業等に対して補助を

行うものでございます。負担金につきましては、本事業を実施するために全国８市町、岩手県釜

石市ほかでございます。連携して協議会を組織する必要があり、その経費に対する負担金です。

財源といたしましては、国庫支出金の地方創生推進交付金４４５万円と当初予算で御承認をいた

だきました地方創生推進交付金４９０万円で、残りは一般財源でございます。 

次に、１６ページ中段の５北里柴三郎博士顕彰費で１千１０万円を計上させていただいており

ます。これは、２０２４年北里柴三郎博士新紙幣発行に伴い北里柴三郎記念館の関連施設として、

シアタールームの建設に向けて測量設計委託料２５０万円、不動産鑑定委託料１３０万円、基本
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設計委託料３００万円及び案内看板の整備やＰＲ用品等の消耗品代２１０万円でございます。財

源といたしましては、県支出金、熊本地震復興観光拠点整備等推進事業が２分の１。残りをネッ

トワーク事業基金より充当いたします。 

次に、１６ページ下段の６新型コロナウイルス感染症対応経済対策費の中の新型コロナウイル

ス感染症飲食店時短要請協力負担金で７００万円を計上させていただいております。これは、熊

本県のまん延防止等重点措置対策に伴い、町内飲食店等で営業時間短縮要請に協力いただいた店

舗に対して協力金を支給するものでございます。対象店舗は約５３店舗、要請期間は５月１６日

から６月１３日の２９日間を予定しております。財源といたしましては、全額一般財源でござい

ます。 

次に、１７ページ中段の７土木費の１道路維持費をお願いします。道路維持費で１千５００万

円を計上させていただいております。内訳といたしましては、橋りょう点検委託料で２００万円、

これは国の補助金内示により橋りょう定期点検計画に基づき当初予算に２００万円を増額し、町

内全１６６橋のうち３２橋の目視点検を行うものでございます。また、町道維持工事外で１千３

００万円。国の補助金内示により、道路舗装維持管理計画、橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、

当初予算に１千３００万円を増額し、補修が必要な町道殿町脇戸線、北里倉本二俣線、岳の湯線

の舗装工事及び倉原松原線の中にあります跨線橋、それから倉本橋、それから神原橋の修繕工事

を行うものでございます。財源といたしましては、舗装工事は国庫支出金、社会資本整備総合交

付金が５７％。橋りょう点検、橋りょう修繕は６２.７％、残りは起債の充当と一般財源でござ

います。なお、今回の補正に伴う国庫支出金については、当初予算で計上済みでございます。 

次に、１７ページ中段の２道路新設改良費で４千３０万円を計上させていただいております。

内訳といたしましては、実施設計委託料で７００万円。国の補助金の内示により当初予算に７０

０万円を増額し、町道鍋ヶ滝線これ仮称でございますけれども鍋ヶ滝へのバイパス道路でござい

ます。この橋りょうの詳細測量設計２橋と町道湯鶴線の詳細測量設計を行うものでございます。

町道改良工事として２千７００万円。国の補助金の内示により当初予算に２千７００万円を増額

し町道下滴水線他２路線、鍋ヶ滝線、湯鶴線の改良工事を行うものでございます。また、用地購

入費５１０万円と立木補償費１２０万円を当初予算に増額し、町道鍋ヶ滝線の用地購入及び流木

補償を行うものでございます。財源といたしましては、国の補助金が下滴水線６２.７％、他の

路線については５７％、残りの財源につきましては、起債の充当と一般財源でございます。 

次に、１７ページ下段の１住宅管理費の中の町営住宅屋上外壁改修工事で８００万円を計上さ

せていただいております。これは国の補助金内示により当初予算に８００万円を増額し、柏田住

宅の２号棟、４号棟の２棟の屋根改修と外壁の塗装を行い長寿命化を図るものでございます。今

回の補正分は補助対象外工事となります。財源は起債を充当いたします。 

次に、１８ページ上段の８消防費をお願いします。３災害対策費の中の堆積土砂撤去事業費補
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助金で１９５万円を計上させていただいております。これは、令和２年７月豪雨により被災した

宅地等の土砂撤去費用に対し補助を行うものでございます。財源といたしましては、県支出金９

７.５％、残りの２.５％につきましては、被災者負担となります。 

最後に、１９ページ中段の１０災害復旧費をお願いします。２被災宅地災害復旧支援事業の中

の被災宅地災害復旧支援事業補助金で２千５３３万２千円を計上させていただいております。こ

れは、令和２年７月豪雨によって被災した宅地の原型復旧に対し、その経費の一部を助成するも

のでございます。補助金額は、工事費１千万円を上限として工事費から５０万円を差し引いた額

の３分の２を補助するものでございます。財源といたしましては、全額県支出金、令和２年７月

豪雨被災者等支援交付金でございます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

次に、歳入の説明をさせていただきます。８ページをお願いいたします。今回の補正に対する

歳入になります。先ほどから説明させていただきましたが、歳入に伴う補助金等の説明を８ペー

ジ、９ページに掲載しております。今回、補正額の補正金以外の歳入不足分につきましては、起

債、これ過疎債、辺地債、公営住宅建設事業債、基金、ネットワーク事業基金、庁舎建設基金、

財政調整基金を充当する予定でございます。 

以上で簡単ではありますが、今回の一般会計補正予算の概要説明をさせていただきました。ご

審議方よろしくお願いいたします。 

情報課長（村上弘雄君） それでは資料の配付をお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） 資料配付いたします。 

情報課長（村上弘雄君） ただいまから、情報課資料１ということで資料を配らせていただきます。 

（資料配付） 

情報課長（村上弘雄君） それでは説明させていただきます。全協のほうで観光関係の補助金につ

いてなかなか分かりづらい部分もありますし、質疑もありましたので改めてここでＧＳＴＣその

ものの説明もさせていただきたいと思います。１番上にＧＳＴＣとはということで、グローバ

ル・サステイナブル・ツーリズム・カウンシルの略語でございます。持続可能な観光、豊かな自

然や資源、地域の文化を持続的に保たれるよう配慮した観光。観光地本来の姿を楽しみ、暮らす

人々も自分たちの地域や文化を壊すことなく経済的なメリットを得られる仕組みというのが考え

方でございます。そもそも今回地方創生推進交付金ということで、補正予算を上げさせていただ

いておりますけれども、背景としまして２０１９年１１月に観光協会を立ち上げましたけれども、

人・物・金という意味で言いますと人については、総務省と内閣府の財政的な支援のもとにＪＴ

Ｂから人材が派遣されました。あと地域おこし協力隊です。物についてはこれは地域の観光資源

ということになります。お金についてはこれから観光協会が自立するためにどうしたらいいかと

いうことで、こういう事業を模索しておりまして、今年の３月に内示をいただきましたので今回
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の補正ということになります。地方創生推進交付金については、真ん中の四角にありますが、主

体的な取り組みを支援する。民間事業がチームを組んで受託者として参加する。それから資金の

交付を複数年に分けて交付されるということでございます。今回の小国町と連携町村のキーワー

ドとしまして、「持続可能な観光地域づくりモデル市町村」形成事業ということで提案させてい

ただいております。支援期間は３年間です。状況によりますと最大５年までというのがございま

す。全体事業費は５千５２０万円。建物等を造る場合はハード事業になりますけれど、今回の事

業の支援はソフト事業になります。補助率が２分の１、あと２分の１を財政的な支援としては、

特交のほうの支援があるということでございます。 

めくっていただいて裏面ですが、先ほど総務課長のほうからもお話がありましたけれど、横軸

連携ということで、全国で８市町で取り組みます。岩手県の釜石市が幹事市町村ということにな

ります。要件としましては当然のことですけれど、ＧＳＴＣという切り口がありますので政策レ

ベルにおいて、ＳＤＧｓを意識したまちづくりに取り組んでいる自治体ということでございます。

事業の目的についてはここに書いてあるとおりでございまして、先駆的なモデル市町村を形成す

るということです。それから事業の内容についてですけれども、全体共通プログラムとしては１

から４まであります。アドバイザー支援、人材ネットワーク構築、ブランド構築、協議会の運営。

それから地域プログラムとしては、地域整備計画策定、観光地域づくり体制強化、これは観光協

会の組織強化も含まれております。それからモニタリング調査、そしてプログラムの開発、プロ

モーションということになります。あとのカラーのページについては今私が説明したあたりの関

係相関図ということで見ていただければと思います。 

以上で説明を終わります。よろしく御審議方お願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） それでは、ここで暫時休憩といたします。午後の会議を午後１時から行いま

す。 

（午前１１時５８分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

議長（松﨑俊一君） これより議案第３１号について質疑に入りますが、ページを追って歳出のほ

うから行いたいと思います。御協力よろしくお願いします。 

１０ページをお開きください。１０ページから１２ページ中頃まで、議会費それから総務費に

ついて質問を受けたいと思います。議会費、総務管理費、徴税費であります。それから戸籍住民

登録費もありますね。よろしいですか。 

後で漏れた場合はお願いしたいと思います。 

次ページ１２ページの下段からページ１４ページ、民生費並びに衛生費となっております。社

会福祉費、児童福祉費、災害救助費、保健衛生費です。 
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５番（児玉智博君） ワクチン関連のことで伺います。１４ページ予防費にあると思います。 

それでやはり最近でも、なかなか電話がもうつながらないと。もう頭にきたからもう打つのは

やめようかというような人もおりましたので、息子さんとかに頼まれてスマホでしたらどうでし

ょうかとかいろいろそういうアドバイスをしたら、やってみようかなというような人もいるよう

な状況であります。 

そこで今回、追加で補正がなされていますが、ちょっとここで確認したいのが、副反応の問題

です。やはり２回目接種した方で、私の周りでも１回目は何ともなかったと平気な顔をしていた

人が、２回目午前中に打ったらもう昼ぐらいには何となく腕がだるい感じがあって、夕方家に帰

ったらとても痛くてもう晩御飯を作ることも無理だったというような人がいるわけです。そうい

う中で今、高齢者接種がまだ１回目をそもそも受けた人、受けてない人もいるし、もう１回目を

受けて２回目も打ち終わった人もいるとかそういう様々な状況があるのですが、やはり特にそう

いう副反応が出やすい２回目の接種については、例えば高齢夫婦世帯のところなんかでは、もう

ついでだからといって一緒に接種会場まで車で一緒に行って一緒に帰ってくるというようなこと

をした場合、やはり２人ともそういう副反応が出て痛くて、もう２人とも寝込んだと。そしたら

もうどうしようもないというような状況も生まれかねないと思うわけです。家族でやっぱりせめ

て２、３日くらいは接種の日にちをずらして片方がそういう副反応が出て寝込んでも、もう１人

がそれを看護するというかやっぱりお世話できるような体制をとったほうがいいというのを呼び

かけるのが必要なのではないかと思うのです。それでも、いやもう一緒に受ける、もう夫婦一蓮

托生だという人についてはそれは無理やりどちらか片方やめさせるということは出来ないと思う

のですけれども、やはりそういう副反応が２回目は出やすいのだという情報提供をして、今現在

これぐらい町内のワクチン接種の方でも副反応が出ていますという情報をおあげして、じゃあど

うするのかという判断材料をやはり提供する責任が町にはあると思いますが、そういったことは

されていますか。 

町民課長（生田敬二君） 副反応に関しましては、全国的な事例、数値等も出ています。おっしゃ

るように２回目の接種の後に、かなりちょっと重症というか重い反応があるということの数値が

全国的には言われています。今、接種をされる方については、副反応も含めて広報物とか通知あ

たりにも同封するかたちでお知らせはしているところです。ただ高齢御夫婦で一緒に打ちたいと

いう方も大変多くいらっしゃって、そこは今のところ町のほうは、いや別日にしたほうがいいで

すよとかいうかたちの呼びかけ等は今は行っていないというような状況でございます。 

５番（児玉智博君）やはり家族はなるべくずらしたほうがいいというのは、何も私が言っているわ

けではなくて結局専門家なんかも言っている話なのですよね。実際、医療機関あと高齢者施設の

接種もスタッフの方が打たれた場合、もうみんないっぺんにやってしまって同じ部署の人がみん

な一緒に打ちましたと。全員ちょっと仕事が出来なくなりましたというふうになったら困るから、
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そういういろんな部署ごとで班分けして接種の日にちをずらしたなんていうのは、それはもうす

でに小国町町内の医療機関や高齢者施設でも取り組まれていることだと思うのですよね。実際、

高齢者夫婦がみんな一緒に打っているかというとそうではなくて、やっぱりそういう用心される

方はどうされましたかと言ったら、もう夫婦別々で打ちました。やっぱり２人とも症状が出たら

困るからという方ですよね。そういうアンテナを張ってらっしゃる方はそういう専門家も呼びか

けているからということでされている人もいるし、もう１回目の接種を夫婦で行ってきましたと。

２回目どうされるのですかって言ったら、もう同じ日に２人ついでに予約して帰ってきましたと

いう方もいるわけですよね。ですから、絶対に駄目ですということはできないことではあるので

すが、やっぱりそういう具体的に何％の人が痛みが出ています。何％の人が発熱しましたって。

ですから、もう公立病院の実績見てみると２回目の接種では４４％、もう半分近い人が痛みが出

たということで、おぐチャンでも認知症カフェで公立病院の先生がそういう報告をされている映

像が出ていましたけれども、具体的にそういうデータがあるわけですから、そういうのもきちん

とやっぱり周知するべきだと思うのですよ。具体的な数字を。だから、今後やっぱりそういうこ

とはしていくべきだと。その上で、どういう判断をするかは、接種される方が決めればいいこと

ですので、やっぱりそういう情報公開に努めていただきたいと思います。できますか。 

町民課審議員（中島高宏君） 新型コロナの副反応につきましては、今現在、先週１回目の７５歳

以上の方については、数値を表したのは発行しておりませんでしたが、先週の７０歳から７４歳、

今週発送する６５歳から６９歳の方については、副反応についてということでカラー刷りで数値

を入れた、どのくらいで副反応があるという率辺りを入れた用紙を入れて周知をしているところ

です。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。民生費並びに衛生費。 

次に進みます１５ページから１７ページ。農林水産業費、商工費、土木費。 

９番（熊谷博行君） 先ほどの説明で真剣に聞いていませんでしたので、もう１回お願いします。 

１６ページと先ほど情報課からいただいた資料１。まず、ＡＳＯ観光復興加速化委員会負担金

この説明と、持続可能な観光地域づくり事業補助金６７０万円。持続可能な観光地域協議会負担

金４００万円。研修会負担金１０万円。これ先ほど説明があった３年間の１千８７０万円の中に

織り込んだ金額なのか。それと、コロナ対策の飲食店時短要請協力負担金７００万円。何軒のお

店が該当するのか、お答えください。 

情報課長（村上弘雄君） お答えいたします。 

まず、先ほど資料１で説明した観光地域の補助金の制度については、先ほど議員からお話があ

った８６万円の観光の加速化事業については対象外というか別物でございます。この８６万円に

ついては全協でも少しお話がありましたけれども、熊本地震で阿蘇地域全体を復興するというこ
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とで熊本県がスケールメリットで阿蘇全体を観光宣伝するということで、各町村と一緒になって

予算化するということで今回８６万円を計上させていただいております。ということで別な予算

立ててございます。 

それから７００万円の負担金ですかね、時短要請。 

９番（熊谷博行君）いえ、その下。 

情報課長（村上弘雄君） 持続可能な負担金のほうについては、先ほど資料の説明の中の事業費に

含まれております。金額にすると６７０万円分と４００万円分が先ほどの国の事業の財源を充て

させていただいております。 

それから、地域おこし協力隊の１０万円については、これは通常の国の地域おこし協力隊の活

動費ということで、２人分を予定していますので、その研修費ということになっています。また、

この活動費全体については報酬費も含めて国の財政支援があります。 

あと時短要請か何かの分。 

９番（熊谷博行君） ７００万の件数を。 

情報課長（村上弘雄君） 飲食店時短要請協力負担金については一応、熊本県が時短要請を今年緊

急事態宣言１回目、年明け早々にあったときの件数がベースとなっておりまして、その分の実績

が５３件分店舗がありましたので、予算上はそれをもとに試算をさせていただいています。５３

件分の２９日間ということで、協力金の負担の割合については店舗によって本来売上げが違いま

すので最低が２万５千円、１番上は２０万円。この平均で４万円程度、試算上計上させていただ

いて、その全体事業費が７千万円ということでその１割を町が負担するということで７００万の

予算を計上させていただいております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） はい、わかりました。 

この持続可能な観光云々の２つは、ＡＳＯおぐに観光協会のほうに全部いくというふうに捉え

ればよろしいですか。 

情報課長（村上弘雄君） はい、お答えいたします。 

６７０万円については、実施主体であるＡＳＯおぐに観光協会に流れます。それから、４００

万円についてはこれは負担金ということで、岩手県の釜石市の幹事市町村のほうに負担金を協議

会費として納めさせていただくということでございます。 

以上です。 

４番（久野達也君） はい。４番、久野です。 

今、情報課長の説明にありました持続可能な観光地域協議会負担金４００万円ですけれども、

いわゆる協議会負担金の４００万ですので構成町村の負担割合等もあろうかと思います。均等割

で全ての自治体が均等に負担するのか。あるいは地域割、人口割だとか行財政規模に応じて負担
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割合が変わってくるのか、それぞれで協議会の負担ですのでそれはそれで構わないと思うのです

けれども、負担割合と小国町がどういうふうにその４００万円を担うのか。 

それと、当然協議会ですので負担金を構成町村から集めてその使途があろうかと思います。初

年度ですので、事務費あるいはＰＲ活動に使うだとかいろんな予算書があっての負担金だと思い

ますので、よかったらそこら辺りを御説明いただけたらと思います。 

情報課審議員（秋吉祥志君） はい、お答えいたします。 

御手元にお配りいたしました資料の中の２枚目のほうに、実施事業の構造ということで、２枚

目のほうを開けていただいて、実施事業の構想の②共通プログラムと地域プログラムというのは、

御説明でそちらのほうに明記させていただいております。協議会を立ち上げまして、議員のおっ

しゃるように協議会の運営そういったものに事務費的なものもございますが、内容としましては、

この協議会を立ち上げるということも１つあるのですけれども、もう１つとしてはＧＳＴＣには

これは地域の基準というのを設けさせていただいております。この基準をどれだけ遵守するとい

うか、目標の設定をして取り組んでいくかというのが、これが非常に重要なことになってまいり

ますので、この件に関しましてＧＳＴＣの公認のトレーナーというのが日本の中に何名かいらっ

しゃいます。そういった方々にＧＳＴＣの取組みについて、御指導にきていただくというような

部分での各自治体ごとへのトレーナーの方へのトレーニングの日程調整であるとか、派遣の調整

であるとか、そういったことの小国町に対してそういうＧＳＴＣのプログラムについてのいろい

ろな手配をしていただくというような内容になっております。 

以上です。 

４番（久野達也君） はい。であればこの４００万円は協議会に負担するけれども、その４００万

円の事業メリットは小国町にその４００万円がそのまま戻ってくるという言い方は変ですけれど

も、例えば人材派遣だとか、いろんな情報の提供を受けるだとか、この観光振興のための施策の

アドバイスを受けるだとか、要は４００万円協議会に負担するけれども協議会事務費というより

も、そのスケールメリットは小国町に戻ってくるというふうに理解しておけばよろしいのでしょ

うか。 

情報課長（村上弘雄君） はい、お答えいたします。 

議員御指摘のとおり、共通課題を全体で解決するものも観光にありますので、その分について

は当然負担金を収めますけれども、小国町のためにそれはキックバックされるという取組みにな

ります。あと個別の対応については地域プログラムで対応するということでございます。 

町長（渡邉誠次君） はい。私のほうからも少し補足をさせていただきますが、そもそも論から言

いますとこれにも参加させていただいたというのはＳＤＧｓ未来都市、もちろんその前の環境モ

デル都市から関わっているというのが非常に大きなところがあります。その中で小国町をまずは

選んでいただいたというところが大きなところがあります。その中で、小国町観光業界抱えてお
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りますのでこのポストコロナ、コロナの先にある次のかたちを整えるために、このグローバル・

サステイナブル・ツーリズム・カウンシルに参加をさせていただいて、小国町のもちろん観光の

魅力化をわかりやすく提示をするのと一緒に観光の国際基準これが非常に今から大事になってま

いります。今外国人の観光客の方はもういらっしゃっていませんけれども将来その外国人観光客

が来られたときにあわせて、この国際的な基準を小国町が持つことで受入れをより可能にしてい

くというか、よりスムーズに受入れていくような体制づくりも作るためにしっかりとこれに取り

組んでいけるようにまず手を挙げさせていただいたというところと、この国際基準をクリアする

ためには他の七つ全部で八つの自治体と一緒になって、並行して取り組んでいかなければならな

いところの要素も非常に多いかと思います。また、小国町単体では非常に難しいところもありま

すのでぜひ協力させていただいて、この取組みの中で小国町の観光協会の強化ももちろん考えて

おりますが、実質的な観光協会の強化と国際的な基準に取り組んでいく観光戦略とこの両方で小

国町の観光を盛り上げていきたいと、その一つの軸にしたいというふうに考えております。 

以上です。 

３番（穴見まち子君） 農林水産業ですけれども、先ほど総務課長から説明をいただきましたけれ

ども、熊本型放牧高度化支援事業補助金なのですが、小国町にはどのくらいの牧野組合があって、

ここに参加されるところはどこでしょうか。 

産業課長（秋吉陽三君） 現在町内で放牧を行っております牧野は５つの牧野がございます。 

今回この支援事業に参加される牧野は、樅木牧野組合、岳はげ牧野組合、田原牧野組合の３地

区となっております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質問ございますか。 

８番（松本明雄君） ８番です。聞きたいのは、北里柴三郎博士の顕彰費の話です。シアタールー

ムを造るということですので、ここではまだ測量段階です。基本設計も出ていますが大体何人規

模ぐらいを予定しているのか。建物は間違いなく木造では造ると思いますが、その辺で推してい

ただきたいと思います。お考えを述べていただきたい。 

町長（渡邉誠次君） はい、もちろん建物は私も木造で行いたいなというふうに思っておりますが、

今、１番大事なところは学びやの里の部分で記念館、それから今度のシアタールームの建設、周

りの事業を含めて何人ぐらいで結局来られた観光客のお客様なのか教育関連のお客様なのかはわ

かりませんけれども、対応する人数を決めていかなければいけないところを、しっかりと出して

いきたいなというふうに思っております。 

少なくとも事業主体は、学びやの里のほうが大きく運営に関わることになってくると思います

のでしっかりと話をさせていただいて、そのために記念館の横の土地の取得をというところで考

えさせていただきました。できるだけ１番最初のあそこの部分で私が町長にならせていただいて、
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駐車場の整備をさせていただきましたけれども、できるだけ２０２４年までに厚みをつくって博

士の顕彰事業を行ってまいりたいというふうに思っておりますので、御理解と御協力をよろしく

お願いしたいというふうに思っております。 

松本議員がおっしゃられるように地元の木材を使って、そして地元関係者としっかり話をさせ

ていただきながら、実質的な人数をできるだけ多くの受入れができるような仕組みをつくりたい

というふうに思います。 

以上です。 

７番（西田直美君） 先ほどの商工費のところをお伺いします。 

全員協議会のときにも伺ったのですけれども、持続可能な観光地域づくり事業補助金、ＧＳＴ

Ｃですか。これの部分で実施事業の構造のところで人材を作る、地域を整備する、地域を分析す

る、効果的に伝える。当然時系列としては並行事業として行うこともいっぱいあるかとは思うの

ですけれども、この人材を作るのところでこの間、商品作り人材づくりのところでアドバイザー

を呼んで研修会をするとかツアーオペレーターを育成するという話になっていたのですが、例え

ば小国に特化したようなことをアドバイザーもしくはそのツアーオペレーターを育成するトレー

ナー、先ほど言われたトレーナーとかというものの確保というのはどういうかたちでやられるこ

とになっているのですか。 

情報課審議員（秋吉祥志君） はい、お答えします。 

議員のおっしゃるようにトレーナーの育成とかそういったものにつきましては、当然８市町全

てそれぞれ地域性が異なりますので、これにつきましては各自治体ごとの特性に合わせてトレー

ナーの育成また商品の開発そういったものを行ってまいります。 

また事業の進め方といたしましては、どこかの例えば事業者を呼んできてその方に何かをお願

いするというようなことではございませんので、今ある小国町の地域資源というものをＧＳＴＣ

という制度に乗せて観光資源として磨き上げていくということですので、まずは町民の方々へこ

ういうＧＳＴＣの取組みが始まるということで周知をさせていただいて、その中で御興味を持た

れた町民の方々に集まっていただいて、そこから事業のほうの説明またこれから先の取組みとい

ったものを説明して、まずＧＳＴＣということ自体が非常に言葉だけ先に走って御理解をいただ

いていないというふうに感じておりますので、そういったものをもろもろの広報紙等を使いまし

て、ＧＳＴＣの取組みというものもしっかり町民の方々にお伝えしながら取組みをしていきたい

というふうに考えております。 

以上です。 

７番（西田直美君） ＧＳＴＣという言葉自体は新しいとしても、その観光に関していえばいまま

でもずっと取り組んでこられたわけですし、いわゆる国内だけではなく海外からの訪問客に対し

てということも今まで取り組んでこられたわけではないですか。明日の一般質問でＳＤＧｓにつ
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いては質問する予定なのでそれで伺ってもいいのですが、多分それをやっていると時間が全然足

りなくなってしまうと思うので今日のうちにちょっとお伺いしたいのですが、そのモニタリング

をやるであるとかそういうものの人材確保、小国の中での人材確保が一つ。 

それから、トレーナーが果たしてどういう人が、例えばコンサルが入るトレーナーが入るとい

ったときに、外部からのものよりも恐らくは内部からのもので今持っているリソースをいかに生

かせるかという小国の町民の人たちの総意とか、そういうものを集めてリソースを集めた上で、

そういうのは依頼するであるとか自分たちの中で考えてトライアンドエラーでもいいからやって

みるという方向を先にやらないと、多分持ってきてとってつけました、いわゆる接客マナーの練

習、よそからＣＡがきて教えました。はい皆さんこんなことをやってくださいというのと同じよ

うなことでは、恐らく定着したものがうまくいかないであろうというのが何となく感じられるな

というのと、それは決してサステイナブルにならないというところの危険性もやっぱりしっかり

考えた上で、もう少し具体的に中で練ったものを持っていってやられたほうがいいのではないか

と思うのですけれどその辺の検討はどうでしょう。 

町長（渡邉誠次君） はい。御指摘のところは、観光協会の中でも杖立の中でもわいた温泉の中で

も今までさんざん議論をしてきました。トライアンドエラーをやっていく上でも予算立てが必要

でございます。この部分に関しては、ソフト事業において５千５２０万円、令和３年度で１千８

７０万円。全体的な予算が５千５２０万円の予定で進めます。小国町も含めてやはり予算をソフ

ト事業をもって、それからトライアンドエラーをきちっと作っていかなければいけないなという

ふうに思っておりますので、その部分ではその予算を最長でこれ５年付くのです。しかも、中身

は国が半分それから特交で半分というところで、こういう予算の取り方ができるのもやっぱりＳ

ＤＧｓ未来都市に参加していないとお声掛けがかからないと思います。小国町はせっかくお声か

けをいただいたので、この国際基準に基づいて、観光地づくりのベースをつくっていきたいとい

う反面、それから地域のブラッシュアップをするためにも西田議員言われているように、地元で

しっかり上げていく部分、それから、よそから見てしっかりと選択をしていただきながら、上手

に外に見せていく部分。その両方が必要だというふうに思っております。この中には人材育成の

部分の予算も入っておりますし様々なソフト事業の予算も入っておりますので、当然検討はして

いくところでありますけれども予算を上手に使う、そしてしっかりと小国町の魅力を表に出して

いく。教育旅行にしてもそうですし研修旅行にしてもそうですけれども、やはりこの事業を使っ

てせっかく観光協会のほうにも事務局長として審議員として河津さん来られました。それから、

地域おこし協力隊という部分で三浦さん来られましたので、そこの強化も含めてこの事業を扱っ

ていきながら小国町の観光的な魅力をアップしていきたいなというふうに考えているところです。 

以上です。 

７番（西田直美君） 選ばれたことは大変いいことだと思いますし予算が付くということもありが
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たいことだと思います。なかなかお金がなくては何もできない部分もあります。でも、ソフトに

関して言えばハード面というのはそのお金を使って済むことがいっぱいだけど、ソフト面ってい

うのはなかなかノウハウも要るし時間もかかるしというところがあると必ずしもお金を使わなく

てもできる部分がある。だからできるだけそこのところに力を入れていただければなっていうふ

うに思っています。本当の意味でのサステイナブルであるということがどういうことであるかと

いうことをやっぱり周知した上でということも考えて、上手に使っていただければなと思います。

また、もしかしたら明日ちょっとＳＤＧｓの中で伺うかもしれません。その時には、よろしくお

願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 確認ですけれども、この情報課資料１というのは情報課で打ち込んだ資料で

すか。 

情報課長（村上弘雄君） はい。 

５番（児玉智博君） そうですか。 

これ構成団体が全国８市町となっていますけれど、京都府宮津町というふうになっていますが、

これ１９５４年に８町村が合併して今、宮津市ですからね。私結構、よそから来られた方で小国

マチを小国チョウというふうに言われるとちょっといらっとするのですが、それ以上にこれ失礼

な話ですからやはり自分のことだけではなくて、こういう構成団体に入るのであれば自分たち以

外のところの自治体のこともきちんと勉強していかないと団体でうまく動けないと思います。そ

の辺はしっかりやっていただきたいと思います。 

それでちょっと質問ですが、これ全員協議会のときに大塚議員のほうからも言われたことでは

ありますけれども、新型コロナウイルス感染症飲食店時短要請協力負担金。これ、やはりコロナ

対応でありますので、私もこれはコロナ交付金という交付金が国からきているのであれば、やは

り財源の組替えなどもやった上で、こういうところに出していくべきなのではないかなというふ

うに思います。具体的に聞いていきますと、やはりこの間これはコロナ予算ではないかと思いま

すけれども、消防は小国町の消防大会ももう中止が決まったということで、分団通じて聞いてお

ります。そしてまた、例年８月ですかねＪＡでやられているふくし夏まつりも今年度も中止とい

うことで決まっているわけですが、そしたら町がそういう予算を付けているふるさとの夏祭りで

すか、あるいは、秋の祭りそういうところも、もうやはりこういう社会情勢を見て早急にやるべ

きなのかやらないべきなのかという、やるべきかやらないべきかというか、そこに町が金を出す

かどうかですけれどもそういうのもやっぱり判断して、もうやはりコロナというともう情勢が

次々に変化しているわけですから、それは速やかな判断とかをしていって、こういう時短要請に

対する財源措置をするというような考えも必要であるのではなかろうかと思いますが、そういっ

た部分での組替えの検討というのはなされないのでしょうか。 
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町長（渡邉誠次君） 予算の組替えというお話ですけれども、７００万円に関してはコロナの臨時

交付金、県に上げている申請の部分ではもちろん申請を計画変更というかたちで上げさせてもら

っていますけれども、今実績を見込みの部分も含めて出させてもらっておりますので、その実績

見込みに応じてやっぱりできるだけ一般会計を使わないでいいような方針で町としては取り組ん

でいきたいというふうに思っております。 

それから先ほどのイベントに関しましては少なくとも、確かに消防関係においてはもうされな

いというところはありますけれども、６月補正ではなくて９月その後の補正でも組ませていただ

いて。ただコロナの交付金はひもがしっかりついておりますけれども、イベントに関してはやる

やらないの判断は、地元の人たちそれからやっぱり実行委員会も含めていろいろな話の都合があ

ると思いますので、そこはしっかり話をしていきながら決めていきたいなというふうに思ってお

ります。 

昨年の判断と今年の判断は全く違うものというふうになっておりますので、時間的な問題含め

たところで言い方がちょっと私もわかりませんけれども、やはりそのとき近づいて少し判断をさ

せていただかないといけない部分もありますし、成人式を小国町でした時のように、小国町だけ

するような状況もなくもないというふうな判断も私もありますので、やはりそこはその時の実情

をしっかりと考えていきながら、周りの方たちと考えていきながら判断をさせていただきたいな

というふうに思っております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

６番（大塚英博君） 持続可能な観光地域のシステムの構築事業という中で、小国町の観光協会が、

一手にそれを受けるということになった場合においては、地域プログラムという事業の内容の中

で右側のほうに観光地域整備計画策定とか地域づくり体制強化とかモニタリング調査、プログラ

ム開発事業という事業そのものがたくさんあるのです。これは観光協会の今のスタッフのメンバ

ーではとても手が出ない部分があるのではないかなと。特にこれは国も応援している部分であり

ますので、考えとしては専門分野の部分においては、やっぱり委託業というのが委託料を払って

でもそこに対していい成果を上げてもらうと。こういうふうにしてある程度自分でできないもの

に対しては委託という可能性もありますので、そして早い段階でいいものを完成させていくとい

う、こういうふうな取組みというものも考えてもいいのではないかなと提案しますけれども、い

かがですか。 

町長（渡邉誠次君） 当然委託も考えさせていただきたいと思います。西田議員も先ほど言われま

したけれども地元の人たちの活用、それから御意見を大事にしていくというのも非常に大事です

し、やはり国際基準をつくっていくためにも様々な事業をこなしていくためにも、やっぱり中央

からの意見非常に大事だと思います。それから、１点だけ補足で説明をさせていただきますと、
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この事業を持ってきていただいている方は前のデザインセンターにおられた坂本さんという方が

おられて、その方からお話をいただいておりますので非常に小国町のことも熟知された方でござ

いますし、阿蘇全体のことを熟知された方でもいらっしゃいますので、ぜひとも、当然、釜石市

を中心とした全国的な組織の中での小国町ですけれども、全国的な規模の中での小国町、それか

ら世界規模での小国町というところを目指しながら、ＧＳＴＣには目標ですけれども目標にしっ

かりと取り組ませていただきたいなというふうに思っております。 

ありがとうございます。 

議長（松﨑俊一君） １５ページから１７ページ、農業費、商工費、土木管理費、道路橋りょう費、

住宅費。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） それでは次にまいります。１８ページから最後のページまで、消防費、教育

費、それから災害復旧費となっております。 

５番（児玉智博君） １８ページの消防費の堆積土砂撤去事業費補助金についてです。 

全員協議会で聞きましたら、対象となる件数というのが当初３４件ほどあったのが、昨年の９

月の段階では１６件の半分以下に減ったということでありました。これ逆に言えば、小国町がも

うちょっと早くこういう事業がありますからというふうにいたしておけば、３４件あったのに、

もう結局もういろいろそういう公共土木災害と絡めて出来たところもあるのかもしれないですけ

れど、結局もう自分でさっさと頼んでしまって、もうそれの支出したお金の証明も出来ない。だ

からこういう県の９７.５％の補助があるけれども、それを受けることが出来ないというような

ところがあるのではないかというふうに思うのですが、３４件のうちの１８件はどういう状況か

わかっていますか。 

総務課審議員（佐藤則和君） お答えいたします。 

私も４月になって再度現場を回らせていただいております。３０数件の該当の部分をもう１回

洗っておりますけれども、回りきれてない所も実際ありますけれども、回った印象でありますと

その３０何件の中には、自力で一輪車で２、３台運んだら終わったような場所もありましたし、

ユンボを持ってきて、リースされて片付けられた方もおられました。あるいは、石垣が緩んでい

るだけということで石垣については人工物ですのでこれ事業の対象にならないとか、そういった

ことも地元の方といろいろ話しながらいろいろした現場もあります。ただし、ちょっと予算が付

いてないものですから、私も何ともやりますとかやれないとかいうのがちょっと現場で話せない

部分もあったものですから、この予算の可決をいただいたならまたそういう具体的な話をこうい

った事業でお客様の支出状況を聞けるようになりますので、その中でもう１回件数の洗い直しを

したいと思っております。 

以上です。 
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５番（児玉智博君） ちょっと具体的に聞きたいのですけれど、要するに機械をリースしてオペレ

ーターが自分でされたのか、それともオペレーターごと頼んだのかとかわかりませんけれど、そ

ういうリース料金なんかもこの補助の対象になるのではないですか。 

総務課審議員（佐藤則和君） 一応支出があった分ということで、自力でされた分あるいは自分で

機械を持たれている方については大変申し訳ないのですけれども、補助の対象にはならないとい

うことで、そのリース料あるいは業者に丸々作業をお願いして、その中のほかの片づけもいろい

ろあります。例えば、建物が壊れたから一緒にやったとかそういった部分は除いて、その中の土

砂とか流木、流れてきたものその辺が対象になりますので、その辺をされた業者と話して、支出

が例えば５０万円であればその何割が土砂の料金になるのかという証明をしていただいて、支払

った領収書を確認させていただいたりとか、現場を見ますと機械を貸してもらったから御礼だけ

をちょっとしたとか、領収書がないとかいう方がありますので、今からでも領収書をとっていた

だければ何らか対応できますよという話もしたこともあります。ただちょっと先ほど申しました

とおり予算の裏付けがないまま私も詳しいことが言えない部分もありますので、そういった可能

性があるという話だけを今させていただいている方が何名かおられるということで、もう１回精

査させていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

５番（児玉智博君） そうやって丁寧にいろいろ話なんかも聞かれているというのであればよかっ

たと思うのですが、ただ、あまりにこの予算が付くのが遅いのではないかという気がするわけで

す。去年の９月段階の辺りでは小国町だけではなくて、そういう被災自治体の担当者が県庁に行

ってこの分のいろんなそういうレクチャーというか、そういう会議なんかにも参加していたと思

うのですよ。にもかかわらず、令和２年度の補正予算にも出せなかった。令和３年度の当初予算

にも出せなかった。それが被災発災からもうやがてもう１年ぐらいになって、もう被災された方

も自分たちで直した人たちがもう忘れた頃になってこういう予算が出てきて、今さら領収書を用

意しろと言われてもちょっと困惑されるのではないかと思うのですが、なぜこのようなタイミン

グになったのか、御説明お願いします。 

総務課審議員（佐藤則和君） 正直申しまして、昨年度の状況が私も担当が違いましたので、聞い

たところによりますと県の要綱が策定されたのが３月の中旬以降だったということで、その要綱

を確定しないとなかなか踏み込めなかったという前任者の話を聞いております。そこまで慎重に

ならざるを得なかったのは他の業務で県といろいろ口約束上でいろいろ事業を進める中で覆され

た事業等もほかにもあったようで、その辺でちょっと慎重にならざるを得なかったということを

聞いております。 

以上でございます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 
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なければ８ページ、歳入のほうにまいります。８ページ、９ページの下まで、歳入は一括して

議題といたします。質疑ありましたらお願いします。 

そのほか歳入でも構いません。質疑漏れがございましたらお願いします。 

よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） それでは質疑がなければ、質疑を終結したいと思います。 

次にまいります。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１４、「議案第３２号 公共工事請負契約の締結について（町道はげ

湯線②道路改良工事）」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは議案集の１２ページをお願いいたします。 

議案第３２号 公共工事請負契約の締結について 

次のとおり公共工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求め

る。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

記といたしまして、 

１ 契約の名称  町道はげの湯線②道路改良工事 

２ 契約の 方法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  ５２,２１７,０００円 

４ 契約の相手方  熊本県阿蘇郡小国町大字北里３７７９番地２ 

有限会社ヤマニ建設 

代表取締役 山本 建二 

でございます。 

詳細につきましては担当課長より説明を申し上げます。 

総務課長（佐々木忠生君） それでは私のほうから御説明申し上げます。別紙総務課資料（３）を

御覧いただきたいと思います。 

開札調書でございます。入札日は令和３年５月２７日です。午前９時３０分に、おぐに町民セ

ンター３０１号室で工事の入札を行っております。工事場所は阿蘇郡小国町大字西里字角詰地内

でございます。工事の名称番号は補第４７号、町道はげ湯線②道路改良工事です。予定価格が５

千３３０万７千１００円。比較価格これ税抜でございますが、４千８４６万１千円でした。工期
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は令和３年１２月２７日となっております。９社を指名し、ヤマニ建設が入札価格４千７４７万

円消費税込みの５千２２１万７千円で落札し、５月３１日付で仮契約を結んでおります。参考ま

でに公共工事請負仮契約書の写しも添付をさせていただいております。 

以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

建設課長（時松洋順君） 失礼します。 

私のほうから、工事の概要につきまして御説明させていただきます。資料の右肩に資料（１）

建設課と朱書きしてある資料を御覧ください。 

１ページ目が概要書となっておりまして、工事概要といたしましては、施工延長が２９６.６

メートル。工事内容につきましては、舗装工事、法面保護工事、防護柵等となっております。資

料２ページ目が、平面図。３ページ目は、横断図を添付しております。 

私のほうからは以上です。 

議長（松﨑俊一君） これより議案第３２号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

９番（熊谷博行君） 法面保護工事でモルタル吹付と張芝工がありますが、図面が小さいのでわか

らないのですが、終点際の左側、陥没しているところがあったみたいだけど、そこはどういう措

置をとるのか。あのままモルタル吹付けでいいのか。説明してください。 

建設課審議員（小野昌伸君） はい、お答えしたいと思います。 

今おっしゃられたとおり陥没の部分におきましては、当初コンクリートの現場打ちのり枠のほ

うで当初施工しております。災害の雨で再度被災を受けたということで、かなり陥没が激しいの

であの部分においては御存知かと思いますが、陥没した部分に充填のモルタルを吹付けます。軽

量モルタルといいまして仮の地盤を作り上げて、その上に再度のり枠工法をするということで、

今やっている部分の３倍４倍ぐらいは１回剥ぎ取って再度施工し直すということで、中はコンク

リートで詰めて表面はコンクリートのり枠で元に戻すという工法をしています。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） すいません、資料で御説明いただければと思うのですけれども、これはどう

なるのですか。左側のほうが岳の湯線との接続面で、右奥のほうがはげの湯というふうになるの

でしょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） はい、そうです。 

５番（児玉智博君） それで、工期が１２月２７日になっていますけれども、それまでにもう終わ

ってしまうということですか。これかなり着工してから日にちが経って、もうちょっと早く終わ

らせておけば今言われたような陥没とかで、この間の梅雨に入ってからの雨でも大分土が流され

ていたような気がしましたし、もうこれで１２月２７日までに終わる見込みがあるということで
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いいですか。 

建設課審議員（小野昌伸君） はい、お答えしたいと思います。 

現場をもう熟知していると思いますが、これが令和２年度の繰越し事業となっております。繰

越し繰越しで昨年の３月ですかね、繰越し、また８千万円程度。次がまた２千万円程度予算が付

いてきましたものですから、今回１億円を掛けてやっていくと。実際現場は改良のほうは早く終

わったのですが、今回はもう舗装オンリーの工事で法面も若干ありますが、舗装工事がメインで

ありますので舗装はかかれば一挙に仕上がりますので、地元には迷惑をかけると思いますが一応

１２月を目標に終わりたいと思います。もう繰越事業なので待ったなしなので、多少延びても１

月、２月までには完成したいと思います。 

以上です。 

５番（児玉智博君） やはりその改良が終わったというふうに言われますけれども、やっぱり今の

あの状況を見ていると改良になっているのだろうかと。舗装が終わってがたがたいわずにきちん

とスムーズに対向車との離合ができるようになって初めてその改良が終わったと言えると思いま

すので、なるべく早めに終われるように建設課のほうも御尽力いただければと思います。 

終わります。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第３２号、公共工事請負契約の締結について（町道はげ湯線②道路改良工事）、原案のと

おり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

  よって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。次の会議、２時１５分から。 

（午後１時５９分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時１５分） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１５、「議案第３３号 公共工事請負契約の締結について（町道下滴
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水線道路改良工事）」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは議案集の１３ページをお願いいたします。 

議案第３３号 公共工事請負契約の締結について 

次のとおり公共工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求め

る。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

記といたしまして、 

１ 契約の名称  町道下滴水線道路改良工事 

２ 契約の 方法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  ８６,３５０,０００万円 

４ 契約の相手方  熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕２５６１番地 

株式会社伊藤組 

代表取締役 伊藤 英志 

でございます。 

詳細につきましては担当課長より説明を申し上げます。 

総務課長（佐々木忠生君） それでは私のほうから御説明申し上げます。別紙の総務課資料（４）

を御覧いただきたいと思います。 

開札調書でございます。入札日は令和３年５月２７日です。午前９時３０分に、おぐに町民セ

ンター３０１号室で工事の入札を行っております。工事場所は阿蘇郡小国町大字黒渕字下鶴山角

地内でございます。工事の名称番号は、補第４８号、町道下滴水線道路改良工事です。予定価格

が８千８５３万９千円。比較価格、税抜きが８千４９万円でした。工期は令和４年３月２５日と

なっております。９社を指名し、伊藤組が入札価格７千８５０万円消費税込みの８千６３５万円

で落札し、５月３１日付で仮契約を結んでおります。参考までに公共工事請負仮契約書の写しを

添付しております。 

以上で説明を終わらせていただきます。御審議方よろしくお願いいたします。 

建設課長（時松洋順君） それでは私のほうから、工事の概要につきまして御説明いたします。資

料の右肩に資料（２）建設課と書かれている資料を御覧ください。 

工事の概要といたしましては、施工延長、１工区、２工区合わせまして３３５.５メートルと

なっております。内容につきましては、擁壁工それから側溝関係の工事、舗装工事、法面保護と
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なっております。 

資料２ページ以降が、１工区、２工区それぞれの平面図、横断図となっております。１工区が、

橋の手前カーブの所。それから２工区は、旧蓬莱小学校の入り口から体育館を過ぎたあたりまで

の工区となっております。 

簡単ですが、説明を終わらせていただきます。 

議長（松﨑俊一君） これより議案第３３号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

９番（熊谷博行君） これで小学校の三差路からお寺の前の橋までが完全に終わるわけですか。 

建設課審議員（小野昌伸君） はい、一応小学校から天神橋まで、この区間を完了になります。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） この第１工区についてですが、天神橋の手前のところはもう新たに道路を嵩

上げして道路を通すようなかたちになると思うのですけれど、通行はどういうふうに通行するの

ですか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 御存知のとおり、このお寺から天神橋のところが非常に縦断勾配と

いって縦の勾配、非常に急に落ちて急に上る、鋭角に曲がっている。非常に車両等の脱輪等々も

多いので、内側をバイパスと用地の提供ができましたものですから、手前のほうにカーブを切り

直して、高さも手前のお寺の入り口付近からの勾配に合わせて、非常にもう大体橋までは勾配な

く平たんに行けると思います。残った道は、もともと２軒、奥のほうに家がありますので、その

人たちの進入路として使うというかたちで現道は残しながらバイパス工事を行うという工事にな

っております。 

５番（児玉智博君） わかりました。だから滝に行く人たちというのは、もう新しく作られた道を

通るということで理解しました。 

それと第２工区についてなのですが、なかなか未施行だった両側に住宅なんかがある部分が、

体育館の前からされるのだということでわかりましたが、大体道幅が未施工のところだけ狭くて

離合が不可能な状況になっていますけれど、もう離合できるぐらいの広さに揃えてしまうという

理解でいいですか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 今おっしゃられたとおり、この規格は第３種第５級といいまして、

車道幅員５メーターでずっと作っております。今、ブルーの色を塗っている部分がありますけれ

ども、これを大体この社交金で認められたときが通学路、まだ蓬莱小学校があったときに着工い

たしましたので計画を平成２１年度から約１０年かけて今の現在に至っております。その時は非

常に歩行者優先を重視した道路改良ということで補助が付いていましたので、６７％という高率

補助が付いたのもそのおかげということで。学校も閉鎖しましたので今となっては、あれだけ１

メーター広い歩道というのが必要なくなったということで車道幅員は変えていません。５メート
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ルで白線から白線までが４メートル、路肩、路肩が５０センチということで、その外に側溝がつ

くということで、歩道のブルーのところは若干狭くなると思いますが、車道自体は変わりません。 

以上です。 

５番（児玉智博君） ということは、もう要するにこの区画というのは、用地買収等をもう一切行

わないということでよろしいですか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 反対側の畑の部分は、用地買収しております。大体平均２メートル

から３メートル入ってきます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第３３号、公共工事請負契約の締結について（町道下滴水線道路改良工事）、原案のとお

り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第３３号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１６、「同意第２号 小国町固定資産評価員の選任について」を議題

といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは議案集１４ページをお願いいたします。 

同意第２号 小国町固定資産評価員の選任について 

小国町固定資産評価員に下記の者を選任したいから、地方税法第４０４条第２項の規定により、

議会の同意を求める。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

記といたしまして、 

１．氏  名  北里 慎治 

２．生年月日  昭和３６年４月４日 
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３．住  所  熊本県阿蘇郡小国町大字北里２４２７番地１ 

提案理由といたしましては、小国町固定資産評価員の橋本修一氏が、令和３年３月３１日をも

って退職をしたためでございます。 

少し補足をさせていただきます。まず、固定資産評価員でありますけれども、これは先ほど申

しましたけれども地方税法第４０４条について、市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価

し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。

２としまして、固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、

市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任するというふうになってございます。続けて、

小国町税条例で第７６条固定資産評価員の設置で、固定資産評価員の数は、１人とすると定めて

います。今年３月３１日をもって現評価委員の橋本修一氏が退職されましたので、日付につきま

しては直近の議会ということで議決日であります６月９日という部分の区切りとさせていただこ

うというふうに思っております。北里慎治さんは現在小国町役場税務会計課長でございます。そ

の間、税務課にお勤めになられて９年６か月という年数がございます。 

よろしく御審議方をお願いいたしたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ここで同意第２号、小国町固定資産評価員の選任について、議会運営上、北

里税務会計課長に退席をお願いしたいと思います。 

（北里税務会計課長 退席） 

議長（松﨑俊一君） これより同意第２号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 別に反対とかそういうわけではないのですけれども、確認のためにちょっと

聞きます。３月３１日に前任の橋本さんが退職されたのでこの評価員が欠員になっていたと思う

のです。その間が２か月半ぐらい、この評価員というのが不在だったわけなのですけれども、２

か月ぐらい不在でも大丈夫なようなものなのですか。 

税務会計課審議員（小野寿宏君） お答えします。 

この間は本人が特別職でもよくて一般の方でもいいので、欠員になった状態では実際はないと

いうことです。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 
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議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

採決の方法は、小国町議会会議規則第８２条第１項及び第８３条の規定により無記名投票をも

って行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

議長（松﨑俊一君） ただいま出席議員は９人であります。 

  お諮りいたします。 

  小国町議会会議規則第３２条第２項の規定より、立会人に４番、久野達也君及び８番、松本明

雄君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。よって、立会人に４番、久野達也君及び８番、松本明

雄君を指名いたします。投票用紙を配付します。 

（投票用紙配付） 

議長（松﨑俊一君） 念のため申し上げます。本案を賛成とする者は〇、反対とする者は×と記載

願います。なお、白票がありましたときには、反対とみなします。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（配付漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。 

（投票箱確認） 

議長（松﨑俊一君） 異常なしと認めます。 

  これより投票に移ります。 

ここで立会人の方に申し上げます。 

  従来の方法を一部変更して投票を行います。 

  １番議員は自席にて投票をお願いしたいと思います。 

事務局は投票箱を１番議員の元へ持参してください。 

（投 票） 

  それでは２番議員より順次投票をお願いしたいと思います。 

（投 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れはありませんか。 

（投票漏れなし） 
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議長（松﨑俊一君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  開票を行います。 

  ４番、久野達也君及び８番、松本明雄君に立会いをお願いします。 

（開 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票の結果を報告いたします。 

  投票総数９票 

    有効投票    ９票 

無効投票    ０票 

有効投票中 

賛成      ９票 

反対      ０票 

議長（松﨑俊一君） 以上のとおり、全員賛成でございます。 

  よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

議長（松﨑俊一君） 北里税務会計課長におかれましては、議場のほうに戻ってもらいたいと思い

ます。 

（北里税務会計課長 着席） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１７、「諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議案集の１５ページをお願いいたします。 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいから、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の意見を求める。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

記といたしまして、 

１．氏  名  福田 憲司 

２．生年月日  昭和２６年７月３０日 

３．住  所  熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１６３６番地 



 

 47 

提案理由といたしましては、令和３年９月３０日に、現人権擁護委員の福田憲司氏が任期満了

となられるためでございます。 

少し補足をさせていただきます。まず、人権擁護委員について簡単に御説明をさせていただき

ます。人権擁護委員法の法律の中の部分において、第２条にあります委員の使命というところか

ら抜粋をさせていただきます。人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないよう

に監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採ると

ともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもってその使命とするとされています。任

期は３年で小国町の委員の定数は４名でございます。 

福田憲司さんでございますが、現在も人権擁護委員として活動をされてございます。また、学

校教諭として、小国中学校をはじめ学校教育に永年携わり、教職員として人権教育啓発の推進に

も努めていただいております。また、公私にわたり幅広く社会貢献活動され、住民からの信頼、

人望にも厚く、これまでの人権擁護委員としての活動実績もあり人権、人格、見識ともに適任者

であると思います。ぜひ再任していただきたいというふうに思っております。 

よろしくお願い申し上げます。 

議長（松﨑俊一君） これより諮問第１号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

採決の方法は、小国町議会会議規則第８２条第１項及び第８３条の規定により、無記名投票を

もって行いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

議長（松﨑俊一君） ただいま出席議員は９人であります。 

  お諮りいたします。 

  小国町議会会議規則第３２条第２項の規定より、立会人に５番、児玉智博君及び７番、西田直

美君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。よって、立会人に５番、児玉智博君及び７番、西田直

美君を指名いたします。投票用紙を配付します。 

（投票用紙配付） 

議長（松﨑俊一君） 念のため申し上げます。本案を賛成とする者は〇、反対とする者は×と記載

願います。なお、白票がありましたときには、反対とみなします。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（配付漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。 

（投票箱確認） 

議長（松﨑俊一君） 異常なしと認めます。 

  これより投票に移ります。 

立会人の方に申し上げます。 

  先ほどと同様、従来の方法を一部変更して、１番議員は自席にて投票をしたいと思います。 

（投 票） 

  それでは２番議員より順次投票をお願いいたします。 

（投 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れはありませんか。 

（投票漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  開票を行います。 

  ５番、児玉智博君及び７番、西田直美君に立会いをお願いします。 

（開 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票の結果を報告いたします。 

  投票総数９票 

    有効投票    ９票 

無効投票    ０票 

有効投票中 

賛成      ９票 

反対      ０票 

議長（松﨑俊一君） 以上のとおり、全員賛成でございます。 

  よって、議会は諮問のとおり適任とすることに決定いたしました。 
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議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１８、「報告第１号 令和２年度小国町一般会計予算繰越明許費繰越

計算書の報告について」を議題といたします。 

執行部より報告を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議案集の１６ページをお願いいたします。 

報告第１号 令和２年度小国町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和２年度小国町一般会計予算繰越明許費

繰越計算書を別紙のとおり調製したので、これを報告する。 

令和３年６月９日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

詳細につきましては、担当課長より説明を申し上げます。 

総務課長（佐々木忠生君） では、内容について説明をさせていただきます。併せて総務課資料

（５）を御覧いただきたいと思います。 

３月に開催されました第１回定例会で補正予算として上程させていただき可決いたしました繰

越明許費の中の２１事業で繰越額が計算できましたので、ここに御報告するものでございます。

翌年度への繰越額の合計といたしましては、３４億４千１９４万７千円を繰り越すものでござい

ます。この財源内訳としましては、既収入特定財源４９６万８千円、国県支出金１８億５千６１

５万２千円、地方債１１億３４０万円、その他１億１８２万２千円、一般財源３億７千５６０万

５千円となっております。 

以上で報告を終わります。 

議長（松﨑俊一君） これより報告第１号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１９、「請願第１号 新型コロナ禍によるコメ危機の改善を求める請

願について」を議題といたします。 

ここでお諮りいたします。 

この請願第１号の取扱いについては、議会運営委員会において協議をいたし、会議規則第９２

条の第２項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

よって、請願第１号は委員会の付託を省略し、直ちに審議をいたします。 

それでは事務局長より、請願の朗読をお願いします。 

議会事務局長（藤木一也君） それでは、朗読をさせていただきます。 

請願第１号、２０２１年５月２６日、新型コロナ禍によるコメ危機の改善を求める請願 

小国町議会議長 松﨑俊一殿 

請願団体 熊本市中央区神水１丁目３０－７ 農民運動熊本県連合会 

紹介議員は、児玉智博議員となっております。 

それでは請願の趣旨から読ませていただきます。 

コロナ禍における米の需要「損失」は２０１９年産米の過大な在庫を生み、２０２０年産米の

市場価格は大暴落し、年末年始における感染者拡大と自粛要請、さらに緊急事態宣言の再発令に

より、需要減少に歯止めがかからず、２０２０年産米の販売不振と米価下落は底なしの状態にな

っています。 

今年の１０月末には古米在庫が６０万トンにも及ぶと試算され、３６万トンの減産が実行され

たとしても効果自体が消散しかねない水準です。このままでは２０２１年産米の大暴落はもとよ

り、来年の６月末在庫が２５０万トン規模となり、２年連続の米価下落にとどまらず２０２２年

産米価格も上昇することはかなわず、３年連続の米価暴落となれば、大規模経営でもコメづくり

から撤退することにつながりかねません。 

コロナにより消滅した需要減少分は国が責任をもって「過剰在庫」を市場隔離すべきであって、

その責任を生産者・流通業者に押し付けることは許されません。政府による特別な隔離対策が絶

対に必要です。 

コロナ禍の中、各地で取り組まれているフードバンクには食料などを求めて多くの方が参加さ

れてきます。かつてない危機的事態のなかで、苦しむ国民と農家への支援のために従来の政策的

枠組みにとらわれない対策が緊急に求められます。 

以上の趣旨から、下記事項についての意見書を政府関係機関に提出することを請願します。 

請願事項。 

１、コロナ禍で生まれた市場に滞留する在庫を政府が買い取るなどして市場から隔離し、需給

環境を改善するとともに米価下落に歯止めをかけること。 

２、コロナ禍などによる生活困窮者・学生などへの食料支援制度を欧米並みに創設し、政府が

支援すること。 

３、国内消費に必要のない外国産米（ミニマムアクセス米）について国産米の需給状況に応じ

て輸入数量抑制を直ちに実行すること。 

以上でございます。 
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なお、令和３年５月２６日に事務局のほうで受け付けをしております。 

議長（松﨑俊一君） 続きまして、紹介議員より請願の説明を求めます。 

５番（児玉智博君） 一緒に配付してある資料を御覧いただきたいのですが、まず１枚ページをめ

くっていただきまして農業協同組合新聞を添付しております。２０２１年５月２３日付けの紙面

でありますがここに見出しに書いてあります通り、２０２１年６月末の民間在庫量は２２０万ト

ン～２５３万トンとなり、国の見通しよりも大幅に積み上がる深刻な見通しだというところから

記事が入っております。それで、その下のところに何でそういうことになっているかというと、

米の需要量は年間１０万トン減少する傾向にあるけれども、それに加えて新型コロナウイルス感

染症の拡大による需要減もあるということで、ＪＡ全中ではいろいろ書いておりまして、１番下

にありますけれども、その結果今年６月末の民間在庫量は国の見通しより５万トン～１６万トン

増となる２１２万トン～２２８万トンとの見込みとなった。 

一方、２０２１年産の生産量は各県で設定した生産の目安から積み上げた。それによると３６

万トンの削減が必要なところ２０万トンの削減にとどまっていることから、２０２０年産作況が

１００だった場合の生産量７２９万トンからマイナス２０万トンの７０９万トンとしたというこ

とでさらに読み進めていただくと。要するに、２５０万トンを超える見込みとなったというふう

になっていますが、その下の表を見ていただきますと分かります通り、１番右下２２０～２５３

万トン。要するに、２０２１年、６月末の在庫がこれだけになるよということで書いているとこ

ろです。その３６万トンというのが要はその減反政策をして３６万トン調整するということであ

りますけれども、請願書の３つ目の項目の国内消費に必要のない外国産米（ミニマムアクセス米）

ですけれども、これは毎年７０万トン以上、７７万トンぐらいだったと思いますけれども、最新

の量は。それほど、輸入しておりますのでせっかく３６万トン削減仮にできたとしても、その倍

以上の米を外国から輸入すればそれは意味がないのではないかということになるのではないかと

思います。下落し始めた米価ということで出ております。２０２０年産米の出来秋からの年産平

均価格は６０キロが１万４千９４４円で前年産に比べて７７２円下落しているということが書か

れておりますので、ＪＡ阿蘇の状況を見てみますと、ちなみにこの２０２０年産米ですけれども、

「コシヒカリ」ですと一等米の特別栽培米の場合が１万６千２０円でありますので、ここに出て

いる平均価格を上回っているのですが、しかし小国郷の主力品種であります「あきげしき」の場

合は特別栽培米で１万３千８００円、一般米で１万３千５００円ということで、全国平均よりも

下回った状況となっているということであります。ただ、２０２０年産米の概算払いの金額が下

がっているかというと実はＪＡ阿蘇の場合は、２０１９年産よりも値段は高くなっております。

「あきげしき」の場合は２０１９年産米の特別栽培米が６０キロ１万１千７６０円でありました

ので、２千円ぐらいは概算金は上がっているような状況なのですが、ただし、追加払いですよね

売れた分に応じて約２年後ぐらいに払われるお金というのがあるのですが、農協の担当者の方に
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聞いたところによりますと、そのお金が恐らくゼロはないと思いますけれどもかなり少なくなる

のではないでしょうかというようなことを言われておりました。加えてまた２０２１年産、今年

の秋に収穫される米の状況はどうなるでしょうかということを聞きましたら、全くそれはもう分

からないと、大体収穫が始まった時期ぐらいにしかもう分からないのでそれは何とも私たちでは

分かりませんというお話でありました。実際そういう状況ですので、あまり米価下落のことにつ

いて小国町の農家の皆さんが今危機感を抱えているかといえば、必ずしもそうではなくてやっぱ

り農家の方にお話聞くと、自分たちは農協からいくらだよというふうに言われないと買取り価格

がいくらになるのかなんていうのは全然分からないから、それはもう秋を待たないと何とも言え

ないというようなお話でした。 

それで、やはり請願の趣旨というのは民間市場に余った米を政府が買い受けて米の価格の下支

えをということでありますが、その点について最後配付資料の１枚目を見ていただきたいと思い

ます。全国農政連推薦の参議院議員が２名いらっしゃるのですが、その下の段です。参議院議員

の山田俊男さんが、参議院の委員会で農林水産大臣に質問したときのことが報告されているので

すが、やはり今の状況は平成２５年、２６年産と同様の米価暴落の図式を招きかねないというこ

とで、非常に危機的な状況であるということで、過剰米を輸出するとか飼料用米などに転換する

などをすると同時に、これ１番下段の③というところが、政府が在庫として積み上げることも必

要ですということで主張されておりますが、この政府が在庫として積み上げるということがいわ

ゆる民間市場のお米を政府が買い取って、政府の在庫として持つことも必要であるということで、

こういった農政連推薦の議員も言われていることであるということです。 

以上で説明を終わります。 

議長（松﨑俊一君） これより請願第１号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

４番（久野達也君） 今、紹介議員のほうからるる説明等ございました。 

１点お尋ねというか確認をさせていただきたいと思うのですけれども。要するに農民運動熊本

県連合会による請願で紹介議員、児玉議員ですけれども、説明いただきました添付資料について、

これについては、この請願者連合会のほうからの添付資料でしょうか。紹介議員の児玉議員の説

明のための添付資料でしょうか。 

５番（児玉智博君） これはこの請願書と一緒に笹渕さん、代表者の方からお預かりしたものであ

ります。この農政連の広報誌がみどりの風ということで、農協の職員の方がうちも一応組合員で

すので持ってきてくださるのですが、私としては、みどりの風見ることもあるのですけれども、

この号については見落としていたところですので、この笹渕さんという方からこう書いてあるの

だということで説明を受けまして、そのまま配付資料として事務局に渡して配付していただいて

いるところです。この農協の出している新聞についても、請願者のほうから預かりました。 
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４番（久野達也君） 実は、このみどりの風を私も購読しております。発行は、熊本県農業者政治

連盟ということで発行されております。そして、なおかつこの部分につきましては藤木眞也さん、

それから山田俊男さん、この方々要するに農業者政治連盟ですので、今後の日本の農業の育成あ

るいはいろんな角度から御意見等もいただいておりますし、国会でも活躍していただいていると

ころです。請願者のほうからの添付資料ということですけれども、やはりこれは発行者は熊本県

農業者政治連盟でありますし、この方が藤木さんや山田さんから添付資料として名前を出して活

動に引用するということで了解を得ているのかそこら辺りも不明なままです。藤木眞也さんの部

分でも当然地元熊本の上益城の農業協同組合長もなされた方だし、熊本県の農業を国会でも総理

のほうに質問を地元の意見として述べられているのも拝見もしております。このようなかたちの

中で何かこの請願とこのみどりの風の記事がさも一体となっているかのごとき表現に私は正直言

って疑問を持っております。こういったような意味合いからも、若干やっぱり添付資料というの

は、個人名でしかも意見が載るわけです。ですから、藤木さんの了解、山田さんの了解、それが

得られているのか得られてないのかは大変重要な部分だと思います。 

いかがでしょうか。 

５番（児玉智博君） もうそれは御自身で、藤木さんや山田さんに御確認されたらどうでしょうか。 

普通論文とかもそうですけれど本人にこれ引用していいですかなんて言って許可を受けて、引

用しなければならないなんていうルールもないわけですよね、加えて、これ公開の場の参議院の

委員会で議論されたことを皆さんに広くされているわけですから別にその著作権を侵害している

ような問題でもないですし、もう何ら問題はないというふうに認識しております。 

笹渕さんがどうされたのかというのは、私にはわかりません。 

４番（久野達也君） おっしゃるように引用ということで、児玉議員はそれは許される範囲だろう

という見解だろうと思いますけれども、それぞれに見解はあってよかろうかと思います。 

私はやっぱりこういった小国町の議会としての採決を得て、請願が意見書として提出されるわ

けですから、そこはやっぱりきちっと了解をいただいておくのが筋じゃなかろうかと思います。

例えばこれが一般質問だとかの質問のときに使う添付資料であればこういうものにもこういう記

載がありました、こういう書籍も発行されていますよ、と事例として紹介もあろうかと思います

けれども、請願書の資料として添付されるということは、ある意味請願に同意した上でこの方た

ちも運動しているのだという誤解も招きかねない、誤解という表現がいいかどうかわかりません、

正直。私は同意をしているのだというふうに添付資料であれば思ってしまいますので、そこらあ

たりはやっぱり慎重になるべき部分は慎重になっていただきたかったなと思っております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 誤解される人がいるというのがどれぐらいの人が、久野議員は誤解される人

なのでしょうけれども、それが一般的に誤解するものだというのは私はそれは違うと思います。
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だって、これ山田さんも私の請願に賛同いただいていますなんていう文字は一言もないので、想

像力がたくましいなと思いました。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

９番（熊谷博行君） これをいただいて個人的に藤木事務所のほうに確認を取ったら、相談も何も

ないという答弁でございました。 

何かを利用して請願に上げてそういう感じが、すぐ知り合い通して確認したらそういう相談は

ないというのが藤木事務所からの答えでございます。 

５番（児玉智博君） そうなのですね。私は藤木さんのほうには確認してないし、笹渕さんのほう

にも確認する必要はないでしょうから。何かさも悪用しているようなその印象操作をされようと

しているのかなというふうにしか思えません。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

９番（熊谷博行君） この請願の趣旨は、大変よくわかります。農業者の立場から考えても、政府

に取り組んでもらいたいというのはもうわかります。しかし、藤木事務所に聞けばもうこういう

のは早く私たちは動いていますということで、一地方議会でこんなに押し問答して取り組むよう

な問題ではないと思うのですよ。だから私はこの請願には反対の討論でございます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 私は、請願第１号、新型コロナ禍によるコメ危機の改善を求める請願に賛成

の立場から討論を行います。 

元々コロナ以前から米の値段は安く、小国町内の農家からは田を荒らすわけにはいかないから

作っているが人件費を考えたら赤字だや、買ったほうが安くつくなど異口同音に稲作の厳しい現

状が語られ続けてきております。特に、小国、南小国地区の主力品種であるあきげしきは、同じ

ＪＡ阿蘇の他の地域で主に栽培されているコシヒカリと比べて味がいいとされているにもかかわ

らず２割前後安く買い取られており、また、小国町には基盤整備が進んでいない水田も多いなど

特に厳しい状況の中で耕作が行われています。 

このため、稲の作付けをやめる水田が急増しています。農業センサスによりますと２０００年

には５５５ヘクタールあった小国町の稲の作付面積は、２０１５年には２１７ヘクタールと半分

以下に激減しています。２０１０年の調査時と対比しても３割以上の減少となっております。２

０１５年以降も至るところで作付けがやめられ荒れていく水田が後を絶ちません。私が住む黒渕

１部も年々増えています。今年植えられている田んぼも来年はどうなるかわからないという状況
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であります。ある地域の担い手の方が、今年から作ることになった田があるそうです。そこは去

年まで持ち主の方自らが作っていたそうですが、体調を崩され米づくりが全くできなくなったと

いうことです。その田は一反６畝ほどの面積ですが、苗作りから稲刈りまで何もかも引き受ける

と１０万円はかかるのではないだろうかということでした。そして、利益を残すためには、１０

俵は取れないと難しい。しかし、あの田んぼで１０俵取れるだろうかと担い手の方はおっしゃっ

ていました。この担い手の方いわく、これから２反以下の田んぼはどんどん荒れていくのではな

いかということですが、コロナにより米価の暴落が続けば、その時計の針を数年単位で早めるこ

とにすらなりかねません。それを防ぐためには、政府が市場に余った米を買取り、米価を下支え

するのが最も効果的であります。世界的には食糧難の時代に突入しています。国民の食料を、農

地を守るための手立てを取るよう政府に求めるために、ＳＤＧｓ未来都市の議会が声を上げるべ

きであります。 

また、反対討論で同僚議員からは、藤木参議院議員が前からこの問題には取り組んでいるとい

うことでありました。であるならば、私は党派に関係なく農業を守るために地方議員も国会議員

も一緒になって力を合わせて声を上げていくということが必要ではないかと思います。 

議員各位の御賛同をよろしくお願いいたしまして、討論を終わります。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければこれをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

請願第１号、新型コロナ禍によるコメ危機の改善を求める請願について、採択することに賛成

の方の挙手を求めます。 

（挙手少数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手少数であります。 

よって請願第１号は不採択とすることに決定いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。次の会議３時２０分から。 

（午後３時１０分） 

議長（松﨑俊一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時２０分） 

議長（松﨑俊一君） 日程第２０、「常任委員の選任について」を議題といたします。 

委員会条例第７条第４項の規定により、議長において指名いたしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 
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では、ただいまより指名をさせていただきます。 

総務常任委員 

２番 江藤理一郎君  ４番 久野 達也君 

５番 児玉 智博君  ７番 西田 直美君 

８番 松本 明雄君  ９番 熊谷 博行君 

１０番 松﨑 俊一君 

文教厚生常任委員 

１番 時松 昭弘君  ２番 江藤理一郎君 

３番 穴見まち子君  ５番 児玉 智博君 

６番 大塚 英博君  ７番 西田 直美君 

産業常任委員 

１番 時松 昭弘君  ３番 穴見まち子君 

４番 久野 達也君  ６番 大塚 英博君 

８番 松本 明雄君  ９番 熊谷 博行君 

以上のとおり、常任委員に指名をいたします。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名をさせていただきました諸君をそれぞれの常任委員に選任いたします。 

ここでお願いがあります。私は総務常任委員に選任をされましたが、議長の立場上、各委員会

の関連もありますので、距離的な立場をとるのが望ましいのではないかと思います。また、地方

自治法第１０５条においても、各常任委員会への出席、発言権が認められております。もし、委

員会表決に加われば、本議会において議長の裁決の問題が生じました場合に、現状維持の原則な

どから考えまして、委員会の表決と相反した判断を下さなければならない事態も生ずるおそれが

ありますので、皆さんの同意を得られますならば、私は総務常任委員を辞任いたしたいと思いま

す。また、この件につきましては、私の一身上に関する事件であると思われますので、地方自治

法第１１７条の規定により、私が除斥の対象になります。よって、私は退席し時松副議長に議長

席へ登壇願って、まず時松副議長から、私の常任委員辞任の件をお諮りいただくことになります。 

それでは、時松副議長よろしくお願いします。 

（松﨑議長 退席） 

副議長（時松昭弘君） それではお諮りいたします。ただいま議長から総務常任委員の辞任をした

い旨、申し出がありました。この件を許可することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

副議長（時松昭弘君） 異議なしと認めます。 
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よって議長の総務常任委員の辞任の件は、許可することに決定をいたしました。 

ここで議長の除斥を解除いたします。 

（松﨑議長 着席） 

副議長（時松昭弘君） 議長が入室いたしましたので、ただいまの採決結果をご報告いたします。 

お諮りいたしましたところ、議長の総務常任委員を辞任することについて許可することに決定

いたしました。以上、報告を申し上げます。 

議長（松﨑俊一君） それでは改めましてありがとうございました。 

それでは委員長及び副委員長は、委員会条例第８条第２項の規定により、各常任委員会で互選

することになっております。ここで休憩をいたしまして各常任委員会を開き、委員長及び副委員

長の互選を行い、休憩後に委員長から報告を受けたいと思いますが、これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

それではここで暫時休憩をいたしますが、まず、総務常任委員の皆様、議員控え室のほうにお

集まりいただきまして委員長を決めていただきたいと思います。 

（午後３時２６分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時４０分） 

議長（松﨑俊一君） 休憩中に各常任委員会の委員長及び副委員長が決まったと思いますので、委

員長のほうから報告をお願いしたいと思います。 

４番（久野達也君） 総務常任委員につきましては、私、久野が委員長で、副委員長に松本明雄議

員でお願いいたします。 

２番（江藤理一郎君） 文教厚生常任委員は、私、江藤が委員長で、副委員長に児玉智博議員とな

りました。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） 産業常任委員は委員長が私で、副委員長が穴見まち子議員でございます。 

よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） ありがとうございました。 

日程第２１、「議会運営委員の選任について」を議題といたします。 

お諮りいたします。委員会条例第７条第４項の規定により、議長において指名をいたしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 
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議会運営委員 

１番 時松 昭弘君 

２番 江藤理一郎君 

４番 久野 達也君 

９番 熊谷 博行君 

以上のとおり、議会運営委員会に指名をいたします。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました諸君を議会運営委員に選任することに決定をいたしました。

委員長及び副委員長は、委員会条例第８条の２項の規定により、委員会で互選をすることになっ

ております。ここで休憩をして議会運営委員会を開き、委員長及び副委員長の互選を行い、休憩

後に委員長から報告を受けたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

それではここで暫時休憩をいたします。 

（午後３時４７分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時５０分） 

議長（松﨑俊一君） 休憩中に議会運営委員会の委員長及び副委員長が決まったと思いますので、

委員長から報告をお願いいたします。 

１番（時松昭弘君） １番、時松です。議会運営委員会のほうで、今４名の方でお話をした結果、

委員長に私、時松が推薦をいただきました。なお、江藤理一郎議員が副委員長ということで、以

上ご報告申し上げます。 

議長（松﨑俊一君） ありがとうございました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第２２、「議員派遣報告について」を議題といたします。 

この件につきましては、別紙お手元に配付のとおり、小国町議会会議規則第１２９条の規定に

より、３月議会以降今日まで、研修会等に各議員を派遣しましたことにつきましての御報告とな

りますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全ての研修会等が開催中止となっておりま

す。 

議長（松﨑俊一君） 日程第２３、「行政報告」。 

執行部より、報告事項等ございましたらお願いしたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議会の行政報告をさせていただきます。 

まず冒頭、本日挨拶のときに申し上げましたとおり、東京五輪代表に小国高校出身の北里謙治
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さんが選手として、穴井善博さんがコーチとして選ばれました。本当におめでとうございます。 

次に、小国中学校体育大会の延期の話でございます。５月２０日開催予定でした小国中学校の

体育大会は、県内及び小国郷での新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、９月２２日、水曜

日に延期ということでございます。 

次に３番目ですが、第８期の小国町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画書の配付についてで

すけれども、３月議会の折にも説明いたしました第８期の小国町高齢者福祉計画及び介護保険事

業計画書について製本が出来ましたので、配付をさせていただきたいと思います。資料配付をお

願いします。 

(資料配付) 

行政報告は以上でございます。 

議長（松﨑俊一君） 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

本日は、これにて散会をいたします。どうもお疲れさまでした。 

（午後３時５３分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

議  長 

 

 

署名議員（５番） 
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議事の経過（r.３.６.10） 

 

議長（松﨑俊一君） それでは、改めまして、おはようございます。 

昨日は、福岡ほか九州各地で３５度以上の猛暑日を記録しています。 

それから、今土曜日からは雨模様の予報も出ております。熱中症にも大雨にも、また、感染予

防対策も注力しなければならないというふうに思っております。皆さん方も健康のほうには十分

御配慮をお願いしたいと思います。 

さて、本日は６月定例本会議２日目でございます。 

ただいま出席議員は１０人であります。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１、「一般質問」。 

本日は、一般質問１日目となっていますので、直ちに質問に入ります。なお、本日の質問者は、

①熊谷博行議員、②児玉智博議員、③久野達也議員、④西田直美議員となっております。よろし

くお願いいたします。 

それでは、９番、熊谷博行議員、登壇をお願いしたいと思います。なお、９番議員から体調維

持のため水分の持込みの申し出がありましたので、これを許可いたします。 

９番（熊谷博行君） ９番、熊谷です。久しぶりのトップバッターですが、季節の挨拶は議長より

ありましたので省略させていただきます。 

しかし、昨年の７月豪雨災害とコロナウイルスはいまだ進行中でございます。特に災害におい

ては、発注率が３０％弱との報告をいただいております。コロナのほうも我が町より数名の方が

確認されましたが、最近は確認の話もないようです。それだけに、油断大敵でございます。ワク

チン接種のほうもスタートし、７５歳以上の町民は２回目の接種が始まるのではないかと思いま

す。７０歳から７４歳は受付けももう始まっております。このペースでいけば、年内に完了する

勢いなのですが、この勢いで災害復旧も終われば農家の方も来年は田植えができるのではないか

と思いますが、災害復旧というものはそう簡単に終わるものではございません。３０％発注した

工事の中で、果たして竣工した工事は何％あるのかの想像もつきませんが、時期的に施工したと

ころがもうあると思いますので、半分も終わっていれば上出来だと私は思っております。前置き

が長くなりましたので、本題に進みます。 

それでは、通告どおりに質問してまいります。今現在小国町の入札の行い方は、従来どおりの

指名競争入札形式と思います。指名通知を郵送し閲覧日を設け、後日入札、開札、契約のこのパ

ターンだと思います。今は変わっているかもしれませんが、私も１０数年前からもう入札に離れ

ていますので、間違っていたら申し訳ございません。設計書、図面等は、その頃からＣＤの媒体
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でもらっていたようなもらっていなかったような記憶ですが、いまだに職員による設計書を作成

しているのではないかと思います。１日でも早く、電子入札にすべきではないですかと提案しま

す。現在、町の指名願を提出している土木業者は、９社だと思います、町内で。全ての会社が県

の工事に入札参加しています。ということは、土木業者は何の不都合もないと思います。ほかの

水道、電気、建築はまだ県の指名に参加していない業者もいると思います。一からそろえれば、

パソコンまでそろえれば２、３０万円の経費が掛かるのはわかります。そこを一気にそろえろと

は言いませんので、徐々に行っていく必要があると思います。これが将来、もう全てすべきもの

でございます。この提案は私１人だけの考えではございません。町内建設業者からの要望もござ

いましたし、それゆえに真摯に受け止めてもらいたいと思います。特にコロナウイルス感染防止

対策にも、良いと思います。ただ、町が電子入札に費用がいくらかかるというのは全く考えてい

ません、私は。近い将来切り替えるべきと思いますが、今の現時点でどのようにお考えなのか、

お答えいただきたいと思います。 

総務課長（佐々木忠生君） おはようございます。 

電子入札の件についてお答えさせていただきたいと思います。まず電子入札とはという部分で、

これまで発注機関に赴き、紙により行っていた入札をインターネットを利用して電子的に実施す

るシステムということでございます。入札のみならず、案件情報の入手から開札までの一連の行

為を実施することができ、暗号化技術及び電子認証技術を用い、インターネット利用における安

全かつ公平な効率的な実施を行うことができるものでございます。 

まず、県内の状況を見てみますと、熊本県内の電子入札の導入状況は、熊本県及び熊本市ほか

２１市町村が導入しているような状況でございます。当町においても、県内の電子入札の導入状

況、導入による事務の効率化、入札者の費用低減等を踏まえ電子入札システムの導入について、

現在、導入経費やランニングコスト、導入スケジュール等の情報を収集しているところでござい

ます。また、町内事業者へのシステム導入に係る事前周知や、電子入札システムでの対応ができ

ない事業者への対応等課題もあるため、今後検討していきたいというふうに思っております。ま

た、現在入札事務において、効率化できる部分については改善を行っております。閲覧では、Ｃ

Ｄ媒体で準備し、設計書を事務所で確認できるようにしております。また、熊本県下の新型コロ

ナウイルス感染防止のため、まん延防止等重点措置期間中の入札につきまして、一部の入札、こ

れ町外の入札者が含まれておりますので、それに対して信書による入札も実施しているようなと

ころでございます。電子入札につきましては、前向きに検討させていただきたいというふうに思

っております。 

９番（熊谷博行君） 熊本県はもちろん、県内電子入札システムの導入自体は今課長がおっしゃら

れたとおり、熊本県を除く２０市町。阿蘇郡市ではどの市町村も同じです。調べてみますと、コ

ロナ対策補助金で導入した自治体はもの凄く増えたということで、全国でも今、７５０市町村を
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超えて約４割。熊本県も数で言えば４割なのですが。熊本県の場合は荒尾市か何かが１番最後で、

去年導入しております。電子入札は入札に参加するための発注機関、役場に赴くことがなく、ま

ずここまで来る時間が省け、関係書類の郵送作業にかかる経費が削減でき、仕様書、設計書、図

面等は全てダウンロードできます。総務省も、電子政府・電子自治体化を推進していますので、

何かしら知恵を絞り出し、率の良い補助事業があるかもしれません。ぜひ、私が議員をしている

間２年間のうちに、導入してほしいものですが、いかがですか。 

町長（渡邉誠次君） 御質問ありがとうございます。 

私も、入札にかかって部屋に入って入札の時間、非常に災害も多いもので長い間その会場に在

籍をしております。やはり時間の活用も大事だというふうに思っております。先ほどコロナ関連

の交付金のお話をされましたけども、ＩＣＴ関係にいたしましては、ほかにも補助事業ございま

すので、ぜひとも財源をしっかりと確保していきながら対応していきたいなというふうに思って

おります。 

時期的な部分につきましては、はっきりとはお答えをする状態には今ありませんけれども、私

といたしましても、やはりこういう部分でまず人的な力の削減といいますか、できるだけ効率の

いいやり方を今からもう把握、模索していきたいというふうに思っておりますので、総務課中心

になると思いますが、具体的に事業の中身について、それから電子入札について検討をさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

９番（熊谷博行君） 昔から小国町は、建設、土木、よその市町村よりも遅れている、技術も遅れ

ている、経営も遅れている。そればかり言われて、４０年も５０年も経っております。まず自治

体のほうから先に進んでいただいて、書類は全部電子納品でやる。阿蘇郡では小国町がスタート

でしたと。そういう他のところから羨ましがられるような町にしていただき、ぜひ町長も私もあ

と２年で失職しますので、その間にどうにか導入していただきたいと思いますので、よろしくお

願いしておきます。検討するという言葉は余り好きではなかったのですが。 

それでは、次の質問に入ります。今年は何と梅雨入りが異常に早く宣言されまして、私も記憶

の中でこんなに早く入ったのは初めてでございます。油断したわけではないと思うのですが、土

木工事で床下浸水の被害が出たというのがあります。まさかあの時期にあれだけの雨が降るとは

やっぱり想像できませんでしたので、何があるかわからないのが近頃でございます。 

コロナウイルス感染の影響で避難訓練等ができていない地区又は自主防災組織、数あると思い

ます。避難所の開設は毎回毎回スピーディーに行われております。梅雨明けまであと１か月あり

ますが、執行部としてどのように考えられるか。 

それから、久しぶりに町に電話をして、感心したことが１つありますので、ここで執行部を褒

めるわけではないのですが御報告したいと思います。４月のある日、旧下城小学校の近所の方か

ら、階段が壊れていて私達は足が悪いから上れないというのを聞き、なら、おじさん自分ですれ
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ばいいじゃないと言ったら、私がしてもどうにもならないと言うので一応私がしたのですが、一

か八か総務課に電話して職員に対応していただきました。できるかできないかの回答まで素早く

電話していただき、そのあと見に行ったら、もうきれいな階段になっていました。珍しく久しぶ

り感心しましたので、これだけはありがとうございましたと申し上げて、その前の質問の訓練と

か避難場所の町の確認とか、そういうのはできているのかお答えください。 

総務課長（佐々木忠生君） 通告もありましたように、災害対策の重点目標という部分について少

しお話をさせていただきたいと思います。小国町地域防災計画書等に基づき、災害予防及び災害

応急対策等関係機関と連携を図りながら、町民の生命、財産を守ることを目的に防災対策に取り

組んでいるところでございます。これは昨年度も本年度も変わらない災害対策重点目標として、

取り組んでいるところでございます。本年度は気象庁等の大雨や洪水等の警報発令が高い予報時

には災害警戒本部を設置し、早めの警戒体制をとっております。 

次に令和２年７月豪雨で被災した箇所の復旧が完了してないところが多いので、二次災害の警

戒の呼びかけを行うとともに、早めの避難を呼びかけるため予防的避難所の開設を実施してまい

っております。今までに予防的避難所の開設を３回ほどしております。 

次に災害対策基本法改正に伴う避難所の見直しが行われた避難レベル、避難勧告廃止による避

難指示への一本化の周知を行うとともに、いざというときに慌てずに避難し住民自らが自分と身

近な人の命を守る行動がとれるよう、熊本県が推進する住民一人ひとりがあらかじめ災害時の避

難行動を時系列にまとめる防災行動計画であるマイ・タイムラインの作成を今後、広く進めてい

きたいなというふうに思っております。 

また、避難所の看板整備を昨年に引き続き行い、住民や観光客等の避難誘導にも努めていきた

いというふうに思っております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） 何か本を読んでいただいたようなお答えありがとうございます。 

いやいや、コロナでガタガタなっている中で、各地区で防災の訓練等ができているのかという

質問でございますので、もう１回お願いします。 

町長（渡邉誠次君） 御質問の内容ですけれども、先日、予防的避難措置を出したときに、避難所

も少し回らせていただきました。夜７時ぐらいでしたけれども、そのときにはちょっと日にちは

覚えませんけれども、小国ドームで３人、それから下城小学校に４人、杖立の避難所に１１人お

られました。その中でまだ少し小降りでございましたし、予防的な避難所ということで住民の方

たちとお話をさせていただいておりましたけれども、そのときにも、中の方お１人から、もうや

っぱり避難訓練だけは絶対にしないといけないというふうな話をされておりました。町としても、

今回は防災会議ではなくて防災連絡調整会議という形で開かせていただきましたけれども、まず

は、やはりコロナ禍のこともありまして、できるだけスピーディーな連絡をというところも含め
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て地元の消防団、それから、消防署、警察、関連施設、関連機関と綿密に打合せをしながら、想

定をして災害のときの体制をとっていきたいというふうに思っております。そのような訓練はし

ていかなければならないと思いますけれども、やっぱり大規模な訓練になりますとなかなか難し

い状況もありますので、今でもできる範囲内での訓練を行いたいなというふうに思っております。

それよりも、まずは先ほども言いましたように、予防的避難ということで避難所を開設させてい

ただくことが非常に多いと思いますので、できるだけ住民の方には昨年度と全く変わりません、

早めの避難をまずはしていただく、まずは自分の命は自分で守っていただくことを中心に考えて

いただきたいというふうに思っているところです。避難訓練をしたらという方には、今のように

答えました。当然、避難をされている方でございましたので、毎回こうやって避難をされること

も避難訓練としてつながるというところでありますので、まずは自分の命は自分で守っていただ

きたい。それから、横の連携でぜひとも声をかけ合って避難をしていただきたいという旨も伝え

させていただきました。議員の皆様方にも、ぜひとも町民の皆様に、こういう御周知のほうをお

願い申し上げたいと思います。よろしくお願いします。 

９番（熊谷博行君） 私も近所の高齢者の方数名には、１番先になって声掛けをするのですが、こ

の人たちが言うことを聞かないのです、なかなか。それでも私たちが行けば安心したような顔を

しますので、それだけでも十分かと思います。ぜひコロナで怠っていると思います確かに。事が

大きくなってからでは間に合いませんので、ぜひ避難所までの道中の危ない所があれば早急に措

置をするとか。もう１回、今からが本当の梅雨入りではないかと思います。明日、明後日ぐらい

から天気が悪くなるということでございます。よろしければパトロールのほうをしていただき、

早めの対応をとっていただきたいと思います。 

総務課長（佐々木忠生君） お答えいたします。 

避難所につきましては、梅雨入り時に職員で手分けして新型コロナ感染症対策のための消毒用

アルコールの設置、それから水道水、敷物、テレビ、それからラジオ等の確認を行い既に予防的

避難所として開設運用ができております。 

次に避難路につきまして整備でございますが、５月中旬に町内６大字に職員を班分けし、危険

箇所パトロールを実施しております。そのパトロールの結果、監視が必要な危険箇所が５２箇所

報告をされております。その５２箇所のうち、道路に該当するものが１４件上がってきておりま

す。その内訳は、宮原地区で３箇所、北里地区で１箇所、西里地区で３箇所、下城地区で４箇所、

黒渕地区で３箇所となっております。その内容は、先日行われました小国町防災連絡会議で、小

国警察署と阿蘇広域消防本部及び消防団に報告するとともに、自主防災組織にも周知を行う予定

でございます。復旧にはもう少し時間がかかると思われますので、引き続き注視が必要と考えて

おります。危険箇所の中には、国道２１２号線の切原地区のＨ工で仮対策が行われているものや

国道３８７号線の旧杉室小学校先の片側通行箇所などがあります。現在通行できない箇所は町内
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ありませんでしたので、避難路までの支障はないと考えておりますけれども、昨年、７月豪雨並

みの大雨が降れば崩壊してもおかしくないので、これからも注視しながら早めの避難を呼びかけ

ていきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

９番（熊谷博行君） ぜひよろしくお願いしておきます。 

次は、最後になりましたが、林間広場の質問です。少子高齢化の波で林間広場ですのでホッケ

ー人口も激減しているように見えます。この影響はホッケーに限らず、どのスポーツも同じです

が、あれだけの施設があるのは県内どこにもないと思います。施設自体は約４０年前に大塚今朝

一町長のときに着工し、宮﨑暢俊町長のときに落成したと思います。落成式のこけら落としには、

町民大運動会があったのを記憶しています。４年置きにするという約束だったのが１回で終わり

ました。 

それから、熊本国体を機に改修工事が行われ、約２０年間その間に人工芝も２回張り替えられ

ております。オープン当初は、ソフトボール、野球、いろいろな大会が行われ賑やかかったので

すが、年々利用者が減るといろいろ批判の声が上がりました。遠いから年寄りが歩いて行かれな

いから。年寄りはどこまでもそう簡単には歩いて行けないと思いますが、私はそうではないと思

いましたが、批判の１番は場所が悪いのではなくて、世の中が変わっていったのが悪いと思いま

す。今さら考えても仕方ないかもしれませんが、我々の先輩議員ももちろん当時考えたと思いま

す。そこで現在の利用状況を説明していただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） おはようございます。 

林間広場の現在の利用状況ですが、これは利用申込み者数で報告させていただきます。令和２

年度、こちらコロナ感染対策の関係で４月、５月が林間広場利用を閉鎖しております。６月以降

ということで、延べ２万４千人の利用の申込みがあっております。前年度、令和元年度は同じく

逆に最後の３月がコロナの関係で閉鎖しております。こちらが２万２千６００人ほど。平成３０

年度が２万２千７００人ほどとなっております。この数字につきましては、周辺の散歩、またウ

オーキング、ジョギングされる方たちの数は含まれておりません。利用者としましては、今の状

況からいくと年々若干ですが増加傾向にあるのかなというふうに感じております。主な利用団体

は、部活動を含めました小中高のホッケー、そのほか少年サッカー、グラウンドゴルフ、シニア

ソフト、そのほかテニスなどとなっております。 

また、イベントとしては、３００歳ソフトであったりとか、郡体のソフト・野球の練習であっ

たり、少年野球やサッカー、ホッケー、交通安全協会とか、いろんな地域のイベントとして利用

されているような状況です。利用期間的には屋外ですのでやはり、４月から１０月が利用として

は多くなっております。また曜日的には、ほぼ毎日のように施設として利用されております。町

内の方中心ですが、町外の方も含め幅広く利用されております。しかし、昨年から今年にかけま
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しては、新型コロナの影響で県内の感染リスクレベルに合わせた利用制限を行っておりますので、

若干、利用しづらい面もあるかと思いますが、そういった中での対応となっております。 

状況は以上です。 

９番（熊谷博行君） ここ１、２年の状況を聞いても理解しづらいと思います。 

２０年前に国体があるということで、インターハイもあったのですが、第２駐車場、第３駐車

場、第４駐車場造りました。当時の担当者の審議員もいらっしゃいますが、バスが入ってくると

いうことで、もちろん設計の時点でそこまで計算づくの広さだったと私は思っております。年に

何回あの場所が車でいっぱいになるのか。まず１年に１回もないと思います。今は災害廃棄物の

仮置場で中間積込み場ですかわからないですけれど、そういうことに利用はされていますが、あ

くまでも産廃場の置場で造ったわけでございません。駐車場で造ったものでございます。第３駐

車場なんか草だらけで、舗装と舗装の継ぎ目から草が出ております。負の遺産だなと呼ばれない

ようにするのも、あなたたちの力量だと思います。今後どのようにしたら、あの駐車場に車を停

めるような大きい大会を持ってくるとか、そういう考えはございませんか。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） 駐車場につきましては、特に第３駐車場のもう１つ下第４駐

車場ここの部分の利用については、やはりある程度大きな大会、国体レベル。元々の設計が国体

開催に向けた駐車場の整備だったというふうには思いますが、その後も、そういった規模の大会

でないとなかなか駐車場が第４駐車場まで利用するという状況には至らないという部分はあるか

と思います。第３駐車場までであればある程度、年に特に３００歳ソフトのシーズンであったり

とかホッケーの大会でも九州大会等であれば、その辺まで利用していくこともあると思いますし、

そういう状況です。 

また、災害廃棄物の仮置場につきましても、そういった状況の中ですのである意味複合的な利

用ということで、有効なスペースを利用してやっているというふうにも認識しておりますので、

今後もなかなか大きな大会をもってくるというのも簡単なことではありませんが、そういった部

分も町の中でそういったチャンスがあれば、ぜひ誘致も考えていきたいというふうに思います。 

９番（熊谷博行君） ３００歳ソフトボールで第３駐車場がいっぱいになることはございませんが、

できるだけいっぱい試合を呼んでいただきまして、小国町にお金が落ちるような大会を開いてい

ただき、遠征に行くのも大事かもしれません。大きい大会を開けば町が潤いますので、ぜひ小国

町で大会を開いてほしいと思います。 

次に先日から、小国町からオリンピックの選手、関係者が出ました。このような世の中ではな

かったなら、町民挙げて喜ぶところではないでしょうか。２人共私の同級生の御子息でございま

す。大変私たちは喜んでおります。数年前から、けが等なければ選ばれるというのは言われてい

ましたが、なかなか発表がなくオリンピックも延期になった影響で、少し私たちも忘れ気味では

ございました。でも林間広場で練習をした２人がオリンピックに関係する選手とコーチで出ます
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ので、これを機と言ったら申し訳ないですが、もう少し部員勧誘の１番のチャンスと思います。

この間ちょっと練習を見せていただきましたら、中学生は男女合わせて１チームできるのですか

というような、まだ練習に来られていなかったのかもしれませんが、男女で練習をしているとい

うような状況で、奥のほうの高校生は踊っていたので何をしているのかわからないのですが、そ

れも、決して多いとは思いませんでした。何かこの機を逃したら小国のホッケーが衰退するので

はないかと私は思いますが、せっかく何十年も町が推奨したスポーツでございます。責任を感じ

ろとまでは申しませんが、そう言いたい部分もあります。 

今後どうお考えなのか、答弁をお願いします。 

教育長（麻生廣文君） 北里、穴井両氏の五輪参加決定につきましては、大変おめでたいことだと

思っております。町のほうでも今後どのようにして、お２人のこともございますが、これをどの

ように小中学校生はじめホッケーに限らずスポーツ振興にどのように繋げていくかといったこと

については、議員のおっしゃるとおりにいいきっかけになったと思っておりますので、考えてい

きたいというふうに思っているところでございます。まだ日が経っておりませんけれども、まず

小中学校長については取りあえずニュースの段階で連絡をして、今後とも子供たちへの働きかけ

については教育委員会も含めてしっかり考えていきたいというような話をした程度でございます。

ただ、こうした事例でございますので、しっかり基礎場面から子供たちの意識に繋げていきたい

というふうに思ったところでございます。 

９番（熊谷博行君） ぜひチャンスをものにしていただきまして、部員がいないとかバドミントン

部から借りてきたとかそういうことがないように頑張っていただければ、全てが全国大会に繋が

ると思います。何か近頃は全国大会に行っているだけのような感じがして、もう少し気合いを入

れて頑張れとは言いませんので、ただ県大会をクリアしてインターハイに行っているだけのよう

な感じがどうもここ数年感じられます。ぜひ部員を増やせばライバル意識が出ますので、ライバ

ル意識がないと全員レギュラーになるからという感じで、練習しても実力も何もつきません。勉

強ももちろんしなくてはいけないので、スポーツができる子は勉強もできますので、どうかいい

選手を育てていただきたいと思います。 

もうこれが最後の最後でございます、局長。林間広場の外周を私も昔歩いていたのですが、日

中は暑いし、恥ずかしいしでやめてしまったのですが、お陰でこのようになってしまいました。

今数名の人が、午前中と夕方歩いておりました。スキーのストックみたいなものを利用して歩い

ている人も１人、２人見受けました。多分あのストックは歩き方の指導者がいると思います。昔、

小国に来たことがあると思いますので、そういうのを勉強した方はそういう方にも教えてやれる

し、ただ、無意味では申し訳ないのですが、歩いている方も歩き方の指導をしてやれば健康増進

の一つに値すると思います。町にそういうのに長けた方が存在するのかをまず聞きたいのと、こ

こでまとめ上げてしまいますので、ナイターの電球も切れています。早めに交換しないと、小国
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ドームみたいになるのではないかと危惧しております。変えれば今から先はＬＥＤだと思います。

ＬＥＤを１個替えても意味がないので、やっぱりナイター施設１基ずつは変えていかなくてはい

けない。もの凄くお金がかかると思います。長い目で見ればＬＥＤですので、キュービクルも必

要なくなるしそういうものと思いますが。ただ、利用者が少ないというのが１番のネックでござ

いますので、どうか利用者も増やしていただきまして、電気をつけてでも何か。結構何も今あっ

ていません。何日か詰めて見に行っておりますので。今後、まず指導員が町に、指導員までいか

なくてもいいです。そういうのができる人が、１番いいのは役場にいるのがいいのですが、いる

のか。照明機器の補修は、どのように考えているのかお答えください。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） まず、教育委員会といたしましても生涯スポーツの推進とい

う観点から、やっぱり若い人から高齢者の方まで幅広く気軽に取り組めるような運動、スポーツ

の推進を図ることが必要であるというふうに思っております。ただいま御質問のあったストック

を持って歩くポールウォーキングというふうに言っているようでございますが、そちらのほうの

は、一昨年までポールウォーキング教室というのを健康増進目的で実施をされておりました。こ

ちらについては、指導者は町内にはおられませんので、熊本のほうから指導者としてはお呼びし

て、数回その歩き方の講習を受けて現在受けられた方がそれを持って歩いておられるのではない

かというふうに思っております。今後についても、こちら町民課とも連携しながらこのコロナが

過ぎたアフターコロナといいますか、そういった時期での開催も考えているということですので

関係機関と連携して取り組んでいきたいというふうに思っております。 

それから、ナイター器具についてですが、議員おっしゃられるように今少しずつちょっと切れ

ております。大体１年に１回、切れたところを今までは交換してまいりました。これからは、や

っぱりＬＥＤの切替えということで、そこになりますと１つ替えるというのは非常に効率的にも

問題があるし、下の受けている架台このあたりもちょっと検討をしなくてはならないということ

ですので、その辺を含めて先ほど議員もおっしゃられたように、ナイターの１棟１棟単位ぐらい

の交換をやっていくのが１番効率的かなというふうに現在は執行部のほうで計画のもう少し今詰

めの段階ということでありますので、今年中に方向性を出して次年度以降の取り組みというかた

ちでさせていただきたいというふうに思っております。 

９番（熊谷博行君） ぜひドームの二の舞にならないような策をお願いして、これで一般質問を終

わります。 

ありがとうございました。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。次の会議を１０時５５分から行います。 

（午前１０時４３分） 

議長（松﨑俊一君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５５分） 
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議長（松﨑俊一君） ５番、児玉智博議員、登壇をお願いします。 

５番（児玉智博君） 令和２年７月豪雨から１１か月が過ぎました。農災等の災害復旧工事につい

ては、治山工事６件、農地４６件、農道水路の農業施設２２件の入札が終わっていますが、これ

らの工事費に対する国庫補助の根拠となっている農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定

措置に関する法律では、第１条で、この法律は、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及

び共同利用施設の災害復旧事業に要する費用につき国が補助を行い、もって農林水産業の維持を

図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とすると法律の目的を規定しております。

農林業経営の安定のためには、できる限り速やかに復旧工事が完了し、少しでも早く耕作等が再

開できるようにすること。また被災者の金銭的負担がなるべく軽くなるようにすること。つまり、

被災者がもとの暮らしを早く取り戻せるようにすることが重要だと思いますが、この点について

の町の基本的認識を示してください。 

町長（渡邉誠次君） まさにそのとおりだと思います。 

５番（児玉智博君） 認識を共有いただけるということでありました。農業災害の復旧工事につい

ては、未発注のものがまだ２００件近くあるということで、前回の質問では、入札だけで今年度

いっぱいかかるという答弁でした。ですが、入札を終えても直ちに着工できるかといえば、そう

ではありません。現在土木業者の数も限られていますし、特に農地については、工事ができる期

間というのも現場現場では限られてくると思います。そこで、今後のスケジュールについてどれ

くらいのペースで入札、発注して、そしてまたその発注されたものが実際工事がどれぐらいかけ

て完了していく予定か、御説明願います。 

建設課長（時松洋順君） お答えいたします。 

今後、この発注のスケジュールといたしましては月間２０件程度を目標としながら、今年度中

には発注を終えたいというふうに考えております。今議員のおっしゃられたとおり、現場現場で

進み具合も変わってきますので、事業といたしまして完了につきましては令和４年度中には完了

期限が来ておりますので、そちらの完了を目指していきたいというふうに考えております。 

５番（児玉智博君） 令和４年中の完了を目指すということでしたので、あくまでその目指すとい

うことですので、必ず終わるということではないかと思うのですが、そういうふうに認識してい

いでしょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 先ほど、課長のほうから答弁もありましたけれども、今現在５月ま

でで農災２３４件中５０件の発注２１％、林道災が１１件中１０件、ほぼ９０％。治山のほうが

６件中６件で１００％。公共災のほうが２２２件中８件ということで、４％。今現在７４件の発

注をしておりまして、今実際、農地災害のほうが１３件竣工検査も終わって完了しております。

林災のほうも４件ほど完了しております。ペース的にはやはり入札の件数もありますので２０件。

公共災と見合いながらなるべく農災のほうを先に発注ということで心がけております。 



 

 11 

以上です。 

５番（児玉智博君） やはり必ず終わるということはこの場では言えないということだと思います。 

それで、直近の小国町を襲った災害で大きかったのが、平成１７年の災害であります。当時の

指定業者の数と工事件数はどうなっていましたか。 

建設課審議員（小野昌伸君） よろしいでしょうか。まず農災のほうから、農地のほうが１７８件、

農業用施設が８６件、トータルの２６４件。今年が２３４件なので、プラス３０です。平成１７

年災のほうが３０件多いと。林道災の場合が、今年が１１件、１７年災が８件。治山のほうが、

今年が６件で、１７年災が１５件。公共災のほうが、河川が７３件、道路が８７件、あと橋りょ

うが２橋ほど流出しておりましたので橋りょう債が２件、合わせて１６２件のマイナス６０件、

今年が２２２件なので。トータルは全部合わせますと、２０件ほど今年のほうが上回っていると

いうことになっております。業者数は、現在９社、その当時は１２社です。 

５番（児玉智博君） 平成１７年と比べたら農災関係は今年のほうが少ないけれども、公共災につ

いてが非常に今年のほうが多いということです。それで業者数で割ってみますと、いずれも今回

のほうが多くなります。当時の平成１７年災害、１２業者あったときの１業者当たりの件数とい

うのが２２件に対し、今年は２３４件を９で割りますと２６件ということになります。公共土木

災については、１６２件を１２で割ると１業者当たり１３.５件となりますけれども、今年２２

２件ですので９で割りますと２４.６件ということで、非常に当時と比べても業者一つ当たりの

工事数は増えているということになるのではないかと思います。 

それで、以前は建設業者の中にも２班とか３班体制で班を組めるくらいの人員もマンパワーも

充実していたかと思いますが、現在は各業者、人員的にも少なくなっている状況ではないかと思

います。そこで、やはり下請発注という選択肢も出てくるかと思いますが、各業者というかもう

トータルで結構ですので、現在入札が完了し竣工したところもあるということでしたが、そこも

含めて下請への発注を行っている状況どうなっているでしょうか。 

建設課長（時松洋順君） お答えいたします。 

現在、下請承認届というものを出されている工事件数としましては、１件でございます。業者

間で契約を交わしている場合には届出が必要となっておりますので、そういう工事が１件ござい

ます。 

５番（児玉智博君） 非常に少ないような感じがするのですけれども、届けが出ているのはそれだ

けということですか。ほかに確認等はされていないでしょうか。届出が忘れられている場所とか

もないか。もう届けが出たもので、それを受理してはいそうですかではなくて、やっぱり町のほ

うも確認とかされてないか、ちょっとお聞かせください。 

建設課審議員（小野昌伸君） 建設業のほうの確認からしますと、９社中今８社下請のほうを利用

しているというところで。今課長が答弁された１社というのは、今施工体制台帳というのを付け
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ないといけないようになっていまして、これはあくまでも下請の下請と正式な契約、資材から労

務から全てにおいて契約した場合、もちろん見積書も付けて役所に出しなさいと。あとは結構オ

ペレーターだけとか、人夫で働くとか、そういう契約はもう業者業者各々でやっているので届出

の必要はないということです。使っているのは８社ぐらいいますけれども、今のところ施工体制

台帳として上がっているのは１件というかたちになっております。 

５番（児玉智博君） やはり、そうやって８社とほとんどのところが、オペレーターとかの下請と

いうかそういうかたちだと思うのですが、業者間でしていくというともう今の状況を聞くと本当

に令和４年度中に完了するだろうかなというような気がするわけです。小国町はこれまで公共工

事の入札は指名競争入札を行っています。特に土木工事は、町内業者のみで行う場合がほとんど

ではなかろうかと思います。建設工事に関してはもう町外業者も指名に入れているわけですが、

町はその理由を町内業者の育成と説明してきております。先ほどから言われているように、現在

の町の土木指名業者の数は９社でこれだけの数があれば一定の競争もあるとは思いますし、地域

経済の面からも基本は今のままでいくことは理解できます。しかし、こと農災など被災者がいる

工事については、やはり復旧を急ぐべきであるという点。また、いずれの工事の落札率を見まし

ても、９７％から９８％という高い落札率で落札されております。これを下げれば被災者の負担

も下げられるわけですから、今後の農災等の復旧工事の入札に限っては、一般競争入札に切り替

えるか、あるいは阿蘇市など町外業者も指名しての入札に切替えるべきではないかと思いますが、

検討いただけないでしょうか。 

総務課長（佐々木忠生君） 入札業務については、総務課所管ですので私のほうから少しお答えさ

せていただきたいと思います。まず災害復旧工事については、児玉議員も御承知のように、迅速

かつ確実に実施することが求められているというような部分でございます。御意見をいただいた

一般競争入札は、指名競争入札に比べ、入札事務、入札の図書の作成から入札情報広告、説明会、

開札、取引先の評価、書類審査、実績等調査など約１か月以上の日数が入札までに要するもので

ございます。また、町外事業者が工事を行う場合、品質の確保や地域の実情を説明し、円滑に進

捗できるよう一層の配慮が必要となり、建設課職員の負担の増加が考えられるかなというふうに

思っております。町外業者につきましては、阿蘇管内でもやっぱり同様の被害が出ていると思い

ますので、なかなかよその業者を指名するというのも少し厳しい部分があるのかなというふうに

は思っております。それから地域の事業所につきましては、災害発生時、災害の応急対応、それ

からこれまでも冬場では除雪、そういった地域の守り手というような重要な役割も担っていただ

いております。今般の地域の実情を踏まえ、地域における公共工事の品質の確保の担い手の育成

及び確保、それから災害応急対策又は災害復旧に関する工事等が迅速かつ円滑に実施される体制

の整備が求められているものと思われております。町といたしましては引き続き、町内の業者に

よる指名競争入札で行わせていただきたいなというふうに思っております。 
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５番（児玉智博君） やはり私は何も全部、災害復旧工事を町外業者も入れろと言っているわけで

はありません。というのが要するに、公共土木災害についてとか通常の道路維持管理とか改良工

事等は今までどおりやられればいいと思うのですけれども、やはりこれだけの平成１７年災害も

大変な災害であったけれども、業者１社あたりの数で見るとやはり増えているわけです。町内業

者の人員もかなり減っている中で。ですので、そういう中で既に下請に発注されている発注とい

うか、オペレーター等の人員を社外から連れてこられている業者が９社中８社ということで、建

設課から答弁ございましたけれども、その人たちほとんどその町外から来られている方ではない

ですか。それで、町外でも日田市とか各地災害出ていますけれど、今回の去年の７月に関して言

えば、阿蘇市でいえばそれほど切迫した状況ではないのかなというふうに思いますが、そういっ

たのもきちんと調査されてから答弁されているのですか。阿蘇市、大体何件ぐらい災害復旧工事

が出ているのでしょうか。 

総務課長（佐々木忠生君） 具体的に阿蘇市が何件の被害というような部分は私も把握はしており

ませんけれども、近年の集中豪雨後の報道等によってもそういう状況かなというふうに推測をさ

せていただいております。 

５番（児玉智博君） 私聞きますよと言ってから通告しているわけですから、そういう印象で答弁

されても困るので、そこら辺はきちんと裏づけのある答弁をお願いしたいと思います。 

既に発注が済んでいる工事を具体的に見ておきたいと思います。特に今回被災者負担が大きい

のは治山工事です。これは住宅の裏山が崩れたところが対象となります。治山工事の費用負担は、

県５０％、残りを町と被災者が負担しますが、被災者負担は７％又は１０％です。かかる費用は

現場により大きな差がありますが、被災者負担が最も高いのは１２２万円となっています。その

次が８９万円ですが、やはり８０万、１２０万のお金を用意するというのは大変なことでありま

す。それぞれ将来の介護の費用であったりとか、あるいはその子育てのために蓄えているお金を

取り崩すとか、あるいはそういう蓄えがなければ借りて払わないと復旧工事をしてもらえないと

いうような状況にもなるのではないかと思います。また、治山工事以外でも去年簡易査定が行わ

れている段階では、農地災害でも国の補助限度額を超えて被災者負担が１００万円を超すような

災害箇所が数件あるというふうに、建設課のほうから聞き及んでおりました。そうしたところも

今後入札が行われてくるのではないかと思いますが、やはり落札率を低くするために、入札参加

業者の数を増やすなどの努力を行う必要があるのではないかと思うわけですが、しかし、町とし

ては今のやり方を続けるという答弁でありました。でしたら、町が補助するなどの支援が必要に

なってくるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） お答えしたいと思います。 

まず、先ほどからおっしゃられたとおりの入札案件に関しては、山都町のことを調べてみまし

た。山都町では平成２８年の地震後の豪雨災害で１,７００件ほどの農地災害が出ております。
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現在、今まで１,３００件ほど入札が終わりまして、まだ４００件は今から発注ということで、

事故繰越でやっているという状況です。やはり山都の土建業者数が２７社ありまして、やっぱり

最初公共災もちろん多かったのでしょう不調不落が続きまして、いろいろ県からの指導がありま

してやっぱそういうかたちで入札の方式を変えた。しかしながら、なかなかやっぱり先ほどもお

っしゃったとおり農地災害といえば、地元の誰かの田んぼを通っていかないといけないとか、借

地をしないといけないとか、土地感がないとなかなか難しくて地権者の要望にも応えないといけ

ないわけですから、それでやっぱり不調不落が続いてまだ４００件残っているという状況でござ

います。それから１７年災の時は１２社いたのですが、あの時は今回と違っている点は、最初か

らコンサルタント、測量会社もたくさんいたので、今年は県南のほうが先に災害出ましたから、

うちのところには、なかなかコンサルを探すのに精いっぱいだったと。その当時はコンサルもい

て役場の職員も技術担当と経験豊富な職員がいましたから、その年の３月までにはこの２００件

近くを年度内発注というかたちで、災害が７月に起こって９月ぐらいから入札を始めまして３月

には全て発注終わっているというところで、皆さん農家の人には多大な迷惑をかけずに済んだ。

今年はもうマンパワーも少なくコンサルもいないということで、県からの指導もありましてまず

は査定を終わらせようというかたちで１２月までの査定を何とか３名の職員で乗り切ったという

ことで。今からが発注があって発注しまして、今現在でも１３件は終わっているということで、

特に廃土、山から田んぼに土砂が流出して田んぼが埋没しているやつを先行してやっていますの

で、そこは田を植えられる状態になって非常に喜ばれているところもあるのですが、そういうか

たちで早期着工という点では、もちろん業者数を増やすというのも一つの案かもしれませんが、

通常でいけばコンサルとマンパワーさえあれば１７年災のように９社でも早く発注していけば、

今の段階で８０％９０％発注が終わっておけばお望みどおりの展開になっていくと思います。今

年は県南のほうで多大な災害があったので、うちのほうがちょっと遅れたという事実はあります。

あと負担金に関しては、治山の場合は１０％、もともと治山施設があったところには７％という

ことになっていますが、うちのほうもなるべく安く丈夫な方法でという考えをしていますので、

今回の場合はそれの見直しをしてもどうしても仕方ないところにおいては、地元に説明に行って

これだけ負担がかかりますけれどいいですかということを１軒１軒回っております。それで了承

を得たと。農災の限度額については今簡易査定ですので、今から実施を組んであるいは面積が主

に反映してくるので、もともと３０度という安息角というのがあって３０度で面積を測るのです

が、それをもっと寝せていいよという条例がこの前県からありましたのでもう１５度のほうで今

計算して、面積を増やせば限度額が減るということになっていますので、その辺でまた工法もブ

ロック積みから角マットに変えたりしてなるべく地権者の負担がないように今、工法的に重要変

更しながら農政局とヒアリングをしながらその辺は十分に負担がかからないように、建設課とし

ては技術的に頑張っているところでございます。 
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以上です。 

５番（児玉智博君） やはりその山都町の例を出されましたけれど、１,０００件以上の農災とい

うことで余りに規模が違う話ですから、今回の小国町に当てはめることはできないのですが、や

はり熊本地震から５年ですか、経ってもまだそんなに終わってないところがあるのかというのは、

非常にそれはよその町のことですけれどもどうにか国も県も考えないといけないのかなというふ

うに思いました。それで、今年は先ほどから言われているとおり５月中旬には梅雨入りをしたわ

けです。しかも、梅雨のはしりから大雨が降るなど、誰もが去年のような災害が繰り返されるの

ではないかと心配されていると思います。気候は間違いなく変わっており、災害発生の頻度は以

前と違います。やはりだから、まだそうやって１３件はもう終わったというふうに言われるけれ

ども、まだ全然２００件以上これから測量そして設計それから入札かけていくところがあるわけ

ですよね。それに加えて今年もまた災害が発生するかもしれないというような状況だと思います。

それでやはり、今後、復旧工事の在り方を変えていかなければ今後は対応できなくなる時代にな

っていくのではないかということを問題提起しておきたいと思います。そういう状況になって考

えてもすぐに動けませんので、やはり今のうちから考えておくべきだということで、皆さんに問

題提起させていただきます。 

次に、杖立地区から出ている排水路の請願について聞きます。昨年の１２月議会に、杖立地区

の住民の方々の署名とともに、杖立温泉地域における排水路の整備及び避難道確保に関する請願

書と題される請願が提出され、全会一致で採択されました。降雨時にがけから流れ出す大量の水

を処理するための排水路を整備し安全確保をしてほしいと、そのことを求めるものでありました。

請願書には、町道から川に向かって防災会館付近に２か所の水路を新設して安全に川まで排水を

することができるよう提案がされており、町もこの請願に基づき設計も行い図面とともにその案

を議会に示していただいておりました。その後どうなっていますか。 

建設課長（時松洋順君） お答えいたします。 

昨日、補正予算をお願いいたしました道路改良工事の中に湯鶴線の改良工事が含まれておりま

して、補助事業といたしまして社会資本整備交付金を活用し排水路といいますか道路側溝を改良

するかたちで流末を九州電力の放水路へ流す計画を今のところ立てております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） やはり、私この請願を出された関係者の皆さんにお話聞いたいのですが、も

ちろんそれありましたよ。道路側溝、両方小さいから大きくしてほしいということも言われてお

りました。しかし、肝腎な部分というのは杖立防災センター付近の２本の川に向かって流す排水

路ですよね。ここをしてほしいのだという御要望のほうが私強かったというふうに理解しており

ますが、図面まで書いておられながらそれが具体化されていないというのは非常に残念だと思い

ます。今後、やはりそれ課題にしておくべきではないかと思うのです。５月２０日夕方、大雨が
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降りました。当該箇所から再び大量の水とともに土砂が流れ出し、去年大変な被害を受けた旅館

に再びその土砂が流れ込むという事態になったそうであります。半年間休業してようやく再開し

たばかりの旅館でありますので、非常にショックを受けられたのではないかと思います。杖立の

がけの問題点は、がけ全体の山水が県が設けた排水路１か所に集まり、温泉街に流れ込むように

なっているということだと思います。やはり、町と県が協力してこの上からのたった１か所で温

泉街に流れてきているところを、やはり分散させるように山からの排水路も新設していく必要が

あるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 私の地元のことでもありますし、江藤議員から請願書が出されて、議会の皆

さん方の全員の同意を得てのお話ですので、お答えをさせていただきます。 

まずはできるところからというところが率直な意見です。水路は、本当に造りたかったのです。

１０月の時点で木村副知事が見えられたときに、もうこちらでは設計図を用意してこのとおりに

やりたいというお話をさせていただきましたけれども、水路に関しては今までの前例として補助

金がついたことがないということもありました。かなり要望も町のほうも上げておりましたが、

それが付かないということで、１番最初にできるところで建設課と話をしっかりして社会資本整

備交付金を付けて、まずは側溝を用意するというところで話をしているところです。もちろん要

望を上げていきますが、やはり水路を２本新しく掘れば何千万という一般財源がまた無くなって

いきます。その時点でやはり補助金をしっかり使って造っていきたいという意思は変わっており

ません。また今回、５月２０日に出水いたしまして山からの水が流れ込みましたが、もちろん、

あの地区というかあの旅館はもともと田んぼがあったところの水の１番低いところです。ですの

で、やはり谷の水がなかなかあっちの方向にもともといっていたところなので、やっぱり非常に

食い止めるのは難しいというふうに私は思っております。ですので今回ちゃんと整備をするとい

ったところもあります。ただ、杖立温泉は全部谷ですのであそこ１か所だけではなくて４か所か

ら山の水が集まって出てきているところでございます。もちろん九電のところ、それからひぜん

やの上の川、それからもうちょっと上流にももう１か所あります。それぞれのところで出水をし

ますので、非常に地域的に今までと同様に水害の多いところではありますけれども、できるだけ

水害の被害を減らす工面はしたいというふうに思っているところでございます。水路に関しては、

できるだけ要望続けてできるだけ早く先ほどの農災の気持ちと全然変わりません。できるだけ早

く着工したいという気持ちはありますけれども、実情としてなかなかできないというところで答

弁とさせていただきます。 

５番（児玉智博君） 実現させたいという気持ちはあるのかなということで一応理解をしておきた

いと思うのですが。なんかもともと田んぼがあったところだからどうこう言われましたけれども、

そしたら何かそこに旅館を造ったのが悪いのだと何か言わんばかりにちょっと私聞こえてしまっ

たので、そうではないと思いますけれど。やはりその旅館の被害というのも非常に甚大な被害が
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あったところですのでもうないようにしていかないといけないというのはありますが、同時にそ

の請願の趣旨というのは杖立防災センターができたけれども、そこの道路に土砂が広がったり、

たくさんの水が流れたりするから避難自体に支障を来すという意味もありましたので、非常に公

共的な意味は大きいかと思いますので、ぜひ町としても要望を続けていただきながらいろいろ対

策の知恵も建設課あたり出していただきたいと思います。 

次に、メガソーラー周辺の災害についても確認をしておきたいと思います。日本テレビワーク

２４との協議については前回の質問で渡邉町長は、緊急事態宣言により相手方の社長との話合い

は進んでいないが、宣言が解除されたら上京して話をしたいとするとともに、それでも事務レベ

ルの協議は宣言中も続けていっておりますと答弁をされました。その後の進捗状況を御報告くだ

さい。 

町長（渡邉誠次君） もう答弁のとおり、上京させていただきまして話をつけました。 

今の現状をちょっとお伝えしたいところありますけれども、ナイーブな点がかなり今含まれて

おりますので議員の皆様方には必ず公表いたしまして、議会の承認もいただかないといけないこ

ともあるかもしれませんけれども、そういったところまで今現在きております。住民の方とも、

被害者の会というか会がございますので、その方たちともお話をさせていただいております。ぜ

ひともそちらのほうも早期解決、早期といいますか着実に解決をさせていただきたいと思います

し、実際今、日本テレビワーク２４があります太陽光の部分、今、県の工事も進んでおりますけ

れども、さらなる被害が出る前に何とか流末の工事等々も含めて話合いをして、地元の人たちと

折り合いをつけていきながら、安全なところを目指したいというふうに思っております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） ちょっと答弁を拒否されたような感じになってしまったのですが。要するに

町長が前回の質問からすると結局その補償の部分ですよね、被災された方たちとの補償の部分な

んかの話をされたのか、それとも県が工事やりますけれどもスリットダム入れたり排水の話であ

ったりとか、そういう部分も含めて答弁できないということですか。 

町長（渡邉誠次君） 県の工事に関しましては私よりも具体的にはもう建設課のほうに聞いていた

だいたほうがはっきり分かると思います。もちろん私も把握しておりますが、私が話を進めさせ

ていただいているのは、日本テレビワーク２４との直接の交渉でどういったかたちにするかとい

うところであって、補償のこととかいろいろなことがあるかもしれませんけれども、今その答弁

は申し訳ないですけど差し控えさせていただいて、本当に提示できるようになったら提示したい

と思います。 

５番（児玉智博君） それでは、そういう県関係の工事等については答弁はできるということです

ので、どういうふうになっているでしょうか。ちょっとこの間行きましたら重機も入っていまし

たので、始まっているのかなという気はしましたが。 
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建設課審議員（小野昌伸君） お答えします。 

まず、下流側から県の土木関係で災害関連緊急砂防工事ということで、国道から１００メータ

ーぐらい今おっしゃられるとおり、取付け道路を造っているところ１００メーターぐらい上流に

長さ１００メーターのスリットダムができます。高さは１２メーターですから約この３階建てぐ

らいの高さになると思います。真ん中にスリットダムを造りまして、それから下流は今の国道の

ボックスカルバートあれを生かしながら、流路工をダムから国道まで国道から手水野川まで全て

流路工をきちんと造り上げて水を流すと。スリットで大きい土石流関係は、がっちり止めてしま

うと。今造っている取付け道路はあくまでも工事用道路ということで。平成３０年の災害のとき

もあったかと思いますが、森林組合が作業道笹尾線というのを造りましたけれども、これが上流

の沢からの水で溢れまして、結果国道まで砂利が流れたという案件がありましたけれども、そう

いうこともないように今度工事用道路としてその林道の作業道笹尾線あれ自体をコンクリート舗

装とか一部拡幅しながら、今多分林森林組合のほうと協議していると思いますけれども、そこを

工事用道路将来のスリットダムに堆積した土砂の運搬ができるように、林道を利用しながら最終

的な工事に着手するということで聞いております。今はやっぱり夏場にもう梅雨時期に入りまし

たけれど、それまでどっぷり溜まっていましたのでそれをスムーズに排水ができるように、下流

域の人も心配していましたので、その堆積土砂の除去というかたちで取付け道路を入れています。

ダムが１００メーター上流にできて、それからしばらくは林道笹尾線の横断の沢ぐらいまでは堆

積土砂の範囲ということで、県のほうがダムと同時に買収をします。そこはもう将来溜まっても

県の管理地ということで、溜まったら取る、溜まったら取るということで。林道から上に関して

は、ちょうど上の弥太郎谷線という林道がありますが、その中間付近に今度は林務課のダムが入

ります。これは約５０メーターの高さが７メーターぐらいの砂防ダムが入りまして、その上は山

腹の二次災害を抑えるために緑化工で抑えていくということで、林務のダムは一基ほど入るとい

うかたちになっております。これが、県の今のところ計画概要でございます。 

５番（児玉智博君） やはり言われたようにもう既に梅雨にも入っておりますし、やっぱり梅雨の

明け方が特に今までの経験からすると大雨になっていますので、完成したら安全になるのでしょ

うけれどもやっぱり完成していない段階、今年の梅雨、台風それで再び災害が繰り返されないよ

うに、ぜひ町の建設課としても注視していただいて、危ないところを把握されたりしたら県のほ

うに状況を共有していって適時対応に当たっていただければと思います。ここで大変建設課審議

員体調がすぐれない中答弁いただいてありがとうございます。よければ、もう私は質問ありませ

んので、退席いただいて結構です。 

議長（松﨑俊一君） ここで建設課小野審議員は退席いたします。 

（小野建設課審議員 退席） 

５番（児玉智博君） 続いて戸別受信機について聞いておきたいと思います。今年は５月１５日に
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九州北部が梅雨入りして以来、町は５月２０日、２６日、そして６月３日の３回予防的避難所を

開設しています。いずれも町内放送で町民への周知を行い、必ず明るいうちに避難するよう呼び

かけています。屋外放送は家の中にいると聞き取りにくかったり、まして大雨のときなどは風雨

の音にかき消されて聞こえなかったりするため、町は以前から戸別受信機を配布しています。現

在のものは、約１０年前にＣＡＴＶを整備した際に導入した機種になります。しかし、これは配

布を受けることができている世帯などは、町の光ネットワークに加入することが条件となってお

り、町内各世帯にあまねく配布されているわけではないと思います。また、配布されていても利

用料金を滞納してしまえば送信を止められますので、戸別受信機も使えないことになります。そ

こでまず、現在の戸別受信機の設置状況と滞納による停止件数はどうなっているか明らかにして

ください。 

情報課長（村上弘雄君） お答えいたします。 

まず光の加入の件数でございますが、６月１日現在で３,３１３件です。それから、光の料金

の滞納によるサービスの停止ということで、現在３件でございます。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 小国町の特殊な事情というのは、戸別受信機がテレビの難視聴地域解消のた

めの地上波の再送信とインターネット光回線と一体になっているということです。このため、防

災情報を含む行政情報を戸別に受信するためには、加入金それから毎月の利用料金を負担しなけ

ればならないことになります。しかし、命に直結するような防災情報をお金を払わなければ届け

られないというのは果たしてどうなのかということです。利用料金を払えなくなって止められて

しまったところに災害が来る。避難が遅れて巻き込まれたということになれば、まさに金の切れ

目が命の切れ目という事態にすらなりかねないわけです。１つ具体例を示します。昨年、小国町

に移ってこられた方の話です。ファームロードの外側に土地を購入して、家を建てられました。

光ネットワークへの加入を申し出られたのですが、線を引くのに多額の負担を求められ断念した

といいます。このお宅は何もぽつんと一軒家ではなくて、周りにはほかの住宅はあるし近くの集

落には加入している世帯もありますので、恐らく約５００メートルから８００メートル先まで行

けば電柱に光ケーブルが届いているわけです。しかし、そこから延長することは容量がいっぱい

になってしまうから、そこからは引けないと。何キロも離れたところから引いてこないといけな

いから、数百万円かかるという提示をされたということです。周辺には屋外スピーカーもありま

せんから防災情報は届きません。お金を出さなければ仕方のないことだと思いますか。 

情報課長（村上弘雄君） お答えいたします。 

先ほどのお話についてはうちの課のほうで実際町民の方でそういうやりとりがあったというこ

とは承知しております。その上でそのときのやりとりとしては、緊急放送、防災面においては、

情報を取得する手段としてラジオで周波数を７６.５につけておけば緊急放送は受信できますと
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いうことと、携帯、それからテレビ等による情報を受信してくださいというようなお話をしてお

りました。工事費については実際、確かに容量不足ということで、その方法で金額を積み上げた

ところ、数百万かかるというのは事実としてやりとりが行われております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） だから、そういう負担金も払えないと。そしたら、その７６.５に常にそれ

合わせておかないといけないのですかね。これはもうやかましくてしょうがないですよ。それは

お金を出せないと仕方のないことなのですかと聞いております。 

情報課長（村上弘雄君） なかなか難しい部分があります。実際うちのほうがサービス提供として

は、光ネットワークの情報を町内で確保するという意味で光回線を使って有線によって当時、光

を走らせたわけですけれどもほぼ数字的には全世帯、先ほど言ったような事業所の数からいけば

ほとんどの世帯が加入していると。２６０件ぐらいオーバーするような数字も出ますので、事業

所も入れればほぼほとんどのところは光は走っているというふうに思います。ただし、先ほどみ

たいな町民の方の場所については、実態として情報課としては光サービスの提供という意味では

加入されてなければサービスは提供できないということは事実でございますので、結果としてラ

ジオか先ほどと同じ繰り返しになりますけれども、防災面に対してはその他の媒体で受信してい

ただきたいというふうに思います。 

以上です。 

５番（児玉智博君） そんなことで、防災に強い町を目指せるのかという話ですよね。町の戸別受

信機は、光ケーブルを介して受信する通常放送とは別に、ＦＭ電波を利用した緊急放送も受信で

きる仕組みになっています、白ラジオです。やはり、私は町が発信する防災情報をお金を出さな

いと受け取れないというのは間違っていると思います。光ネットワークに加入していない方にも

その白い戸別受信機を配布するべきです。そして、利用料金を滞納してしまった方にも、防災情

報はきちんと届くようにしなければなりませんよ。担当者の方に聞いたら緊急放送は現在、警戒

レベル５の時になって放送するように決めているということなのです。警戒レベル５というと去

年の７月豪雨のときには緊急放送は行わなかったというわけです。では、いつ行ったのですかと

聞いたら、たしか熊本地震のときは断線した地域がある可能性があるから行いましたと言われる

わけです。それで、今の状況これは宝の持ち腐れだと思います。今年のように予防的避難所の開

設というものまで含めて、防災に関する一切の情報はＦＭ電波で発信して、あまねく町民に届け

るよう運用を見直すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

情報課長（村上弘雄君） まず情報課としての見解を申し上げます。 

まず、光の滞納による停止については、議員承知と思いますけれども、遮断機というのを一旦

つけてサービスは停止しますが、実際緊急放送は受信できる機械となっています、白ラジオの件

です。ということで、防災面としての意見は総務課のほうと調整をしなくてはいけないと思いま
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す。確かに白ラジオ自体は古い型式にはなっておりますけれども、物理的には貸与というのは可

能でございます。あとは総務課のほうとの調整がこれから検討が必要かと思います。 

以上です。 

総務課審議員（佐藤則和君） 緊急放送についてお尋ねということで、白ラジオと同報無線につい

ては、議員御指摘のとおりの部分があると思っておりますし、物理的に今情報課のほうから説明

のあったとおりだと私たちも理解しておりますけれども、防災の担当からすれば、これは防災計

画のほうに通信設備利用計画というのがありまして、一応町の通信施設としては、今話題になっ

ております防災行政無線、コミュニティＦＭ放送、ＦＭ告知端末ですから白ラジオのことです。

あとＣＡＴＶ放送ですからこれもテレビになります、ケーブルになります。それと、登録メール

ということで、これは消防団とか職員などの登録メールになります。あとＬアラート、これはテ

レビインターネットに強制的じゃなくて帯でテレビ等で、どこどこは避難指示が発令されていま

すとか、そういったものがテレビとあと携帯電話からも取れるようになっています。自分から取

り込むのがプル型、と先ほど言ったような同報系はプッシュ型ということで、いろいろ町のほう

としましても自分から取りにいけば取れるような情報は出しておりますので、そういういろいろ

な受信体制に障害のあられる方にはそういったことで、周知をしていきたいと考えております。

あとエリアメール。これは携帯各社には大きく４社ありますけれども、こちらのほうがエリアメ

ールということで、強制的に携帯に入って来ますよね。どこどこで避難指示が発令されましたと

か。そういったものも利用して少しでもそういう情報漏れ、取得漏れがないように対応を図って

いるところでございます。 

それと先ほど警戒レベルのところで５でしか発信していないということで、ちょっとそこが違

うかなと思ったので私のほうから補足させていただきますと、警戒レベル２、これは町のほうで

は予防的避難とか注意報の段階です。このあたりでは同報無線の利用が中心になっていますので

お知らせをしております。警戒レベル３、これは高齢者等避難ということで、この辺になってく

ると先ほど申しましたＬアラートとかエリアメール等が入ってまいります。それ以後、警戒レベ

ル４、５についても、そういったＬアラート、エリアメール等を活用しておりますので、そうい

ったプッシュ型とプル型と合わせた情報発信を行っているのは、今の現状でございます。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 月１,３５０円の光ケーブル利用料金を払えなくなって滞納してしまうよう

な人が携帯料金を滞納しているかもしれないというような、もうちょっと町民に寄り添った思考

のやり方はできないのでしょうかね。それで今言われましたけれど、警戒レベル２の高齢者等避

難とかそのときはいわゆるＦＭ電波を使った緊急放送ですよ、加入者に渡している白ラジオ。そ

れ滞納した人も、警戒レベル２でもＦＭ電波で飛んできて鳴ったのですか。去年の７月豪雨のと

きはそれしてないというふうに担当者言っていますけれど。 
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情報課長（村上弘雄君） お答えいたします。 

担当者とのやりとりちょっと私のほう確認できていませんけれども、物理的なその白ラジオの

機能は、先ほどちょっと繰り返しになるかもしれませんけれども、滞納者がいた場合に３件ほど

今いらっしゃいますけれども、遮断機というのを差し込むと通常の情報は。 

５番（児玉智博君）去年の７月豪雨のときに、緊急放送でしたのですかどうですかという話です。

だから、その担当者が間違っていたのなら、いえしてましたと言えばいい話だし事実確認をして

いるので、その部分について答弁できないならもういいです。 

座ってください。 

情報課長（村上弘雄君） 後で確認します。 

５番（児玉智博君） やはり、そもそもお金を払った人とお金を払ってない人払えない人、その人

たちについて町の扱いが差別的であるというのはこれ事実ですよ。ですからやはり、もう一度や

っぱり検討すべきだということを申し上げて、ちょっと子育て支援について質問をいたします。 

今全国的な少子化が進む中でこの流れにブレーキをかけるためには、特にやっぱり小国町のよ

うな過疎地域においては自治体がどれだけ子どもを産み育てやすい環境をつくっていくかが重要

だと思います。今、少子化対策での国会での参考人のお話などを聞いていますと、チャイルドペ

ナルティというようなことが言われます。要するに子どもを持つ大人と子どもがいない大人では、

要するに負担が違うのだということでやはりそのことで少子化が進んでいるのではないかという

お話があるわけです。渡邉町長は、「オール・フォー・ザ・ネクスト、全ては次世代のために」

というスローガンを総合計画にも掲げていらっしゃいますが、やはり、オールフォーザネクスト

は次世代のためと同時に、今次世代を育てている親のための支援、負担軽減をしていかなければ

ならないと思います。そこで、少子化にブレーキをかけるためには何より出生数をまず上げなけ

ればなりません。そのために、育休、産休の取得については所得保障が必要になります。これが

被用者保険とかになると、保育園に入れなかったときに育休の延長、これ認められますけれども

このときも育休手当は延長されます。当たり前です。そうでなければ、安心して休めないですか

ら。一方で、国民健康保険の加入者は、出産手当金はもちろん育児休業の給付金もないような状

況であります。国民健康保険の被保険者の方、パート、アルバイトであったり、あるいは自営業、

フリーランスの女性にも出産に伴う所得保障が必要であると思いますが、いかがでしょうか。 

町民課長（生田敬二君） 議員が言われた国保の中での給付という形になります。これ任意給付と

いうことになるかと思います。法定給付と任意給付がありまして任意給付の場合は、一定の限度

内で保険者が自主的な決定によって給付することができるとされております。本町の国保財政に

ついて見ますと、財政的な余裕というかそういったものがあるわけではございませんので、その

財源面からも慎重な検討が必要になってくるというふうに思っております。町のほうとしては国

保でなくて一般会計、一般施策のほうで３人目の多子世帯の方から給付をするというような事業
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は行っております。国保での任意給付について、現在具体的な検討はしておりませんけれども、

今後他市町村の事例等は調査をしていきたいと思っております。 

５番（児玉智博君） それで、国保加入者の仕事ができないときの所得保障については、小国町も

給与所得者に限ってではありますが、今回のコロナに感染して休業せざるを得なくなった場合の

傷病手当を出すように条例改正したわけです。出産は病気ではありませんが、仕事を休まざるを

得ないという意味で理屈は同じであると思います。少子化対策でやらなければならないのは、子

どもを産むということを女性の不利益にしてはならない、これを大原則にしなければならないと

思います。子どもを産むことで、女性は一定期間働けません。そのときに、そういった方の所得

をどうするか。大丈夫ですよ、町が補償しますよ、とこういうメッセージを発することが重要だ

と思います。出産が多い年齢層である２０歳から３９歳で見てみますと小国町の国保加入者は、

３月３１日現在で１０２名おられます。県が行っている不妊治療の助成対象が４３歳までという

ことですので子どもを望む年齢はもう少し高くなると思いますので、人数はあと２０人ほど増え

るのかもしれません。ここに会社員などにはある出産手当金だけでなく育休給付もないと。そう

なれば、産前産後ほとんど休むことなく仕事に復帰しなければならないとか、その負担が重いか

ら第二子以降は諦めようとかいうことにつながると思います。先ほど３人目以降のお金言いまし

たけど、あれお祝い金ですよ、所得保障ではありません。全然足らないと思います。ですから、

やはり全ては次世代のためと言うなら、本気で少子化を何とかする。そのためにいかなる条件の

女性にも子どもを産むことについて不利益にしない、このことを本気で考えるべきだと思います

が、最後に御見解を伺いまして質問を終わります。 

町長（渡邉誠次君） 「オール・フォー・ザ・ネクスト、全ては次世代のために」、もうまさにそ

のつもりで、私も今から当然施策を進めてまいります。全ては次世代のために、もちろん現世代

のためにでもありますし先人たちの功績をしっかりつないでいくこと含めて、私としてはこの地

域がこの地域としてしっかりつながっていくようにという思いでつけさせていただいております

ので、産業、自然、暮らし、教育、全てにおいての施策を通じて、次世代のためにというところ

でつなげていきたいというふうに思います。それぞれの視点から考えれば、当然児玉議員言われ

るとおりだと思いますけれども、視点を変えるといろいろな見方があると思いますので私は総合

的に考えながら政策を進めていきたいというふうに思います。それからもう一つ先ほど災害のこ

とを言われましたので、私のほうからも１点だけお答えをさせていただきますが、私としては白

ラジオには実はこだわっておりません。ただ、できるだけたくさんの情報は出したいというふう

に思っておりますし、たくさんの情報をできるだけ早めにこれは身の安全を守るためなのでまず

は早めに出したいと、もうこれは見解的には全然変わってないと思います。もう一つ、町は知ら

せる努力を相当やります。住民の方たちは知る努力をしっかりしていただいて、自分の身はまず

は自分で守っていただきたいというふうに思います。御相談があったところを情報課では多分見
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当がつくと思いますので白ラジオにはこだわらなく、ほかの情報として伝えられるところがあれ

ばその情報等々も検討できますので、たくさんの情報をこれからも出していきたいと思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。午後の会議は１３時、午後１時から行います。 

（午前１１時５６分） 

議長（松﨑俊一君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

議長（松﨑俊一君） ４番、久野達也議員、登壇をお願いします。 

４番（久野達也君） はい、４番、久野です。それでは、一般質問ということで通告にしたがいま

して質問させていただきたいと思います。 

今回につきましては、私は昨年のときにも２、３質問させていただいた中でも発言させていた

だいたのですけれど、コロナに対する対応それから災害に対する対応それと併せてやはり町とし

て地域活性化これが同時進行で並行して進んでいくということで、２、３、お尋ねさせていただ

きましたけれども、そんな中で自分なりに調べ物をさせていただいた中で１点、あれこれっても

しかしたら参考になるのではないかなと思う書籍がありましたので、書籍というか法律です。一

部紹介させていただきながら、それとリンクさせたかたちで小国町でどうその法律の対応策を活

用できるのかの確認とお尋ねをさせていただきたいと思っております。 

まず、国のほうで平成１４年に都市再生特別措置法というのが制定されました。これにつきま

しては、国としては急速な情報化、国際化、少子化など社会情勢が著しく変化していると、その

ような中で住環境の向上を図りあわせて都市の災害、防災に関する機能を確保することを目的と

して特例的な特別措置を講ずるという法律です。ですから、小国町が直接この法律に該当するわ

けではありませんけれども、都市機能いわゆる自治体、自治機能、これらをどう確保していくの

かがこの法律で問われているものと思います。そんな中、この都市再生特別措置法が実は昨年２

月に閣議決定いたしまして、６月に公布９月から施行ということで一部改正がなされました。こ

の一部改正を少し紹介させていただきますけれども、都市再生特別措置法の一部改正の中で謳わ

れておりますのは、まさしく今の災害の現状です。頻発・激甚化する自然災害に対応するととも

に、まちなかにおけるにぎわい創出するため、安全で魅力的なまちづくりの推進を図る都市再生

特別措置法等の一部を改正する法律が一部規定を除き、昨年９月から施行するということです。

この中で２つの項目が謳われております。１点として、安全なまちづくりです。この頻発・激甚

化する自然災害に的確に対応するため、開発の規制や立地の誘導、立地条件です。それから移転

の促進等に総合的な防災・減災対策を強化することとしています。また、魅力的なまちづくりに

ついては、商店街の空洞化などによる地域活力の低下が懸念される中、まちなかの魅力を向上さ

せ賑わいを創出するため多様な人々が集い交流する、居心地が良く歩きたくなる空間を官民一体
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となって形成し魅力を向上させようと。要は、安全で魅力的なまちづくりをこの都市再生特別措

置法の一部改正がうたっているものと思われます。それで、まず１点目の安全なまちづくりの部

分について、質問させていただきたいと思います。実は、平成３０年に安全なまちづくりという

ことで、町のほうから全世帯に配布されました今日持ってきておりますけれども、この小国町総

合防災マップというものが平成３０年に全世帯に配布されました。これには避難箇所と避難所、

二つありますよね。建物と広場とそれの記載とあわせて浸水の危険地域それから土砂崩落、危険

地域等あります。全世帯に配布したといっても、もし家の中で眠っているようであればぜひ探し

ていただいて今一度、活用していただくということもお願いもあわせて、あえて紹介させていた

だいているところです。この中に例えば、９ページに私自分の住んでいるところで申し上げて申

し訳ないのですけれども、宮原の地図があります。正直私もこの地図を見る前、自分の家は川に

近いとはいったものの高さがあるから浸水の危険には入っていないだろうと思っていました。で

も、見てみますと自宅も浸水の危険性があるということも表示されておりますし、下町公園のと

ころでは、土砂崩落の危険性も含まれていると。ある意味、自分たちが住んでいる場所がそのこ

とによってどのような今条件にあり、どう対応すべきかも分かるのではないかなと思います。ぜ

ひ、梅雨の末期の豪雨になる前にいま一度確認をする必要もあろうかと思います。それと、併せ

て見ていたのですけれども、昨年の豪雨災害のときに渓流での崩落あるいは土砂崩れ等箇所を見

ますと、やはり重複する部分も多分にありました。箇所を見たときにですね。ただ、この地図に

記載されていないところでも崩落もあっております。これが自然災害の怖さだろうと思います。

それで、この防災マップ、平成３０年に全世帯に配布されているところなのですけれども、これ

について平成３０年からですのでもう３年４年と経過しております。その後、例えば小国町に初

めて転入してきた方この方は、小国町の地の利を知らない。自分の生活している地域がどういう

状況にあるのか、それらを考えたときにこのマップは転入届のときに、まず交付されているのか、

そこを１点お尋ねしたいと思います。 

総務課長（佐々木忠生君） お答えをさせていただきたいと思います。 

確かに小国町総合防災マップにつきましては、平成３０年３月に作成をいたしておりまして、

議員おっしゃるとおり全世帯に配布をしております。以前は、転入者につきましても希望があれ

ば防災マップを渡しておあげしておりました。ただ、本年６月から転入届の提出時に、ごみカレ

ンダーと一緒に防災マップをお渡しするようにしております。また、町ホームページからも、閲

覧、ダウンロードができるようにしております。更に役場庁舎の１階、ロビー、それから２階の

踊り場、それから町民センターのロビーと防災マップのほうを置いておりますので、ご自由にお

取りいただくこととしております。 

４番（久野達也君） ありがとうございます。今言われたように質問と同時の６月に交付を開始す

るということでありがたい部分です。やっぱり情報というのは、知らないところを求める情報は
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なかなか難しいです。転入してきた方に小国町ではこういう防災マップを作っていますよ。必要

な方にはおあげしていますので、遠慮なくどうぞ活用してくださいというのが転入者への配慮だ

ろうと思います。ぜひ、今月からということですので、今後も継続的に続けていっていただきた

いと思います。そして、やはりそれと併せて自主防災組織のことも伝えていただきたいと思いま

す。私あえてマップを宣伝したいと思います。もう５年ほどなりますので、忘れられている方も

いるかもしれません。地震、台風、洪水それぞれに対する対応それから、避難の勧告自主防災組

織等々ございます。避難場所も記載されております。そんな中で、先ほど一部申し上げましたけ

れども、この地図で白地図の部分でもやっぱり災害が生じております。それが１点。それから、

２点目が今年から、先ほど同僚議員からも何度か質問ありましたけれども、災害避難に関する情

報が変わってまいりました。高齢者避難準備から、避難指示、避難勧告が以前だったのですけれ

ども、避難指示ではなくてもう避難勧告ですかね。反対ですかねすいません、避難勧告が避難指

示ですかね。そのように変わってきております。ですから、若干この内容も精査しなければなら

ない部分も生じてこようかと思います。平成３０年に発行されておりますので、基礎データはや

はり例えば２７、２８が基礎データになったりだとかだと思いますので、今から作業に入っても

完成にやっぱり２、３年は要するのではないかな。それらを考えたときに、マップの再検討も考

えていただきたいと思うのですけれども、お考えはいかがでしょうか。 

総務課長（佐々木忠生君） この防災マップにつきましては、土砂災害防止法に基づき県のほうが、

土砂災害の区域の指定を行うものというもので、うちのほうでは先ほど言いましたように平成２

９年度に防災マップの作成をいたしております。先ほど議員もおっしゃられましたとおり、やっ

ぱり避難勧告が避難指示の一本化というような部分もありますので、できれば令和４年度若しく

は５年度を想定して、内容等の再検討を県と協議を行いながら進めていきたいなというふうには

思っております。 

４番（久野達也君） ありがとうございます。ぜひ検討をお願いしたいと思います。当然、お願い

しますというよりも、検討するべきとも思います。 

それから１点加えさせていただきますと、気象庁の部分でよくこんな表現があります。天気予

報やなんか見ると、雨量は平年並みと。平年並みの平年が何を指しているのか。私、個人的な感

覚で、平年並みというとあんまり降らないのだなと勝手なイメージを抱いてしまいます。それで、

気象庁のところを調べてみますと、実はこの平年が今年変わります。これまでの平年は１９８０

年から２０１０年までの３０年間を少ないから多いの傾斜を作って、その傾斜の多い１０年少な

い１０年、真ん中が平年ということらしいです。これが今年から１９９０年から２０２０年に変

わるそうです。ということを見たときに思ったのが、この２０２０年、２０１０年から２０年結

構日本中至るところで九州北部豪雨、あるいは千葉、大阪のほうでも台風があってというような

ことで、この平均値が変わってくるのではないかなと、自分で数字を見たわけではありませんけ
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れどそんなイメージも抱きました。ですから、平年並みという平年を少し高いランクに持ってお

かないと、平年並み以上という危険性が何か安易に考えてしまう恐れもあるのではないかなと思

います。それらを踏まえてこのマップを見直しされるときには、よかったらその気象情報も盛り

込みながら取り組んでいただけたらありがたいなと思います。ぜひ、気象情報の取り込みもよろ

しくお願いしておきます。それから、この都市再生特別措置法の一部改正で、このマップについ

ても私自身再検討させていただきましたし、この中でいわゆるレッドゾーン危険箇所、これらの

開発行為が生じた場合に、例えばまちづくり条例があるだとか、いろんなかたちで町は対応して

おりますけれども、それらのときに開発行為に対して何か対応とかそれらを考えたことがおあり

なのかお尋ねいたします。 

総務課長（佐々木忠生君） これにつきましては、レッドゾーン区域というのは土砂災害特別警戒

区域という部分でございます。これにつきましては、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築

物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、

特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等があるという部分で、もともとそういう規

制がかかっているというような部分で、そういうところに、企業等が開発等を進めてくるという

のはほとんどあり得ないのではないかなというふうに思っておりますし、もしそういうレッドゾ

ーン区域内での開発行為に対しては、先ほど言いましたように土砂災害防止法等の各種法律等に

基づいて対処していきたいというふうに思っております。 

以上です。 

４番（久野達也君） いわゆるこの都市再生特別措置法の一部改正なのですけれども、小国町に都

市計画がないということで、例えば、住宅地域、商業地域等の地域割りもございませんし、ある

のは建築基準法にのっとったところでの規制が１番先にこようかと思います。ですから、やはり

この都市再生特別措置法をいかしたところでこの中で何がうたわれているのか、では小国町には

都市計画はないけれども、やはり災害等から身を守る安全を確保するためにどう施策を展開する

のかは御確認を今後も積み重ねていただきたいと思っております。次に、この都市再生特別措置

法で先ほど言いましたように、安全で魅力的なまちづくりです。次に、同時並行で行きます、魅

力的なまちづくりの部分でお尋ねさせていただきたいと思います。居心地が良くて歩きたくなる

空間というふうにうたっております。今般、町も総合計画を策定し今後の１０年間の構想も定め

ております。この居心地が良くて歩きたくなる空間、まさしくまちづくりの根幹でもあろうかと

思います。この創出について大きな設問で申し訳ないのですけれども、この居心地が良くて歩き

たくなる空間をどのように想像して創出していくのかという部分について、政策課のほうでお考

え等あればお聞かせください。 

政策課長（石原誠慈君） 今、御質問がありました、居心地が良く歩きたくなる空間づくりという

ことでの御質問だと思います。こちらのほうでの考えをちょっと述べさせていただきたいと思い
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ます。まず先ほど一つ目の安全なまちづくりにつきましては、当然、全ての住居区域において取

組みが行われるべきだと考えておりますが、魅力的なまちづくり先ほどありました居心地が良く

歩きたくなる空間づくりということを考えますと、小国町全域を見た際に、人口が集中してまた

住民の生活に欠かすことのできない機能としての商店街や病院、それと公的施設、役場、警察、

消防署辺りがある中心市街地の宮原地区において、こうした空間づくりが重要ではないかと考え

ております。このような空間づくりには、それを受け止める交流施設や魅力的な店舗など多種多

様な要素が組合わされ形成されるものだと思っております。当政策課においては、公共交通の分

野から力を注いでいきたいと考えておりますが、もう既に御承知のとおり中心市街地、宮原地区

それと南小国町の赤馬場の中心市街地を運行させるいわゆる買物バス。それの運行を予定してお

ります。既存のバス路線、それと乗合タクシーこうした新たな交通網により住民や観光客といっ

た人の移動を促し、居心地のよい空間づくりに努めていきたいと考えております。 

以上です。 

町長（渡邉誠次君） 今具体的なお話を課長のほうからしていただきました。私のほうから大きな

話でございますので少しお答えをさせていただきたいと思います。そもそも的なところからお話

をさせていただきますと、やっぱりこの都市計画というものは、都会のほうでやっぱり無秩序な

開発等が行われてそれを抑制するために、また、都市環境の悪化や公共施設の整備に関する非効

率の投資、それから後追い投資などの弊害を防ぐために、昭和４４年に都市計画法というのが施

行されたというところから、都市計画そもそもは農林漁業等の健全な調和を図りつつ健康で文化

的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するため、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を

図ることというふうにございます。小国町がもう今まで培ってきたといいますか、先人の方たち

が自然をしっかり大切にしていただいたことも含めて、ツーリズムの概念がもう３０数年来、そ

のツーリズムの概念のもとにまちづくりを進められてきております。やはり自然と開発のバラン

スをしっかり今後も保っていきたいというふうに私も思っておりますし、また、防災の面では先

ほどからもお答えをさせていただいておりますけれども、やっぱり急峻な地形がもうこの地域は

多いです。ですので、非常に先ほどの防災マップに関しても、そのときの現状、今の現状を把握

して本当に危ないときは逃げるというようなところも必要だというふうに思っておりますけれど

も、皆様方に先ほどもほかの議員のときではございますけれども、伝えたとおりできるだけたく

さんの種類の情報を方法もたくさん用意をしていきながら、町のほうは用意をしてわかりやすく

御提示させていただきたいなというふうに思っておりますし、それを、ぜひとも皆様方にはアン

テナをしっかり立てていただいて、吸収していただきたいなというふうに思っております。特に

先ほど、議員から小国町の総合計画のお話をされましたけれども、今回の６次計画でも第１の軸

から第４の軸というかたちで、「先人たちの経験・知恵・伝統を引き継ぐため」にという第１の

軸。第２の軸が、「今を生きるすべての町民のために」、第３の軸、「次世代を担う子どもたちの
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ために」、第４の軸、「世代や地域、関係者の垣根を超えた交流のために」というふうに前期基本

計画の中でもうたっておりましてその中にも、道路、河川、道路保全、農林業、商工業、それか

ら土地利用、交通、住宅、住環境含めて、たくさんの情報を載せさせていただいております。都

市計画とこの前期基本計画をまとめている方法というのはこれ実は時系列でまとめておりますの

で、ちょっと比較がしにくいのはもう間違いないところなのですけれども、第１の軸から第４の

軸まで先ほど言ったように、産業そして暮らし、教育それから自然、この４つのバランスをしっ

かりと町のほうも考えさせていただいて、計画を防災は当然安全なまちづくりが第１でございま

すけれどもそれに基づいてまちづくりを進めてまいりたいというふうに思っております。 

以上です。 

４番（久野達也君） 今、総合的な部分で町長から御答弁いただきました。やはりどこが抜けても

いけないし全てがリンクしなければいけないし、具体的に取り組んでいくとやはりそれぞれで難

問といいますか、課題も見えてくるだろうかと思います。その課題を一つずつ取り除き、あるい

は、その課題を解決することによって将来へとつなげていく、その取組みの積み重ねではないか

と思います。１点だけこの後、もう１点質問テーマをさせていただいておりますけれども、多く

はそっちのほうで語りたいと思いますけれども、いわゆる魅力的なまちづくりの中で民間で行う

部分、それから、その民間に協調できる部分。協調できる部分としてやはり町が所有しておりま

す普通財産の活用、これも生じてこようかと思います。先ほど言いましたようにどこが抜けても

いけないし、ただ、どこかが強調されるというのではなくて、全てが共生しなければならないと

思います。この都市再生特別措置法は国土交通省の部分なのですけれども、国土交通省の都市局

の中でも最後のほうにうたわれておりました。安全性の確保と魅力の向上は今後のまちづくりに

おける重要な要素であるため、改正法に基づき制度の活用を通じて地域の活性化を進めたいと。

私はあえてこの都市再生特別措置法の一部改正を取上げさせていただきましたのは、直接小国町

にこの法律がかぶっているわけではありません。でも、この法律を考えると何か小国町の将来像

も見えるのではないかな、そんな思いで今日質問をさせていただきました。 

次に、今申し上げました魅力的なまちづくりの中で、町の中にあります普通財産の管理状況及

び今後の活用について少しお尋ねさせていただきたいと思います。当然、地方公共団体、町は庁

舎みたいに、庁舎は公用の財産です。公用の財産と学校あるいは公園あるいは体育施設、道路な

どのように公共の用に供する財産と言いますけれども、これを行政財産として管理しております。

これは地方自治法に基づく部分です。この行政財産以外の全ての財産を普通財産と呼びます。当

然、申し訳ございません、職員の方々に明らかに釈迦に説法みたいな言い方なのですけれども、

なかなか行政財産、普通財産とかいう使い分けをしませんし、町の財産は町の財産で全てが等し

いと考え方をおもちの方もあろうかと思いますけれどもやっぱり使途等によってその取扱いが違

います。当然、普通財産は、貸付け、交換、売払い、譲与、若しくは出資の目的として私権を設
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定することもできます。当然、この売払い等も絡んできますので、条例の制定や議会の議決とい

った手続きも踏まなければならない部分がございます。それは地方自治法で当然定められており

ます。要は行政財産でなく普通財産、その用途によって対応ができるという財産について、まず

１点目として、地目別に筆数や面積等もしおわかりでしたら、お知らせいただきたいと思います。

もしよかったら、その中でも私知りたい部分としては宅地に属する部分ですので、よかったらお

知らせください。 

総務課長（佐々木忠生君） お答えしたいと思います。 

小国町の普通財産の総数。これにつきましては３７３筆の面積は平米で言いますと５２５万４

千３９.６８平米、ヘクタールで言いますと５２５ヘクタールということになります。その内訳

といいますか、山林につきましては、６５筆、４５３ヘクタール。これにつきましては、水上村

の２筆、４４ヘクタールも含まれております。それから原野につきましては、６０筆、５２ヘク

タール。宅地につきましては、後ほどまたお話ししますけれども、１２６筆の８ヘクタール。雑

種地、９４筆の６ヘクタール。学校用地８筆の２ヘクタール。これは旧下城小学校、旧小国中学

校寄宿舎女子寮、それからサポートセンター悠愛の場所になります。それから、その他といたし

まして、境内地、公園、公衆用道路、水道用地、墓地、用悪水路等を含めて、２０筆の５ヘクタ

ールとなります。宅地につきましては、ちょっと大字ごとではございますけれども、宮原地区内

の宅地といたしましては、２４筆の２.６ヘクタール。宅地だからなかなかヘクタールというの

は難しいもので、７,８３８坪という単位になります。大字上田地区につきましては、１７筆、

これは約１ヘクタールの２,９１５坪。北里地区、これにつきましては、１７筆の１.１ヘクター

ル、３,４６８坪。西里地区につきましては１９筆の０.９ヘクタール、２,７００坪。下城地区

につきましては、１３筆の１.２ヘクタール、３,６０１坪。それから黒渕地区につきましては３

６筆の１.５ヘクタール、４,４６５坪となっております。 

以上でよろしいでしょうか。 

４番（久野達也君） ありがとうございます。このように山林については私ども新人議員、１回生

議員、実は先月だったですかね水上のほうの町有林も視察にお伺いさせていただきました。広大

な面積の中にヒノキを中心に育林がされておりました。いわゆるこの普通財産が宅地の全てを網

羅して意見を述べたい部分もあるのですけれども、活用という部分で山林については当然、管理

をし伐採をし収益を上げるという部分で目的に沿った活用かと思います。宅地の部分について大

字別に聞かせていただいた意図としまして、単純に例えばそこに宅地があって１年間に例えば空

き地の草を切るとかいう単純な維持管理だけで済まされている宅地が多分にあるのではないか。

それらを、普通財産ですので何らかのかたちで活用出来ないかな。先ほど、都市再生特別措置法

の中でも言いましたように、例えば何らかのイベント広場として自由に使っていいですよという

ような町は土地を提供する、地域の方々あるいはいろんな団体の方は、そこを活用して何らかの
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活性化を図っていく。そういう組合せもできるのではないかなと思っております。ですから、こ

の普通財産の管理状況や今後の管理方針は、やっぱり方向性をまとめておく必要があろうかと思

います。中には、もう逆に売り払って民有地化することのほうが地域に貢献度が高まると判断す

れば、それも行政判断としてはいいのではないかなと思います。ただ思うのは、単純に普通財産

がそこにあるから町に分けてください。ああそうですね、分けましょう。こんなのではいけない

と思うのです。やっぱり整理して、これは売却可能資産なんだと。例えば、どなたが見ても見れ

るかたち、見えるかたちにして管理しておいて、そして、その情報は住民の方々が知っておいて、

そして活用しようという方が町に申入れができる、あるいは町のほうから働きかけて、公売会、

いわゆる入札会を行い払下げを行うとか、そういう道筋もあってもいいのではないかなと思って

おります。当然、財産の処分ですので議決も必要でしょうし、その目的も明らかにしなければな

らないと思いますけれども、そういった意味合いからもこの情報の開示や払下げ計画あるいは入

札会の開催などを含めたところで、普通財産の管理計画を定めるお考えがあるかどうか、お尋ね

いたします。 

総務課長（佐々木忠生君） この件につきましては、平成２９年度だと思います。議会運営委員会

の議員の方々だったと思いますけれども、町有地の売却に関する協議ということで１回お話が上

がったかなと思っております。また元年の６月議会でも、議員の方からの一般質問で宅地として

利用できる町有地について検討してみてはと御意見があったかなというふうに思っております。

このような経緯を踏まえた上で先人たちから受け継いできた貴重な財産でありますけれども、将

来にわたり町が利用する見込みのない物件については、町有地周辺の土地の所有者、周辺住民、

それから議員の皆様の御意見を伺いながら、売却可能資産の整理、管理を今後行っていきたいな

というふうに思っております。 

以上でございます。 

４番（久野達也君） 今総務課長おっしゃいましたように、やっぱり土地ですので歴史があります。

先人たちが確保して将来的に活用しようということで求めた土地もあろうかと思います。それら

の意思は組みながらもやはり現状に合わせたところでどう対応、対処していくのか、これも私た

ち現役世代の課題かなとも思っております。ぜひ、この普通財産の管理について可能であれば売

却可能資産として整理ができればも含めますけれども、それらを考えこの公有地、町有地が地域

の活力となるようにお願いして質問を終わります。 

町長（渡邉誠次君） 御質問ありがとうございます。 

今総務課長が答えたそのままでありますけれども、議員の皆様方に改めて６年前でしたですか

ね、御提示差し上げましたけれども再度お示しをさせていただいて、まずは議員の皆様に勉強会

を開かせていただきたいとも総務課の中で考えておりますので、どうかよろしくお願いしたいと

思います。お世話になります。 
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議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。次の会議を１時５５分から行います。 

（午後１時４０分） 

議長（松﨑俊一君） はい。それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時５５分） 

議長（松﨑俊一君） ７番、西田直美議員、登壇をお願いします。 

７番（西田直美君） はい。令和３年第２回定例会一般質問をいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

今回の質問は、第２期小国町ＳＤＧｓ未来都市計画及び第６次小国町総合計画基本構想につい

て質問をいたします。まず、今回の質問の目的です。小国はみんなでＳＤＧｓ、それからおぐチ

ャン、それから小国町の広報、広報おぐにでもあちこちで小国の町民の方々がＳＤＧｓについて

周知されていることは皆さん御存知のことだと思います。ＳＤＧｓ、ＳＤＧｓ、最初聞いたとき

は何のことやらと思っていたのですが、結構耳に入ってくるようになりました。小国町以外でも

全国的に展開をするようになってきたので、言葉自体はＳＤＧｓ知っています。ところが、ＳＤ

Ｇｓってでは本当に町民に浸透しているのだろうか。それから、誰が何のためにこれをやるのか。

それから、具体的に私たちは何をすればいいのかということ。それを、今回の質問を通して町民

の皆様に本当の意味でのＳＤＧｓの理解をしていただいて、町の総合計画とともに参加をする取

り組みのきっかけになればと思います。そう思って今回の質問はさせていただきますので、答弁

よろしくお願いいたします。 

まず、ＳＤＧｓ未来都市とは、国連が２０３０年までにやる気候変動なんかに伴う地球環境の

変化に対していろんなことをやっていこう。それは、気候だけの問題ではなくて産業の問題であ

り人権の問題であり教育の問題でありというところでいろいろな取組みの目標１７項目、それを

また細分化したものを目標として上げました。日本でもいち早く小国町は２０１４年に環境モデ

ル都市に参加し、それから２０１８年にＳＤＧｓ未来都市となりました。また、２０１９年には

地域循環共生圏づくりの選定団体にも選ばれております。そして、昨日の議会のときに提出され

たものが、ＧＳＴＣというものを昨日言われました。ＧＳＴＣというのは、グローバル・サステ

イナブル・ツーリズム・カウンシルというのですが、要するに国際的な持続可能なツーリズム、

観光のほうの協議会で全国８団体のうちの一つに選ばれましたということで昨日御報告をいただ

きました。いろんなところで小国町は全国的にこういうものに参加しているわけですけれども、

では、これまでのもので共通することは一体何なのか。何をしているのか。これまでの成果は何

なのかというところをお伺いしたいと思いますのでお願いします。 

町長（渡邉誠次君） 詳しくは担当課長からまた御説明があるかと思いますが、大きく言いますと、

今までの共通することは、今までそれぞれ町長また町民の人たちがしっかりとこの小国町の自然

を守ってきていただいて、この守ってきた自然を大切にしてこの地域で人々が暮らしまたその暮
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らした今の産業、そして暮らし、文化、自然を次の世代に受け継いでいく、これが一貫して共通

していることだというふうに思っております。まさに宮﨑町長が始められたツーリズムという概

念はＳＤＧｓの未来都市、そして環境モデル都市含めたところで自然それから産業そして教育こ

のバランスをしっかり保っていくということがツーリズムの概念にありますので、その部分は非

常にＳＤＧｓ未来都市として小国町が取組みやすい方向性ではなかったかなというふうに思って

いるところです。 

また普及のほう、こうやって西田議員もしていただいてありがたいというふうに思っておりま

すが、さすがに、ＳＤＧｓ、サステイナブル・デベロップメント・ゴールズ。これ、なかなか難

しいと思います。私もいろんなところで、高齢者の方とか町民の方とかいらっしゃるときには、

Ｓ、さあみんなで、Ｄ、できることから、Ｇ、頑張って、Ｓ、幸せになろうというところで、１

人ではなくてみんなで幸せになりましょうというようなところで御説明をさせてもらっています。

概略、間違ってはないのではないかなというふうに思っておりますし、私はそういうふうに言っ

ておりますけれども、町民の皆さんではＳＤＧｓの言葉尻といいますか標語といいますか自分で

作っていただいてもいいと思っておりますが、１人ではなくてみんなでというところだけは共通

してやっていただきたいなというふうに思っているところでございます。成果に関しましては課

長がお答えすると思いますけれども、先ほどのＧＳＴＣこれも環境モデル都市それからＳＤＧｓ

未来都市に選ばれていなければ採択はされてないというところでもありますし、環境モデル都市、

ＳＤＧｓ未来都市に選ばれた時点で小国町は前の宮﨑町長よりも以前かもしれませんけども、自

然と産業と教育をしっかりとバランスよく保ってきたからこそ、そういったモデル都市に選ばれ

てきているというふうに私は考えておりますので、着実に受け継いで次にお渡しをしていきたい

というふうに思っております。 

以上です。 

政策課長（石原誠慈君） すみません。私のほうからは成果の部分についてお話をさせていただき

ます。まず、今町長のほうからもありましたように、成果として環境モデル都市それとＳＤＧｓ

未来都市それから地域循環共生圏のこれまでの成果ということで取組みもあわせてお話をさせて

いただきます。小国町では地域資源である地熱やバイオマスを活用し、地域内の供給を図り持続

可能な低・脱炭素社会の中を目指すビジョンを掲げて環境モデル都市に制定をされております。

最初のＳＤＧｓ未来都市、応募が行われた平成３０年に小国町はＳＤＧｓのゴール都市である町

の２０３０年のあるべき姿として地域資源、地熱と森林を生かした循環型の社会と産業を創設し、

将来にわたって持続可能な町を描いた提案を行いＳＤＧｓ未来都市への選定を受けて、今年度か

ら第２期となる計画をスタートさせております。この中での今度は成果になりますけれど、具体

的には環境モデル都市からこれまでの成果としましては、まず一つ目が一般財団法人学びやの里

や小国公立病院、悠和の里での薪やチップボイラーなどの導入に至っています。特に学びやの里
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では林地残材を燃料にその対価を地域通貨として発券し、地域資源の活用になる環境と経済を循

環するシステムを確立しております。また、２０１６年、平成２８年でございます。小国町とパ

シフィックパワー株式会社、それと肥後銀行、熊本銀行、その他団体で新電力会社のネイチャー

エナジー小国株式会社を設立して自然由来の電力を町内に供給しエネルギーの地産地消を図って

おります。そういったところで、成果を出しているところでございます。 

以上です。 

７番（西田直美君） 第６次小国町総合計画基本構想というのが２０２１年から２０３０年まで、

それの前期基本計画というのが２０２１年から２０２５年までの基本計画が出ております。この

中に、先ほど町長もおっしゃいました小国町のビジョンについてというところで、４つの構想と

いうのが出ております。目標とすること、「１.先人たちの経験・知恵・伝統を引き継ぐために」、

「２.今を生きるすべての町民のために」、「３.次世代を担う子どもたちのために」、「４.世代や

地域、関係者の垣根を超えた交流のために」、というこの４つの軸に従ってということで、当然

これも総合計画が１番町の基本になるのですが、小国町未来都市計画というところでの第２期小

国町ＳＤＧｓ未来都市計画というこの中に、オール・フォー・ザ・ネクストとありますがこれも

一緒に掲げて共通する目標は同じであろうと思います。その中で今課長もおっしゃいましたが、

２０３０年のあるべき姿というところで特色ある地域資源、当然小国のことですので地熱と森林

になりますが、これを生かした循環型の社会と産業を創出し将来にわたって持続可能なまちを創

る。これは実践可能なモデルを提示することが可能なまちであるというふうにあります。この持

続可能なまち固有の経済社会システムを確立し、実践可能なモデルを提示するということが可能

なまちというところで言いますと、２０１８年にＳＤＧｓモデル都市に選ばれて今回でちょうど

真ん中あたりの３年目になります。これまでに例えばどのようなモデルをつくり上げてきたのか。

それが町民の方たちにとってどのような利点があるのか。先ほどのお答えの中にありましたバイ

オマスボイラーであるというのを使われたということがありますが、それはもちろんメリットで

あると思います、成果であると思いますが、それが一人ひとりの町民の皆さんに実感として、私

たちはこれが出来たからよかったなというような実感を持って感じられているのか。感じられて

もしいないのであれば、それはどのようにして周知していったらいいのか。リテラシーの問題と

いうのはかなりあると思うのです。その辺のところをちょっとお聞かせ願いたいのと。 

もう一つ、町民とか事業者の活動が自立的経済活動として持続する仕組み。当然構想とかとい

うのは、目指すところですし理想とするところを書いてあります。だから、どうしても概念的に

なってしまうし一応大枠でくくった、こうあるといいなということにしかならないのですが、や

はり私たちが知りたいのはまず一歩をどこからスタートするのか、何をやったらいいのかという

ところだと思います。その自立的経済活動として持続する仕組みというのは、例えば一つでも構

わないのでどういうことであるかということを教えていただきたいです。 
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町長（渡邉誠次君） 大きな話ですので、私からも概略をお話ししたいと思いますけれども、今ま

でのモデルのかたちからというよりも、２０３０年度までに目標とするあるべき姿の中で、地域

循環共生圏事業、先ほど西田議員からも説明ありましたけれども、地熱とバイオマスを使っての

地域循環共生圏事業の中でやはり小国町では先人の方たちがしっかりと大切に守ってきた自然、

それに起源を有する資源があります。それが、大きくは地熱であり森林であるというふうに思っ

ております。現在では、バイナリー発電が小型ですけれども５０キロ以下でも４か所、それから

フラッシュが１か所、今構想も少しありますけれども、こういったエネルギーを使っての地域循

環共生圏事業を考えておりますが、ただこれには行政として非常に大きなリスクを払う可能性も

あります。このリスクをからってまでやらなければいけない事業なのかどうかは、今からしっか

りと考えていく必要がありますが、スタート時点でのＳＤＧｓの未来都市という選定をいただい

た時点では、それが際立って表に出ていたような状態ではありますが、例えばこの地熱発電を利

用して自営線と言いますが、自分たちで電線を張って災害のときにも強い電力供給網をつくって

いくというようなドイツではシュタットベルケといいますが、しっかりと売電も含めて行政がそ

こで言う自立可能といいますか、持続可能なというところでは似ているのかもしれませんけれど

も、そういった事業をしていくというかたちの選択肢はあります。選択肢はありますが、それを

選択するとやはり非常に大きなデメリットもあるかもしれませんし、リスクもからいますので、

そこをどう選択していくかが今から町が大事にしていかなければいけないところではないかなと

いうふうに思います。それから、町民の皆様にどれだけのメリットがあるのかというところであ

りますが、北里柴三郎博士でもそうです。先ほどの地熱発電でもそうです。ＳＤＧｓの未来都市

でもそうですけれどもやはり教育の部分だったりそれから自治体の行政の啓発と言いますが研修

の部分でこちらにきていただくようなかたちで、今から仕組みづくりを町のほうでは観光という

概念だけではなくて教育それから研修旅行といったようなところで構築していく中でこのＧＳＴ

Ｃ、グローバル・サステイナブル・ツーリズム・カウンシルというのが入ってくるというふうに

思っておりますし、こちらもＳＤＧｓ未来都市に基づいてというところでありますので、全てが

全体的に小国町の今御説明にあった前期基本計画、大きくは小国町の総合計画の中でのっとって

地域の資源をしっかり使いながらＳＤＧｓ未来都市の中でＧＳＴＣ若しくはいろいろな事業を使

って地域の中でお金もそうですけれども経済と自然と暮らしとを落とし込んでいく。こういうし

っかりとした大きな概念の中で、具体的に小分けをしていくような考え方で持っていきたいとい

うふうに思っております。まさにそこを使って町民の皆さん事業所の皆さんが加わっていくこと

によってより魅力のある地域が出来上がってくると思うので、その部分ではもちろん行政だけで

はなくて地域だけではなくてやっぱり１７番のパートナーシップ１番ありますけれどもしっかり

と外からのお力もいただきながら、総合的につくっていくというところが小国町のモデルに今か

らなっていくのではないかなというふうに思います。ただ、わかりにくいのでＳＤＧｓ未来都市、
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地域循環共生圏というような端的なお話にさせていただいておりますけども、やはり町としては

ＳＤＧｓ未来都市に基づいた総合力こちらでモデルをつくっていきたいというふうに考えており

ます。 

以上です。 

７番（西田直美君） お話はよくわかりました。先ほどのような答えの中で、行政の抱えるであろ

うリスク若しくはデメリットについて説明もう少し具体的にお願いします。 

町長（渡邉誠次君） 例えば自営線を張ると先ほど言いましたけれども、電線を張っていくと。町

内に電線を張ると考えたときに、例えば３分の２ほど環境省からお金はいただけますが、多分１

００億ぐらいかかると思います。１００億で例えば３３億ぐらいの自己財源を使ってその自営線

を張ることが本当に将来にわたって、小国町にとってリスクを払わないでいいことなのであれば、

多分今までも北里町長の時代になされているのではないかなというふうに思っておりますが、や

っぱりそこあたりは考えていかなければいけないと思います。確かに防災にも強い、地域の魅力

にもなるというところでありますが、一種の賭けみたいなところは実際出てくるというふうに思

います。どういったかたちで今の資源を上手に小国町にとってプラスに持っていくか、ここの選

択は非常に大事であるというふうに思っておりますので、今は自営線の話だけしましたけれども、

いろいろと地域を開発するだけでもメリットもデメリットも両方あると思います。ですので、し

っかりとそのバランスを今まで私が答えてきたとおりと思いますけども、自然と開発のバランス

はしっかり考えていかなければならないというところが私の持論でございます。 

以上です。 

７番（西田直美君） わかりました。リスクで言えばもう既に小国に今５社、地熱発電の井戸を掘

ったりとか調査をやったりしているところもありますしそういうものに関してもそうですし、メ

ガソーラーとかそういうものに関してもかなりリスクはリスク、これがこのままメリットだけで

終わるとも思えないし実際に被害が起きていることを考えればデメリットであったのかもしれな

いしというと長期的なことはなかなかわからない。その時、その時でよかれと思ってやっている

ことでもなかなか思うようにいかないことというのはありますので、そういうリスクは常に背負

ってるものだろうというふうには考えます。その中で、旧西里小学校、これがよく私２年前に議

員になったときから旧西里小学校がというのは何回も聞いたのですが、ＳＤＧｓ推進の研究交流

拠点整備として旧西里小学校の修繕に令和４年度５千万円かかります。それから令和２年から６

年にかけて、これはＥＳＤ推進で１千１００万円というのが入っております。素朴に疑問に思う

のです。旧西里小学校の形とか私もとても魅力的だなというふうには思いますが、雨漏りがする

であるとか、場所としては町の中心から大きく外れているところ、それを例えば令和４年度に５

千万円、令和２年から６年にかけてＥＳＤ、ＥＳＤというのはこれは教育関係のほうになるので、

教育委員会のほうになるかとは思いますが、１千万円かけてやる。それを拠点整備する理由は何
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であるのか、それから町民がどのように使えるのか、災害のときに地元の方たちが避難する場所

とかとしても使えるというのは書いてはあったのですが、大きくいろんなところを読んでみます

と、どうしてもその拠点整備で交流であるとかというふうに書いてあるのですが、ではこれは町

にとってどういうメリットがあるのか、町民の方がそこにどれくらい滞在できるのかということ

に対してはかなり疑問が残るところですので、それについて教えてください。 

政策課長（石原誠慈君） 今の御質問ですが、私のほうからは旧西里小学校の進捗状況というか、

これから進めていく上でのお話をさせていただきたいと思います。まず、昨年度から活用に向け

たプロジェクトチームを設置しまして、活用案について検討を続けているところでございます。

活用に向けては、課題が大きく二つあると考えております。まず、一つ目はどのような活用を行

っていくかということが一つ目にあると思います。もう一つは、校舎の劣化による修繕、改修が

二つ目にあるのではないかと考えております。まだ、この活用方針につきましては建物が学校と

して設けられたものであることから、環境教育をはじめとしたＥＳＤ推進、これが持続可能な社

会を担う人材育成の推進の拠点として活用に向けて具体案を作成しているところでございます。

これが活用方針という方向性です。もう一つが修繕につきましては、現在の旧西里小学校は、地

域の防災拠点としても位置づけておりますので、最低限修理はいずれにしても必要かと考えてお

ります。恐らく修繕に向けた現状把握調査そして実際に修繕工事にいくという流れになると考え

ております。この修繕費が恐らくどれぐらいかかるのかがまだはっきりはじき出されてはおりま

せんが、費用を投じて活用していくためには建物の明確なかつ日常的な活用方針が定まっていく

必要があると考えております。 

以上でございます。 

７番（西田直美君） 第６次総合計画前期主要事業計画表というのをいただいておりますが、それ

の中で、旧西里小学校の５千万円、令和４年度。これは防災拠点である旧西里小学校校舎の修繕

工事を行い、地域住民の防災面における安心と安全を確保するとともに、常時の活用が可能な状

態にするということで、５千万円が入っております。それから、これ全部で１５６事業あるわけ

ですが、そのうちのもう１つが、小国型ＥＳＤ推進事業。小国町におけるＥＳＤの推進とその拠

点となる施設として旧西里小学校の活用を進めるというところで、令和２年度から始まって今年

度が３００万円、来年が４００万円、その次が４００万円の計１千１００万円でやるということ

なのですが、ＥＳＤでいけば例えば小国の町の学校でいえば、去年私も中学生７年生の子供たち

がＳＤＧｓの勉強をするというところでジェンダー平等について話を聞きたいということで学校

に呼ばれて行きました。子供たちがもの凄くよく勉強している、学んでいるなということを実感

しました。ＳＤＧｓをこの子たちは、こんなにいろんなことを取り組んでいるのだと。質問され

るのでこちらは答えるのですが、ちゃんとこちらのほうからした質問に対してきちんと答えるこ

とができる。ということはやっぱりちゃんとお勉強してちゃんと考えているということがよくわ
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かりました。例えば、この旧西里小学校をそういう小中学生、高校生たちが使うような場所とし

ても考えていらっしゃるのですか。 

町長（渡邉誠次君） 教育委員会の管轄っぽいですが、実はこの部分は政策課のほうで考えており

まして、まだＥＳＤにはたどり着いていないというような状況です。ただ目標としては、西里小

学校を活用していこうというチームと協定を組まさせていただいて、Ｉ.Ｄ２２というところと

提携を結んでおります。その中で、最終目標としてＥＳＤに取り組んでいきたいという方向で話

をしております。そもそも論からちょっとお話をさせていただきますと西里小学校、真ん中にド

ームみたいな形の空間がありまして、その周りに教室が点在しております。あれは、バックミン

スター・フラーという方の設計の影響を受けております。このバックミンスター･フラーという

方は、皆さん御存知かもしれません。ノースフェイスという会社のドーム型のテント、あれと同

じ骨組みなのです。それの影響を非常に受けているところでありまして、設計をされた木島先生。

木島先生もバックミンスター･フラーの影響を非常に受けていたというところもあって、お話を

進めさせていただいております。私はこの場でも町長にさせていただいてから西里小学校をどう

にか活用させていただきたいと、１年、２年ちょっと様子を見させていただきたいというお話を

させていただきました。その中でＩ.Ｄ２２と提携を結びながらまだ予算は付いてない状態では

ありますけれども、いろいろな動きの中でノースフェイスの本社のほうにも東京にありますけれ

ども行かせていただいてノースフェイスにちょっとお力をいただけないかとか、そこが考えられ

たり、またＩ.Ｄ２２もちろんそこがないとノースフェイスまでたどり着いておりませんので、

そういったところも含めて活用を考えさせていただいて、ドーム型の場所の空間あれは非常に自

己主張がすごく強い空間だというふうに僕も思っておりますし、宮﨑前町長とお話をしたときに

も強い思いを持っておられましたので、どうしても北里町長と同じようにあの空間を使っていき

たいと、また地域の人たちに活用していただきたいという思いがありますので、今の現時点では

予算は付けておりませんけれども活動の中で西里小学校をどうにか使っていきたいと。やっぱり

どうしてもドーム型の球体の部分は雨漏りとしては非常に弱くて、もう当初から結構雨漏りして

おりました。あれを放っておくとやっぱりだんだん悪くなってくるのでいずれかは修理をしない

といけないのですが、その当時建てた木島先生に携わっていたお弟子さんではないですけれど右

腕の方になられると思いますがそういった方を訪ねていってその木造の球体の部分、バックミン

スター・フラーの影響を受けたこの球体の部分をどうにか改修して使えるように出来ないかとか、

熊大の先生のところに行ってどうにか活用出来ないかという御相談をさせてもらっています。そ

の中で計画を上げさせていただいておりますが、財源はまだ決まっておりません。もちろん、財

源を確保していないと一般財源でどんというわけにはいかないというふうには私も思っておりま

すので、きちっとした空間を利用する中で、またいろいろなパートナーシップを伴う中で、例え

ばノースフェイスとかいろいろな人たちと一緒になって西里小学校をやっぱり子供たちのために
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使っていきたいなという思いの中での今、計画を上げさせていただいているというのが正直なと

ころです。 

以上です。 

７番（西田直美君） 大変魅力的な建物だということは私も同意します。ただし、小国いろいろ魅

力的な建物があります。小国ドームもそうですし木魂館の建物もそうですし、ゆうステーション

の建物もそうですが、私の聞いたところでは結局オーダーメイドで修理をする時が全てオーダー

メイドになるがためにコストがものすごくかかると。簡単なものにしておいてもらったら楽だっ

たのになというような方もいらっしゃったりとか、昔住んでいたところの知り合いの一級建築士

の方が小国ドームを見に行きましたと。すごいなと思いました。ネガティブなことを言うのはい

かがなものかと思うのですが、まずその方は一級建築士なので思ったのが、これ修理するは大変

だろうなというのが第一印象だったそうです。それは新築のときにきてもそう思ったと。これは

先々のランニングコスト半端ではないぞという思いを持って帰ってきました。建物自体はすばら

しいものでしたということを言われていました。だからそれを維持管理するための費用というも

のをどこから捻出するのか、どの程度かかるのかというところの見込みは、今後ともに必要なと

ころではないかというふうに思います。 

次、もう一つなのですが。もう一つ、２０３０年のあるべき姿の中に、ネイチャーエナジー小

国株式会社が取上げられております。ネイチャーエナジー小国株式会社ということです。先ほど

政策課長からもちょっと御説明がありましたが、なかなか町民の方でネイチャーエナジー小国株

式会社のことを御存知の方は非常に少ないのではないかと思うのです。皆さん御存知ですかと言

って、それは何ですかという方のほうが多いと思いますので資料を私は持っていたのですが置い

てきましたので。政策課長、どういうものかというもの、小国町が３７．何％ですかね、１番の

株主にはなっておりますが、先ほど言われたようにパシフィックパワーという会社が小国町に準

ずるところでの株式保有を持っております。それ以外にもいろんなところが入っているのですが、

それがどんな会社なのか、何をやっているのか、今後の方向性はどのように考えているのかとい

うことについてお話ください。 

政策課長（石原誠慈君） ネイチャーエナジー小国株式会社は、どのような会社かということの御

質問だと思います。まず目的としましては、再生可能エネルギーの地産地消の実現を目指すとい

うことが大きな目標でございます。自然由来の小国産の電力を町の公共施設や民間施設に供給し

エネルギーの地産地消を目指すとともに、そこで得た利益を環境政策や地域の農林業、振興等に

還元することにより地域経済の活性化、地域の発展に貢献することを目的とした会社でございま

す。設立が２０１６年、平成２８年８月に設立をされております。先ほど議員のほうからありま

した出資株主が、７団体です。出資率も一緒に。まず小国町、出資率が３７．８％でございます。

次にパシフィックパワー、先ほどから出ていますこれが３７．２％。それと肥後銀行、熊本銀行、
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ＪＡ、小国町森林組合、わいた温泉組合、これは各５％の出資率となってございます。この会社

の地域への貢献度といいますか、これは一つ目に民間企業への電気料金の値下げというところが

１番かなと思っています。直接的には、町内の民間企業を対象に電力の販売を行い電気料金の引

下げに貢献をしている、これが一つ目です。次に、イベントの協賛等。販売利益の中から町へ電

気自動車の寄贈やイベント等開催時において協賛等を行っていただいております。それと省エネ

診断なども行っていただいております。続いて、三つ目が先ほど出ましたドームのＬＥＤ化に町

内の事業者からの寄附を活用するとともに電気代削減額で照明のＬＥＤ化を行う事業に対しても

協力をいただいております。次に社協の再エネ導入の支援等も関わっております、小国町社会福

祉協議会による老人福祉施設建設に関しては、木質チップボイラー導入を中心に給湯や床暖房、

更には太陽光発電設備導入に対しての計画策定等において支援をいただいております。またその

ほかもありますが、以上のことでこの会社からいろいろな支援を受けているというところでござ

います。 

以上です。 

７番（西田直美君） ありがとうございます。 

ネイチャーエナジー小国株式会社、先ほどの９００万円の資本金でやっているのですけれども、

事業全体の状況というのは平成３０年度で夏季、夏の昼間のＪＥＰＸ高騰の影響があっていろい

ろあったのだけれども当初予定を上回る黒字を出したと。私もＪＥＰＸなんて何のことか知らな

かったのでちょっと調べたら、ジャパン エレクトリック パワー エクスチェンジといって要す

るに電気の株式会社みたいな株の取引きみたいなところで電気の売買をするというところで２２

２社が現在やっているらしいのですけれども、実際にネイチャーエナジー小国株式会社が先ほど

言われました再生可能エネルギーで地産地消を目指すのだから目指しているのですけれども、今

現在でＪＥＰＸで買うものが調達しているのが７２％、九電でやっていることが１５％なので、

温泉熱バイナリーでやっているのは６％だけなのですよね。だからこれをどのようにしてもちろ

ん増やすかということであろうと思うのですけれども、そのＳＤＧｓの目標でいくとＫＰＩとい

うこれは、キー パフォーマンス インディ ケーターと要するに目指すところというところなの

ですが、２０１８年の７月に地域ＰＰＳによる再生エネルギー発電施設からの電力調達割合とい

う契約電力量比というのが、２０１８年７月時点で３％です。それを２０３０年には５０％とい

うのが目標値として出ているわけですが、この根拠は３％から１２年間で５０％になるというと

ころの目標値の根拠を教えてください。 

政策課長（石原誠慈君） 今、議員のほうから御質問がありました、３％から２０３０年５０％に

なる根拠ということでございます。ネイチャーエナジー小国株式会社の設立目的にエネルギーの

地産地消が先ほどから出ています軸となっております。ＳＤＧｓ行動計画にある目標値５０％は

設立目的から買取りの電力の過半数を目指すべきとの考えから設定をしております。数値の設定



 

 41 

においては、細かな積み上げではない点は御指摘のとおりでございます。細かく積み上げたとこ

ろではございませんが、しかし目標値としてはやはり設立の目標、目的をあらわす数値を掲げる

べきではないかと考えております。その上で目標達成に向けての具体的な取組みだったり現在再

エネ率が伸び悩む原因としましては、一つの発電所から生み出される電力については販売先を一

つに限定するという決まりがあり、例えば町内に現存する２千キロワットの地熱発電所から買取

りを行う際にはその一部のみを買い取るということが出来ません。買取りの契約を結ぶ際には、

ネイチャーエナジー小国で買取りの電力を全て販売してしまう必要があります。現状では販売先

にそれほど大きな需要を確保出来ておらず、余った電力は電力市場への販売となります。この場

合の販売価格は非常に安くなるため、ネイチャーエナジー小国の経営が成り立たないというよう

な状況になっていくということでございます。今後においては、一般家庭への販売開始や新規の

民間企業といった需要家の獲得による需要の拡大と、小口の例えば５０キロ程度のバイナリー発

電業者や太陽光発電事業者からの買取りを確保して再エネ率を高めていきたいと考えております。 

以上です。 

町長（渡邉誠次君） 少し補足をさせていただきます。 

先ほど５０％の根拠というところですけれども、何も実は根拠がなかったわけではなくて、小

国町も自分のところで井戸を掘って発電をしようという計画が以前はそういう前提のもとに計画

があったというところもあります。エネルギーの今は供給の部分でお話をさせていただきました

けれども、九州電力がしております水力発電、それから風力発電、太陽光、もちろん地熱、それ

から小水力とかバイナリー発電とかいろいろありますが、それ全てほとんど小国町で発生してい

る電気は再エネで発電をしております。地域の消費量からいくと２３０％の供給量があると、も

うこれたまたまです。小国町が努力したわけでもないですが、地域の資源がそういうところとい

うところで、ちょっと御発言させていただきます。ただ、それを小国町のネイチャーエナジー小

国が買い取って売電先がそれを全部供給できる販売も持っていれば当然そういうことも可能です

が、もう単純に言うと。ただ、それは今のところはできないので、まず売れる部分に合った電力

を供給していただいているという状況から今３％でしかできていないというところでございます。

これから先、売電が非常に可能になって活発化して小国町全体で取り組んでいくという方向だっ

たりとか、小国町だけでは足りませんので他の地域で売電ができるようになるという可能性が深

まってくれば、再エネの率も５０％により近付けていける可能性はありますが、その部分に特化

して今努力をするというよりも、今の現時点ではネイチャーエナジー小国のところで利益を産ん

だ部分で例えば車を買っていただくとか、例えば先ほども言いましたように再エネを申し込むと

きのコンサルの部分で入っていただくとか、いろいろなところでのメリットはありますのでそう

いったところをきちっと生かしていきながらもちろん５０％の根拠であります売電も小国町とし

ては最終的には取り組んでいきたいなというふうに思っているところです。 
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以上です。 

７番（西田直美君） わかりました。 

さっき言われましたパシフィックパワー、このネイチャーエナジー小国株式会社は、政策課長

が社長になっております。実際にこれはポストが変わるごと人が変わるごと人事異動があるごと

に政策課長という方は社長になってということなので、実質的にはネイチャーエナジー小国のほ

うでやっているというようなふうにお話は聞いておりますけれども。では、その方向性なんかに

ついてということはもちろん当然町のほうとしっかり打合せをしてというか、今後の見通しを考

えた上での主導権は決してパシフィックパワーにあるというわけではないですよね。 

政策課長（石原誠慈君） 町が筆頭株主ということですので当然町が会社の方針の主導権は握って

おります。パシフィックパワーには、出資とともに料金の賦課や電気の売買といった業務につい

て委託を行っているところです。もともと会社の設立目的が地域内における再エネ、先ほどから

出ています地産地消とそれによる地域貢献にあることから小国に対しての地域貢献を目的として

いることは揺るがないということでございます。 

以上です。 

７番（西田直美君） はい、わかりました。 

次に、情報発信としてのというところで伺いたいと思います。では、ＳＤＧｓをいかにして情

報発信していくかというところの中にＳＤＧｓ未来会議それとかＡＬＬ九州プラットフォーム会

議というのがありますが、これもまた私自身も詳しく知らなかった名前は聞いたことあるけれど

それぐらいの認識しかなかったものですから、町の皆さんによく分かるようにというところでの

ＳＤＧｓ未来会議とＡＬＬ九州プラットフォーム会議、この内容と役割についてまず教えてくだ

さい。 

政策課長（石原誠慈君） 今二つの会議のことが出ましたが、まず一つ目、ＳＤＧｓ未来会議につ

いてということでございます。この小国町のＳＤＧｓ未来都市の目標達成に向けて、町長のほう

に提言していただく組織として設立をされております。これが２０１９年、平成３１年４月に設

置をされております。このＳＤＧｓの委員の選定に当たっては、学識経験者を含めて７名、例え

ばエネルギーとか森林、人口問題に関する町のＳＤＧｓ未来都市計画の内容や取組みについて、

それに関係する立場や意見から具体的な意見をいただける方にお願いをしております。任期は２

年でございます。それと、もう１つのＡＬＬ九州ＳＤＧｓネットワーク会議のほうですが、これ

は内閣府が事務局を務める地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームの分科会として、九州地

区から最初にＳＤＧｓ未来都市に選定をされました３自治体、北九州市、壱岐市、小国町が設立

をしたものでございます。もう現在は、そのほか全ての団体としまして１４団体が加入をしてお

ります。このＡＬＬ九州ＳＤＧｓネットワークでは、２０１９年度から各都市を持ち回りでフォ

ーラムの開催をしているところでございます。２０１９年８月に北九州で開催をしまして、小国
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高校生が発表をその場でしております。町の事業所の方々も自主的に参加をされております。そ

の後２０２０年２月には長崎県の壱岐市のほうでフォーラムを開催しております。今年になりま

して１月は、コロナ禍のため小国町ではリモート形式でフォーラムを開催し、町内外から２００

回線以上の聴取をいただいております。フォーラムでは小国中の子供たちによる発表や地熱事業

者による発表などがあり、多くの反響があったということでございます。 

以上です。 

７番（西田直美君） いろんなことをやっていますが、ＳＤＧｓ未来会議について先ほど７名でと

いうことでしたが、去年の段階でコロナがあったとはいえ１回しかそういう会議はやっていない

ということで、果たしてそれが機能しているかというと甚だ疑問なところはあると思うのです。

せっかくであるのなら、きちんとそれが意見がまとまるアイデアがまとまるというところで本当

の意味での提言ができるようなかたちと言ったら、ある程度頻繁に話合いもしないといけないだ

ろうし、情報収集は５人ぐらいの町民だけでできることであるかというとそこも難しいところで

あろうと思う。できるだけたくさんの町民が関わるその仕組みをつくるということが大事ではな

いかと思うのですが、より多くの町民が関わるようにするため行政とか一部の団体とかだけでは

なくて、いろんなところに入るのは構わないと思うのです。そこから補助金が出てきたりとかそ

れからネットワークが広がったりするということは悪いことではないと思うのですけれど、ある

程度たったこれだけど限られた人口しかいないところで、ましてやいろんな機能ができる人とい

うのが数少ない中でいかにそれをうまく回していくかということを考えるには、どういうふうに

すべきだとお考えでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） はい、政策課長は４月になったばかりで非常に勉強されていて大変かもしれ

ませんので、私のほうもちょっと加勢するといいますかお答えしたいというふうに思いますけれ

ども。 

ＳＤＧｓ未来会議のメンバーの方たち、中には町民の方もいらっしゃいますが学識の先生もい

らっしゃいます。もちろん、この第６次の小国町総合計画を策定する上でも、私もお電話もさせ

ていただきましたし、ウェブ会議といいますかウェブで情報収集したりというお話もさせていた

だきましたし、政策課の中でも相当重ねております。ＳＤＧｓ未来会議自体は、非常に回数的に

は少なかったかもしれませんけれども、非常に大きなウエートを占めているというところでござ

います。それから、ＡＬＬ九州プラットフォーム会議、これなかなか壱岐市と北九州市と小国町、

３地域でスタートしました。今全国では３０地域ありますが、ＡＬＬ九州プラットフォーム、こ

の３地域はまとまってフォーラムとかをするのですが、ほかの地域はまだなかなかつながってい

ないのが現状です。ただ、小国町はありがたいことに壱岐市から今回災害の関係で職員を送って

いただきました。これはＳＤＧｓ未来都市に参加をしていなかったら確実にもらえていなかった、

もらえるという表現がちょっとおかしいですが派遣していただけなかったものというふうに思っ
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ております。非常に１番厳しい時期に災害で職員を送っていただいて、６か月間、３か月、３か

月ですけれども送っていただいて、しっかりと小国町に貢献をしていただきました。もうありが

たいというふうに思っておりますが、このＡＬＬ九州プラットフォーム会議がなければ、こうい

ったところもないというふうに思います。やっぱりＳＤＧｓをつながっていく自治体間の中で、

１番大事なところは災害であろうがＳＤＧｓであろうが何のかたちであろうが協力体制を構築で

きるというところは非常に大きな点だというふうに思っておりますので、私としては、このＳＤ

Ｇｓの未来都市を使って様々な自治体やいろいろな事業所それから個人でもそうですけれどもつ

ながってまいりたいというふうに思っております。もちろん内容をより充実させていくためには

やるべきことはたくさんあると思いますので、できるだけさせていただきたいというふうに思っ

ております。フォーラムに関しては、この中でも熊谷議員は北九州のほうに赴いていただいて、

ご覧いただいたというふうに思っておりますけれども、議員の皆様方にもＳＤＧｓ関わっていた

だいて、たくさん町民の方にも今まで普及啓発していただいておりますので、ありがたいという

ふうに思っておりますけれども、小国町としてはもう言っていいと思いますが、１１月１７日に

小国町ＳＤＧｓの日をつくりたいと今思っています。まだ企画の段階ですけれども、もう表に出

して今から広報をかけていきたいなというふうに思っています。１１番はまちづくりです。１７

番はパートナーシップです。小国町ＳＤＧｓのパートナーシップ制度の中で、個人会員をＳＤＧ

ｓクラブ、事業所の会員をＳＤＧｓカンパニー、この２つでつながっていきながらいろいろなと

ころでやっぱり小国町の町民としてＳＤＧｓに関わっていくことによってメリットもそうですが

もう先ほど言ったように、さあみんなで、できることから、頑張って、幸せになろうというとこ

ろで、幸せになっていただくためにもたくさんの方に参加していただけるように、そして、より

多くの町民が関わるようになるべきには、西田議員が言われるように努力は重ねてまいりたいと

いうふうに思います。 

以上です。 

７番（西田直美君） 時間もなくなってきましたので、あともう少し。ＳＤＧｓの取組みの中で、

町民自身が新たな産業や経済活動を担うためには、地域の特性を活かすための知識・スキル・ノ

ウハウ等を身に付け、挑戦していくことが必要という項目があります。そのとおりだと思います。

新しい知識であるとかスキルであるとかノウハウを身に付けることはとても大切なことで、若い

方たちにそれは幾らでも挑戦していただきたいと思います。 

では、翻って今まで持ってきた先人の知恵をとか経験をとか歴史をとかいうことを考えたとき

には、既に持っている知識やスキルそれから経験を活かす経済活動、これを考えればならないこ

とだろうと思うのです。だから、今持っているもので使えるものがいっぱいあるじゃないかとい

うことを、もう少ししっかり見直すことこれも必要ではないかと思います。特にそれは高齢者の

方々にとってはすごく大事なことで、去年私一般質問でシルバー人材センターがあるからという
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ふうに答弁をいただいたことがあるのですけれども、要するに高齢者が今まで持っている知識と

かスキルを使って稼ぐすべができれば、経済活動っていうのは稼ぐってことですよね、それがで

きればいいのではないか。ただし、流通関係は出来ないからそれを面倒見る人がいればいいこと

だ。これだけ小国町が外とのネットワークがいっぱい出来たなら、それを考えることもできるの

ではないかと思うのです。新しいこととかキャッチコピーは幾らでもできるのですけれども、や

っぱり今持っているもの今持っている財産を大事にすることによって、もうちょっとみんながい

ろんな人が関わっていける仕組みをつくり出してほしいというのが実感として考えております。 

そして、最後になりますけれども、ＳＤＧｓというか総合計画の推進というのは先ほども申し

ました、行政とか外部とか一部の団体が行うことではないということですよね。多くの町民に周

知をして一人ひとりが自分の考えを持って行動できるということにすることが非常に大切だと思

います。アイデアはいっぱいあります。外とのコネクションも出来ました。ネットワークを作っ

ています。ところが、置き去りにされている町民がどれくらいいるかということを考えたときに、

そこもやっぱり一回振り返っていただきたいと思います。ＳＤＧｓは、小さなことから始められ

ると私も思っていて、昨日同僚議員からの報告にあった阿蘇広域行政事務組合ですかね。ここで、

年間３億３千万円小国から出しているというところで、何かというと小国町はごみがすごく多い。

ごみを出すのが多い。これがごみを出すのが少なくなれば、もっと負担金も減っていく。大きな

節約になるのだろうと思います。それだったら町のほうでコンポストを置きませんかとか、やっ

ぱり生ごみが１番問題になるとかというと、そういうこととかいうのももう少しきめ細かな周知

の仕方、ちっちゃなところでもいいからこれができるのではないですか、これから始めてみませ

んかとか、では私はこれをやったらいいのですねということを一人ひとりの町民の方が考えられ

て行動に移せるもの。大きなスローガンとはまた別なところでのきめ細やかさをつくっていただ

ければＳＤＧｓも推進していけると思いますし、それを自分が関わっているという実感を持つ町

民の方も多くなると思います。ぜひその辺をお考えいただければと思います。 

終わります。 

町長（渡邉誠次君） ありがとうございます。もうまさに私が今お話ししたそのままであると思い

ます。もう何回も今日は出ておりますが、第６次小国町総合計画前期基本計画の中にも、まず第

１の軸で、先人たちの経験・知恵・伝統を引き継ぐためにという軸をまず設けさせていただきま

した。そしてその次に、今を生きるすべての町民のために、そして次世代を担う子どもたちのた

めに。第４の軸として、世代や地域、関係者の垣根を超えた交流のためにというコンセプトを置

いておりますので、まさに西田議員が言われていた内容であるというふうに思っております。そ

してコンポストの件、非常にいいことだというふうに思いますが、薬味野菜の里ではもう既に同

じような形でコンポストではありませんけども循環型で堆肥も作っておりますし、コンポストで

の取組みもある団体ではされているところもございます。町としてもしっかりと見ていきながら
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その輪が広がっていくような取組みだったり、１１月１７日のＳＤＧｓの日にはいろいろな取組

みがまた表に出せるような施策を町としては取り組んでまいりたいなというふうに思っていると

ころです。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） 予定しておりました４人の一般質問が終わりました。 

これで、本日の一般質問を終わります。 

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 

明日、１１日は４名、穴見まち子議員、江藤理一郎議員、大塚英博議員、松本明雄議員の一般

質問と条例及び補正予算の採決になっております。 

本日はこれにて散会いたします。 

お疲れさまでした。 

（午後２時５５分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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署名議員（５番） 
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第 ３ 日 
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議事の経過（r.３.６.11） 

 

議長（松﨑俊一君） はい、それでは定刻になりました。改めましておはようございます。 

  本日は６月定例本会議３日目でございます。一般質問の２日目並びに討論、採決を控えており

ます。力強い質問及び慎重審議を御期待申し上げるところです。 

  ただいま出席議員は１０人であります。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。本日の議事日程につきましては、御手元に配付してありますとおりでございます。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１、「一般質問」。 

初めに、昨日に引き続き一般質問となっていますので直ちに質問に入ります。なお、本日の質

問者は登壇順に、穴見まち子議員、江藤理一郎議員、大塚英博議員、松本明雄議員となっており

ます。よろしくお願いします。 

それでは３番、穴見まち子議員、登壇をお願いします。 

３番（穴見まち子君） はい。３番、穴見まち子です。よろしくお願いいたします。 

改めましておはようございます。通告にありますように私は、手づくりの館、悠工房について。

それから、災害対応についてというところで質問をしたいと思いますので、皆様よろしくお願い

します。 

  私はこの小国町に住んでからもうすぐ４５年ぐらいになるのですけれども、この手づくりの館

は小国町にきてからしばらく小国町と全国的な展開で部落に公民館ができた頃とあまり変わらな

いころに手づくりの館ができたと承知しております。そこで一番思い出にあるのが手づくりの館

を使って２０年ほど前にツーデーマーチがありました。皆さん御存知の方と若い方は分からない

かもしれませんけれども、私はちょうどその頃、西里婦人会の役員をしておりました。その時私

たちが作っている味噌を使ってキノコ汁。それを使っての味噌を確保するミキサーを使って２回

ほどそれを大きく使って町の職員の方と婦人会大字全体で役員の方と作り木魂館それから遊水渓

で皆様に振る舞いをしたということをしっかりと覚えています、今でもですね。その味噌を作る

に当たって、時期的なものとその味噌が出来上がるまでには最低でも８か月ぐらいですかね。梅

雨を越した後１０月に作れば、夏の梅雨を越した頃から９月、１０月、１年ぐらいがちょうどい

い頃なのですけれどもちょうど漬かってツーデーマーチに出られる方にたくさんの方においしい

と言っていただいたことをしっかりと覚えているし、後ろにおられた私も当時ですね役場の方も

しっかりと今でも覚えているつもりです。そして手づくりの館は最初公民館ができたと先ほど言

いましたけれども、同時に何かしたらというところで味噌作りを前提にあそこで作り、そして作

ったはいいけれども保管場所がないというところで後ろの倉庫も一緒に造っていただいたという

のを聞きました。私たちは計画的に味噌を年間４回、正月、９月は作ってはいけないという昔か
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らの言い伝えで先輩のもとに長い間今も作っております。そして今は産業課の下で前は改善だっ

たのですけれども研究グループとして活動しているのですけれども、講習会には役場の方もきて

いただいてその許可を取りながら、やっぱりその作った味噌がおいしいので分けてほしいとか作

った容量と計画的なものをして皆さんに売ったり会員の方や多くの方が皆さん買っていただいた

りとですね、またそして会員の方の知ったところに注文をいただいたり。私も夏と冬に特にシイ

タケなどと一緒に遠くは埼玉のほうまで注文をいただいて送っております。また手作り味噌とい

うところで買われた方も大変喜んで使っていただいているし、そしてほかにもやっぱり自家製の

味噌で大体手づくりの館は売る場ではなく研修の場というのは最初は聞いていたのですが、やっ

ぱり多くの方が利用してたくさん喜んでいただいている。特に今年の春の小学３年生の味噌作り

体験ですよね。３年生が町からの依頼でちょうど私は議会だったのですけれども、それを作って

子供たちも大変喜んでいました。後に味噌出しの時にその感想文をいただいて、ほとんどの子供

たちが手作り味噌を自分で手もみで作る。そして、そのあと会員の方の味噌汁を味わってそうい

うところにやっぱりその手作りの有り難さ、おいしいといただいたところでやっぱりこれは食育

にも繋がるのではないかと思っております。私たち研究グループは、過去にも何度か小学校に赴

いて団子作りとかそれもしているし食改の方も私も行きましたけれども、中学校・高校と。地域

の高校生に対してこの食育をしっかりとやっているところです。 

この手づくりの館が６年後は保健所のほうからですね、売ることを目的にはできない。研修す

るところだったらいいというところなのですけれども、これから先６年後とはいえ今しておかな

いとなかなかどんなふうに進んでいいのか。それから私たちは今６０代ですけれども会員の方に

は７０代の方もいます。生涯現役で１００歳までというわけにはいかず８０歳ぐらいまでできた

らいいかなと思っているのですけれども、この６年後を踏まえて町はどんな支援をしていただけ

るのかなと思っておりますが、いかがでしょうか。 

産業課長（秋吉陽三君） はい。おはようございます。 

おっしゃるとおり手づくの館、悠工房につきましては、保健所より営業許可について指摘を受

け利用者会議等を行い改善に向けて協議してまいりました。 

  昨年１１月に阿蘇保健所と協議を行う中で食品衛生法の改正により、より要件が厳しくなると

いうことで今まで漬物あたりは熊本県の特定食品衛生条例で許可が出来たのですが、これが食品

衛生法による許可に変更されるということになっております。今まで手づくの館で申しますと農

産加工施設の中に味噌の営業許可と漬物の営業許可、これ２つとっていたわけですが、これが法

の改正によりまして１施設１営業許可ということになりましたので、従来どおり農産加工施設の

ほうに味噌の営業許可、現在もう利用がなされてない肉類加工施設において漬物の営業許可とい

うふうに利用団体、生活研究グループまた漬物製造の団体の方がいらっしゃいますので話をしま

して、今後の更新においては１つの団体が三つあったとしても営業許可１本ですよ。誰か代表の
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方でないと許可が取れないということで相談申し上げまして、来年度の最終の更新を行うように

協議を今整理しております。その許可を最後に営業許可が廃止となります。ですから議員がおっ

しゃるとおり許可の更新があった６年後は営業目的要するに販売目的じゃない自家利用であれば

利用ができますが、販売についてはできないようになります。今後は悠工房のほうも今、かりん

とうあたりのお菓子を作っている団体の方がいらっしゃいますので、この方たちも来年が許可の

更新を迎えます。本年今から協議を重ねながら許可を１本にし、また更新が最後の許可となりそ

の後営業許可が廃止ということになります。この背景には町有施設、市町村で所有する施設での

営業許可というのは今、県下でも小国町だけでございます。ほかの施設で営業許可がとれている

ような施設はございません。今後は営業を目的としない利用のみの許可となりますので、手づく

りの館、悠工房におきましてもまた特に手づくりの館、施設自体が整備されて３０年以上が経過

しておりますので改修等の検討もしなくてはなりません。また、営業許可廃止後の利用者に対す

る支援。今後はその支援策の検討が課題となると考えております。 

  以上です。 

３番（穴見まち子君） はい、ありがとうございました。 

それで、手づくりの館、悠工房の年間の利用する人数は分かりますか。 

産業課長（秋吉陽三君） はい。令和２年度の施設の利用状況で申しますと、手づくの館が１３団

体の利用で、利用日数５６日。延べ利用人数で２３９人です。悠工房が３団体の利用で、利用日

数７５日。延べ利用人数で２８５人となっております。 

３番（穴見まち子君） はい、ありがとうございます。 

手づくりの館も悠工房も、やっぱり手づくりの館は小学校からとても近いですよね。今、悠工

房はかりんとうがしていますけれども、一緒のときには小学生のかりんとう作りの体験もありま

した。ちょっと悠工房は遠いのですが、あそこで最初作っている私たちも悠工房で研修はできた

当時に手作りのピザとかジャム加工とかを役場の方のお世話で使っていたのをしっかりと覚えて

いるのですけれども、やはり子供たちのためにはジャージかりんとうと言えば水を一滴も使わず

に研究グループが立ち上げたお菓子であり今は個人の方が代表で作っておられますけれども、小

国といえばジャージー牛乳です。全国的に有名でとてもおいしいしヨーグルトもおいしいのです

けれども、そのようなところをしっかりと次の世代に伝えていくためには、手づくりの館も悠工

房もしっかりと特に手作りの館はもう先ほど課長が言われましたように古くなっております。隣

の肉類加工施設の後ろのほうは、衣類の洗濯とかあって使わないところは何十年も使っていない。

そこをもう少しコンパクトになかなか改良することはできないかと思っていますけれども、町長

いかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） はい、ありがとうございます。 

  穴見議員には冒頭からツーデーマーチのお話。そしてキノコ汁とか味噌作りをメインにお話を
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していただきましたけれども、やはりそれぞれの時代に時代背景がしっかりあるなというふうに

感じさせてもらいました。また、地域をつくってこられた方たちの部分では本当に頭が下がる思

いがいたします。私も地域の魅力それから地域の文化は手づくりの中にあるというふうに、人吉

の地域づくりの師匠の１人の方に教わった経験もあります。 

やはり先ほど課長から答弁があったように、食品衛生上の法的な部分そこをクリアしないとな

かなか次に進めないところが大きな課題ではありますけれども、町といたしましては具体的なと

ころをやっぱり詰めていくのは産業課のほうの課内で協議もさせていただきますし、地域の方た

ちとお話をしていかなければいけないと思いますけれども、一番大事なところはそれぞれのグル

ープの活動が円滑に進むように、次の方たちにきちっと技術だったり考えだったり気持ちを受渡

していけるような形で続けていただきたいなという気持ちは本当に持っております。ただ先ほど

から申します通り販売というところに関しては非常に厳しいところがありますし、やはりこれも

時代背景があって昔より随分と厳しくなっている部分がありますので、そこはやっぱり御理解を

いただかないといけないなというふうに思っております。ただ子供たちにおいて食育の部分この

あたりはもちろん家族の中で伝えることもたくさんあると思いますけれども、やはり地域の方た

ちが伝える地域の食育というものは非常に重要な要素があるというふうに思っておりますので、

ぜひとも私は続けていただきたいというふうに思っております。しっかりと話を私のほうはさせ

ていただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

３番（穴見まち子君） コロナ禍にあって今後コロナが落ちついた後に今、取りやめになっている

杖立温泉のイベント、それから小国町の秋祭り。そんな中に私たち研究グループも毎年何十年と

やってきました。最初は味噌と少しだったのですけれどもやっぱりお菓子作りだったり。その次

には、役場の方が私も肉類、惣菜と加工をとったときに産業の方がお弁当を出してはどうですか

といういろんな知恵をいただきまして、次にどんどん増やしていき杖立のイベントにもその大鍋

でできたのを持っていったりとかいろいろしてきました。そんなことというのは自分もなのです

けれども、私たちの子供、孫。今、高校生もそんないろんな町に対して小国高校生は人数はそん

なに多くはないのですけれどやっぱり体験をしてみたい。その食べ物でさっきも言いました食育

です。やっぱり小さい頃からずっと食べてきているものは、やっぱり大人になっても幾つになっ

てもおいしいと言っていただける部分は手づくりの館、悠工房にしてもかりんとう作り体験とい

うのは学校の中でしっかりと取り入れていただいて自分たちもできるところはそこを使うし、学

校での販売はできないかもしれないけれどやっぱりその体験が将来的に自分でもおやつ作る時に

あの体験があったからこそできるし、我が家でも今いろんなときにお菓子とか作って子供たちも

一緒に作っているのです、孫たちが。そんなときに思った時にやっぱり小国の最初造った加工場、

手づくりの館後で出来た悠工房は体験してみるととてもいいし、私たちの体験もあるのですけれ
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どもそのジャージーかりんとうといえば今高速に行けば必ずあります、基山ですか。そこにあり

ますので自分たちも作ってみてやっぱりジャージーって水も一滴も使っていない、先ほども言い

ましたけれども。その体験等は絶対に自分の生涯に対して必要な体験だと思いますので教育委員

会は関係ないことはないのですけれども、食育の部分でも皆さんにしっかりと伝えていったらど

うかなとは思っております。それから私たち研究グループが将来そこが売ることができないとい

った時にやっぱりこれは次の災害対応にもつながるのですけれども。 

  次に災害に入りたいと思いますけれども、災害の時にやっぱり何かをしたいと思ったときに今

は婦人会の横のつながりもない。だけど小国町には団体として婦人会を卒業して栄養教室を卒業

した方が入られる食改と更生保護。それから農協の女性部、研究グループとあと商工会女性部と

６団体の方がおられます小国町にはですね。今度７月２５日には女性議会がありますけれども、

多分多くの方がその施設が何かあったり町のこの町民センターを建て替える際に前の開発センタ

ーのときには１階に調理室がありました。そこで私たちは栄養教室を１年間受けました。そこで

食改にも入ったというところなのですけれども、もう今の時代大きくしなくても今はガスもいい

のですけれどもＩＨがあります。ＩＨはどこでも大体据えられるしある程度の広さがあればでき

る。今活動されている食改の方の今コロナ禍ではありますけれども、ひとり暮らしの食事の応援。

その中に今隣保館にあるところは一応改造してもらったのですけれども食改の方がいつも行かれ

ると３０人近く集まるのですよね。そしたらもうコロナの中では絶対いけないしコロナが収まっ

ても気を付けてそこでは使えないかなと思います。そんなことがあり女性議会の中でこの団体の

方も災害のときに使える台所というのがどこかにできないだろうかと。基本的には去年の７月豪

雨の時にボランティアで来ていただいたときは自分で弁当は持ってきたのですけれども、もし大

きな災害があったときにやっぱりこの６団体の方が一緒になって何かをしたいと思ったときに使

える施設といえば、今先ほど言われた手づくりの館。悠工房は使えると思いますけれどもそれが

古いということになれば、少し考えていただくことはできないかと思っているのですけれども、

町長はどうでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） はい。災害時の炊き出しボランティアというところの御質問ということで、

総体的にこれまでの経験上の話も含めてやっぱり災害のときには混乱をするというところで昨年

も同様ですけれどもなかなか横のつながりを作っていないと話ができていないというのは本当に

実情だろうというふうに思います。昨年は特に大きな災害、杖立温泉中心。全体的に小国町全体

ありましたけれども、災害のボランティアの方たちが殺到したというか集まったのは杖立地区に

かなりの数が集まりました。一番最高では１千人超えたというふうに思っております。実数は覚

えておりませんけれども、その時も災害ボランティアの方たちそれぞれが持参を食べ物について

はですね。飲物についてもほぼ持参をしておりました。地元の人たちが集まって自分たちで持ち

寄って食べるということはありましたけれども、そういったところでは昨年は炊き出しが必要と
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いうところであれば喜んでいただけたかもしれませんけれども、不可欠かというところでいくと

１番最初のプッシュ型は必要だと思いますけれども、ある程度落ちついてからの炊き出しという

形では前回はなかったというかほぼ出来なかったような状態だったというふうに思います。ただ

議員おっしゃられるように横の連携があってきちっと話がなされるようであれば炊き出しのボラ

ンティア等々もされると地元の方それから災害に遭われた方すごく喜んでいただけるというふう

に思いますので、その話はしていただきたいなというふうに思います。ただ１点、その時に今回

は水害というところで炊き出しに使える場所かなりありましたけれども、地震のときにはあそこ

の場所自体が用意をしていても使えるかどうかというところも分かりませんので、使える場所で

人数もその場所で分散していただいてというような方法で今までの災害が出たいろいろな地域で

も経験されているようです。やはり大きい人数が集まると大きい場所でという形もありますがそ

の人数を一旦さいていただいて、何か所かに分けて作っていただいて持ち寄る等といった考え方

もありますので、ぜひともお気持ち非常にありがたいというふうにも思っておりますし、町民の

方にも被災された方にも本当にありがたいことと思いますので、穴見議員中心になって話をまと

めてまずはいただいてぜひとも災害への対応というところでお話をしていただきたいし、できれ

ば私もそこに加わらせていただきたいなというふうに思っております。 

３番（穴見まち子君） ありがとうございます。 

私が１期目のときにその開発センターの後の町民ホールで台所が小さくてもいいからお願いし

ますとは言ったのですけれども、どういうわけかできてなかったのですよね。そこが一番婦人会

の方ほかの方もそうなのですけれどもできていないし各階ごとにＩＨはある。ＩＨのあの程度の

このくらいの小さいところですよね。それによってどのくらいのことができるか。それから切り

込みをしたりするところがないので。例えば小学校跡地、一番使えるのは下城小学校とか私も子

どもたちはそこを出していますのでそこだったり、西里小学校も広い土地があります。その中で

もやっぱり一番簡単なのはＩＨでできるところとちょっと洗ったりするところ大きなところでで

すね。町自体も災害に備えて簡単にできるところは作っていただけないでしょうかと思っており

ますが、町長どうでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） はい。ＩＨは確かに移動は簡単なのですが電源を確保するところが非常に難

しくて大体強いものだと１,５００ワットとか１,８００ワットと１台のやつありますので、なか

なかその場所に電力といいますか電気の容量をまた用意するとなるとちょっと大変なこともあり

ますので、その設備を設けるのであればやっぱり計画的に場所だったり施設設備を付けるのであ

れば年間どのぐらいそこの利用数があるとか、やっぱりその中では総務課も産業課もいろいろな

関わりがあると思いますけれどもやっぱり協議を重ねていった上で構築しないといけないという

ふうに思いますので、ここでは作りますとか作りませんとかいうお話はしませんけれどもまずは

先ほど言われた方たち代表の方たちもおられると思いますのでお話をさせていただいて必要な部
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分は気持ちとしてはよく分かるのですが、先ほども言ったように団体でたくさんで作るという方

法をとられるのであればぜひとも今の現時点でも杖立の防災センターそれから隣保館、学校もあ

りますし、いろんな地域でも災害の時は開放して設備を使う方法もあると思いますので、ぜひと

もいろんな知恵を出していただいて新たな投資というところも必要かもしれませんけれども、そ

れで何とかやりくりしていただけるところもあるのではないかなというふうに思います。 

以上です。 

３番（穴見まち子君） はい。ありがとうございます。 

  基本的に外にガスを置いてボランティアの炊き出しとかはすぐできますので、それは普段考え

ていると思います。今、町長が言われましたようにひとり暮らしの食事の応援であったり防災訓

練のときにそこでの御飯の炊き方とかいろんな食改の方もおられますし、やっぱりいろんな方の

知恵がいっぱい出ると思うのですよね。その時に私もこの７月２５日に女性議会がありますので、

その意見を踏まえて町長がどれくらいまで拾っていただけるかというところと各課の方がどのよ

うな対応をしてくれるかなというのを楽しみにしているところです。 

ありがとうございました。終わります。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。１０時４５分から次の会議を行います。 

（午前１０時３０分） 

議長（松﨑俊一君） それでは定刻になりました。休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４５分） 

議長（松﨑俊一君） ２番、江藤理一郎議員登壇をお願いします。 

２番（江藤理一郎君） ２番、江藤です。 

  今回の私の一般質問につきましては、コロナ第４波で影響を受けている観光業への救済策につ

いて。それから、人口減少社会における慢性的な住宅及び宅地不足についてを質問させていただ

きます。 

  まず、コロナ第４波で影響を受けている観光業への支援策についてですが、コロナウイルス感

染症拡大によりまして福岡県では緊急事態宣言、熊本県ではまん延防止措置となり町内観光業は

５月の連休以降非常に落ち込んでおります。昨年の全国での緊急事態宣言後の同時期と比べまし

ても今回のほうがきつい厳しいという声をよく耳にします。まだまだ先行き不透明な中、現在の

コロナウイルス第４波を町はどのように捉え分析しておりますか。質問させていただきます。 

町長（渡邉誠次君） はい、御質問ありがとうございます。 

  小国町の観光業のみならず全国的に観光業は非常に厳しい状況にあるというのはもう間違いな

いところです。それから観光業もそうですが昨日から東京のほうでありますけれども飲食店の団

体のほうが記者会見を開いて、もうこの状態では非常に厳しいと切実におっしゃっておられまし

た。都会と田舎の差は少しあるかもしれませんけれどもかなりの影響は受けているというふうに
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まずは思っております。 

  それから、第４波ということでございますけれども一般的な分析をまずは述べさせていただき

ますと特徴としてはやはり第４波、変異型が主流になっております。それから今回の入院の患者

の方は６０歳未満の方もかなり多いというふうになっております。また６０歳未満の方以前であ

れば熱が出ても回復して退院していく状況が早いというふうに言っておりましたけれども、今回

は症状が重くなって治療期間が長引いているという印象もあります。また、重症化リスクが高い

のは以前は６０歳以上の高齢者でしたけれども、６０歳未満のリスクもかなり高まっているよう

に感じているところです。 

それから、今の状況としてもワクチンへの期待はやはりだんだんと大きくなっているような気

がいたしますし、ワクチンでまずは重症化を防ぐということが大事ではないかなというふうに思

っております。その上で、やはり医療従事者と高齢者施設の職員に接種をまず進めるというとこ

ろで、院内感染それから高齢者施設での集団感染のリスクまた重症化の防止をできるだけ抑えて

いくということが重要だというふうに思っております。 

  第１波、第２波、第３波それぞれ今までありましたけれども、今の小国町での状況を御報告さ

せていただきますとコロナ禍がかなり長期化しております。観光だけではなくて先ほども言いま

したように様々な業態に影響が出ております。中でも１年前のゴールデンウイーク時の一斉にお

店を閉めたり道の駅を閉めたりという状況は変化してコロナ感染に留意しながらも経済活動はあ

る程度動かしております。また、国のＧｏＴｏキャンペーンで宿泊客が満床のこの前の時期もあ

りまして、年明け早々の緊急事態宣言でキャンセルが相次いだ。また、春先は予約でにぎわった

矢先に５月７日の福岡での緊急事態宣言で予約キャンセル等々がたくさん出ております。また熊

本県のまん延防止等重点措置による県下一斉の時短営業が５月１６日から６月１３日まで実施さ

れることで人流が抑制されています。しかしながら、昼間の観光客の流れは熊本市内より逆に田

舎の観光地のほうが安全なイメージもあるようで、一定数の観光客がきているという話や車のナ

ンバー等々確認すると感じるところであります。小国町ではクラスターというかたちでは感染者

が出ておりませんけれども、やはり点で出ている状況はもう皆様方にお伝えしたとおりでござい

ます。引き続き正しく感染予防に取り組んでいきたいと考えておりますし、町民の皆様の御理解

と御協力もしっかりと今後もお願いしていきたいというふうに思っております。一番大きなとこ

ろは冒頭申し上げましたようにやはり昨年はもう全く分析がなされてなかったことが非常に多か

ったので、やみくもに恐れるというところを今は正しく恐れていくというところが大事になって

きているというふうに私は感じているところです。 

  以上です。 

２番（江藤理一郎君） それでは、観光業の中におきましても今回の第４波で影響を受けている業

種というのは、どういった業種が分析されていますか。 
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町長（渡邉誠次君） はい。もちろん観光業が主ではありますけれども飲食店はもちろん飲食店と

かに卸しをするところもそうですし、農業に至っては大きなところは飲食店に卸すような材料を

作っているところはかなりの影響を受けているという分析ありますが、その中でも小国町はその

部分は比較的少ないというふうには聞いております。ただ、やはりここ観光地、年間何十万とい

うお客様を受け入れる地域でございますので、そこの余波は非常に多くの業態に影響を受けてい

るというふうに思います。 

  以上です。 

２番（江藤理一郎君） 昨年度以降のコロナ禍の中で国や県、町の施策におきましてもＧｏＴｏト

ラベルキャンペーンや町での飲食店応援キャンペーンなどで旅館業や飲食業には一部支援策がと

られておりましたが、同じく旅館や飲食店への先ほど町長もおっしゃいましたが食材等の卸売業

や製造小売業、食品飲料だけではなくおみやげ品を作ったり木工とかそういったものも含まれる

と思いますが、そういったものにおきましてはまだまだ救済の手が届いていない業種があるので

はないかなと思われます。そこで、これまで町がとってきた支援事業等において成果が分かるも

のがあればお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。 

情報課長（村上弘雄君） はい。お答えいたします。 

小国町のほうでコロナ交付金の単独交付金を活用してこれまでどういったことをやってきたか

ということで業種ごとの数字を少し述べさせていただきたいと思います。 

政策としては休業と家賃と事業継続、宿泊支援等の給付支援策を行っております。飲食業がこ

れ受給者が重複していたりしますものですから延べの件数になります。飲食業が８３件、宿泊業

が８０件、製造業が２１件、卸売業が８件、小売業が２６件、建設業が１２件、運輸業が４件、

製材業が７件、サービス業が４３件、合計で延べ２８４の事業所に支援をしております。ちなみ

に対象事業者の範囲も国県の対象事業業種以上の広範囲にわたってあらゆる業種を広範囲に対象

として支援策を行っております。 

  以上でございます。 

２番（江藤理一郎君） 思っていた以上に多くの事業所を幅広く拾えているのではないかと思いま

す。その中でも事業継続支援給付金、こちらについて借入れをしたことに対しての最大３０万円

までのバックアップをするというような事業だと思いますが、こちらについてもう少し詳細に受

付期間がまだ続いているのか、例えばこの第４波においても追加で融資を受けた方にも対応はさ

れているのか。そういったところは、お分かりでしょうか。 

情報課長（村上弘雄君） はい。お答えいたします。 

  事業継続給付金についてですけれども、年度の途中で対象者が広がっているということが分か

りましたので補正をさせていただいております。内容としましては、前年同月日で国の場合は５

０％以上、それから県の場合は５０％未満ですけれどもその国から漏れたのを県がやっておりま
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した。小国町は１５％以上ということで被害率はかなり緩和しておりますが事業の継続が難しい

という方の融資を受けた対象の事業者に対しまして借入れの１割、先ほどおっしゃっていました

上限３０万円ということで９３の事業所に２千５９７万円の給付を行っております。実施時期に

つきましては、今年の３月３１日までの実施ということになっております。 

  以上です。 

２番（江藤理一郎君） ということであれば第４波に関しては、ちょっとまだ拾えていないところ

があるかもしれないということですね。 

では今後６月１３日には熊本県のまん延防止措置が解除されるであろうと思います。町内そし

て県内においても少しずつ人の動きが出てくると思われますが、大商圏の福岡県の緊急事態宣言

がこちら解けたとしましても動くのは一部の人たちでまだまだ元の状態になるまでには時間がか

かると推測されます。当町においてこれまでコロナ対策臨時交付金は、観光業に対しては主に振

興策を講じる方針で進めてきたと思いますが、ワクチン接種が小国町だけでなく全国においても

順調に進み収束がある程度見えてこない限り振興策は打ちづらいと思いますし、県においては県

民の県内観光を促す熊本再発見の旅を再開するなどの準備が進められておりまして、また国にお

きましてもオリンピック、パラリンピックが開かれるかちょっと分かりませんが、例えば一段落

しワクチン接種により第５波の大流行を免れた場合においてはＧｏＴｏキャンペーンを再開する

というふうに思われます。町の振興策も宿泊費補助や特産品の贈呈など割引があるから選ぶとい

うもので、国や県の施策それに加え九州管内の市町村の様々な誘客キャンペーンに紛れてしまい

安いから来るという今後リピーターにつながらない一過性の客層を迎え入れる可能性は十分にあ

ると思われます。国や県の観光振興の割引、宿泊割引などの合間若しくは後にでも途切れないそ

して時期が重ならないようにするほうが良いのではないかと思いますが、どのようなスケジュー

ル感で進めていく予定でありましょうか。お願いします。 

町長（渡邉誠次君） 具体的な部分については担当課長よりお答えがあるかもしれませんが、私と

しましてはまずは通常時であれば必ず今江藤議員が言われたように一過性ではなくてリピーター

につながるような施策を重ねていくということは必ずやっていかなければならない事業だという

ふうに思いますが、今回国も県もこぞってといいますかたくさんの振興策を出すことで一過性で

もいいけれども一旦は観光されるお客様を回していく体制づくりを整える。これは非常に大事な

ことであるというふうに私は思っております。人を動かす部分では安いだけというかたちではな

いかもしれませんけれども、やはり半分であれば１００万円のお金で２００万円が動くわけです。

通常給付策ではなかなかそういったようなお金の動きは生まれませんので、私としては国県が進

めていくタイミングもあると思いますが、そういったところでは一過性のものと地域のリピータ

ーにつながる策これ重ねていくのが非常に大事ではないかなというふうに思っておりますので、

いずれかがどうという表現は私のほうは避けたいというふうに思っております。また、タイミン
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グを図る上で振興策は大事なところではありますが、小国町の今用意している施策の部分では事

業自体がＰＲも含めて小国町自体を宣伝していくような事業、それから割引の部分があったりす

ればタイミングをちょっとずらして長い期間やれるようなかたちで持っていきたいというふうに

も思っておりますし、なかなか去年できなかった小売業者あたりへの振興策も今回の中には去年

からの繰越しではありますけれども、必ずやっていきたいというふうに思っておりますので効果

的にこの部分は図らせていただきたいというふうに思います。 

２番（江藤理一郎君） なかなか執行部としましてもタイミングを見計らうのが難しいというふう

に思いますが、ベストのタイミングで執行していただきたいなと思います。 

もし、全国でコロナ交付金の事業が執行できないなど多くの自治体がそのようなケースに見舞

われた場合、予算内での事業の組替えが可能となることを万が一ですけれども考えられると思い

ますし、国からのコロナ対策予算がまた新たにメニューが出るということも考えられるかもしれ

ません。そういった場合の観光振興策の一つとして提案させていただきたいと思います。今回、

北里柴三郎博士が公衆衛生普及の先駆者であったということから、例えばトイレのきれいな町と

いうのをテーマの一つにしてはどうかと考えます。と申しますのもトイレは旅行者、宿泊者そし

て町民も常に使用するものであり、トイレのきれいさで人はそこを目的地に選ぶというところま

で重要度は高まっております。ましてやコロナの影響で非接触型のトイレ機能の充実は関心度も

高くなっているのですけれども、小国の観光地や旅館、飲食店などではまだまだトイレに不安の

ある箇所はいくつもあると思われます。これらを改善することで長い期間選ばれる観光地となる

可能性は出てくるためトイレ周りの衛生機器を改修する場合にまずは飲食店や宿泊施設、人が集

まる施設等に対して補助をするというものが考えられないかということです。トイレ業界の最大

手としてＴＯＴＯが挙げられます。くしくもＴＯＴＯの前身である日本陶器合名会社の創業者は、

かつて北里博士の協力者であった森村市左衛門であり日本碍子や森村学園の生みの親でもありま

す。そして、今でも北里研究所とも長年の親交があり繋がりを持つことも今後可能です。また、

同じＳＤＧｓ未来都市である北九州市が本社であるため、例えばＴＯＴＯと小国町が連携しトイ

レに関するモデル都市となり近年非接触型のトイレの普及やトイレを使うだけで健康状態をチェ

ックできるウェルネストイレ。これはトイレの便座と皮膚の接触や排せつ物から健康データを収

集し利用者のスマートフォンに健康についての情報を送信できるものを開発するなど新しい分野

に力を入れておりまして、コロナ臨時交付金の予算の組替えや新たなメニューが出た場合には政

策として検討いただきたいと思います。きれいにトイレを保つことやトイレの普及は観光だけで

なくＳＤＧｓの６番目の目標「安全な水とトイレを世界中に」にも掲げられておりまして、町民

のＳＤＧｓ普及にもつながります。たかがトイレと思われるかもしれませんが、どんなにおいし

い料理、きれいな景色、そして心から温まる温泉があったとしても最終的にトイレが汚くては台

無しになってしまいますし、ウェルネストイレが個人の家にも広がると家にいながら病院を受診
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するくらいの健康チェックができ健康維持にもなり拡大する医療福祉費の削減にも期待が持てま

すのでこのあたりも御検討をお願いして次の質問に移りたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） トイレにつきましては、素晴らしい考えであるというふうに思います。ただ

町といたしましては今の財源の組替えはもう今の現時点ではできないところまできておりますの

で、今の部分で組替え等々は考えておりません。しかしながら大きい話で言いますと国、県から

の補助事業どんどんと出ております。実は今年の１０月１日、令和４年４月１日までに小規模事

業者の持続化補助金はまた新たに出ます。また小規模事業者の持続化補助金の低感染リスク型ビ

ジネス枠というところは、１００万円の４分の３というところでまた商工会のほうですね御案内

がありますし事業再構築補助金。それから熊本県宿泊者事業による感染防止対策等支援補助金、

月次支援金、もちろん今度の補正でもお願いした時短要請の協力金等々たくさん補助金等々も出

ておりますので、できればこの部分の申請をしていただいてなかなか申請も厳しいかもしれませ

んけれども申請をしていただいてトイレの改修等々もしていただきたいというふうに思っており

ます。また北九州市ＳＤＧｓ未来都市として小国町も懇意にさせていただいております。先ほど

ＴＯＴＯのお話もされましたけれども、ＴＯＴＯやまたシャボン玉石けんなかなかＳＤＧｓの未

来都市を目指すところではもっとたくさん素晴らしい会社ありますけれども、そういったところ

も含めて町のほうから働きかけをさせていただいて、少し勉強もさせていただいて取組みをこち

らのほうでまた生かしていければなというふうに思っております。 

  以上です。 

２番（江藤理一郎君） では次に、人口減少社会における慢性的な住宅及び宅地不足についてを質

問させていただきます。 

小国町にとっての最優先課題としまして真っ先に挙げられるのは人口減少です。少子高齢化で

あります。人口減少がもたらす影響としては、労働力の減少による供給力の低下、経済に及ぼす

影響、消費者の減少や市場の縮小による産業に及ぼす影響、少子高齢化により若者一人一人が支

える高齢者数が大幅に増加するなど社会保障に及ぼす影響、保育園や高校の統廃合、伝統的な行

事やイベントの消滅など地域に及ぼす影響が数々挙げられます。このように、人口減少は様々な

分野で地域の活力を縮小させる原因となっています。しかし、第６次総合計画基本構想には、人

口減少対策について具体的な記述が見当たりませんでした。町として人口減少対策は将来に向け

てどんな政策を軸に取り組んでいく予定であるかお伺いします。 

政策課長（石原誠慈君） ただいまの御質問で人口減少対策について具体的な内容また何を軸にと

いうことでございましたが、この人口減少対策につきましては第２期の人口ビジョンまた、ま

ち・ひと・しごと総合戦略により現状と将来の姿を示し目指すべき将来の方向の提示をしており

ます。この総合戦略人口ビジョンは、日本の急激な人口減少と東京への人口集中また一方では人

口減少、地域の増加という深刻な課題を抱える中その課題を克服し地方の創生を目指すために平
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成２６年にこのまち・ひと・しごと創生法という法律が制定をされております。それを受けまし

て小国町におきましても人口減少問題を重要課題と捉えまして、その課題を克服するためのビジ

ョンとして翌年平成２７年に第１期５年計画となる総合戦略と人口ビジョンを策定しまして、そ

の後に昨年度第２期の総合戦略人口ビジョンの策定をいたしまして取り組んでいるところでござ

います。また、この第２期の人口ビジョンの策定時の人口の推移では、２０４０年に約４千人。

高齢者率としましても約５０％という推計値があります。このような状況から地域経済、地域医

療や福祉、地域コミュニティなど様々な影響があると想定をされます。その人口減少問題に歯止

めをかけるためには地方創生の取組みが重要であると認識をしております。町では持続可能なま

ちを確立するための施策といたしまして、総合計画や総合戦略それと昨日一般質問でも出ました

ＳＤＧｓ未来都市計画に掲げている全てのことが人口減少問題への対策であると認識しておりま

す。それとまた環境モデル都市のような環境問題への取組みに社会あるいは経済をプラスした３

側面、環境であると自然ということで、社会では暮らし、経済はお財布という捉え方から、こう

いう総合的な取組みを行うことが人口減少問題の解決につながっていくと捉えております。こう

したことを一緒に考えながら、まちづくりを推進していくということで考えております。 

  以上です。 

町長（渡邉誠次君） ただいま政策課長から総体的なお話をさせていただきました。もう総体的な

お話のとおり具体的な施策をこれが解決策だというものはありません。やはり小国町で関わって

いく全ての事業において総合力を持って人口減少に当たっていくというところでしか今解決策は

模索出来ないという状況でございます。今の状況では緩和策でしかないというふうに思っており

ます。具体的な施策でこれをすれば人口減少がクリアするといったところはなかなか難しいとこ

ろではありますけれども、議員それぞれ皆様方からも御提案いただいた部分もたくさんあります

のでそれぞれ重ね合わせていかせていただいて、まずは総合的な部分でまちをつくっていく。そ

して、いずれかは具体的な施策でこれをすれば人口減少が止まるといったものがあればしっかり

御教授いただきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

２番（江藤理一郎君） なかなか具体的施策は打ちづらいというところですけれども、今現状とい

たしまして私も移住する方々をコーディネートさせていただく、家を御紹介するというような業

務も携わらせていただいているのですけれども、町内町外共に家を探している方たくさんいらっ

しゃいます。これは私が知っている以上に多くの方々が家を見ていらっしゃるんだな、家を探し

てるんだなというのを日頃からでも思いますし、いろんな方からも各方面から話を聞いておりま

す。これをどうにかニーズはあるのにそこに対して対応していくことで人口が流出するというこ

とを留めることは、今具体的な施策がなくてもできるのではないかなと思いまして恐らくコロナ

の影響によりましてなぜ家を探そうとしている方々が増加傾向にあるかというところなのですけ
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れども、恐らくコロナの影響によって在宅ワークの普及であったりそれに伴う働き方、雇用のさ

れ方そういったものが変わってきております。ステイホームの時間が増えたことによって住まい

を充実させたいと考える方々が増えていることも原因であると想定されます。小国町に引っ越し

たいと思ってもすぐに住めるアパートや住宅がなかなか見つからないというのがそれに伴う現状

でもあります。これにつきまして小国町はこの住宅アパート等が見つからないこと不足している

というところをどの程度把握しておりますか。その辺りをお伺いしたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 江藤議員から一般質問の通告を受けましたので、私のほうが政策課そして建

設課のほうに行きまして調べさせていただきましたけれども。なかなか個人宅の部分まであるの

で難しいところですけれども、お借りできるアパートを含めると今のところ小国町では３部屋し

か一般では空いてないという現状でした。もちろん空き家等々がありますのでお貸しできないと

いったところもあるかもしれませんけれども、今厳密にいくと小国町では現状３部屋しか借りれ

ないというところです。それから公共住宅は入居可能戸数は６部屋ありますがこれも公募という

かたちですると埋まるというような現状がありますので実際に行くと事実上３部屋というところ

であると思います。ただ先ほど議員おっしゃいましたが実情として移住定住の部分で多くの都会

からお話が一番先に窓口機能としてもあられますのでお話があるかもしれませんけれども、最近

の小国高校生、私も息子がおりますので事情がある程度分かるのですけれども前に比べると実家

のほうに戻ってきておられて、小国町だけではないかもしれませんが近隣のところにお勤めにな

られている方も数が増えているのではないかなというふうに思います。そこである程度落ちつい

たらひとり暮らしをされるといったところも非常に何か最近傾向としてはあるようですので、そ

の部分で非常にアパートあたりがひとり暮らしのアパートもかなり増えているという現状みたい

ですので、その部分では私が思うにそういったところも少しアパートの部屋数不足なども前の分

析といいますかそれよりも増えているのではないかなというふうにも考えているところです。実

際、私の息子の同級生あたりも小国町に結構な数、今現状としているという話も聞きますのでそ

ういったところではちょっと事情もコロナ禍にあって確かに都会からの方も移住定住される方も

いらっしゃるかもしれませんけれども町内の方たちの意識も少し変わってこられてきたのかなと

いうところもちょっと考えさせていただいているところです。 

  以上です。 

２番（江藤理一郎君） まさに町長おっしゃられるとおり地元に戻ってこられている若い方々が非

常に増えているというところはございますし、また所帯を持って子ども連れで戻ってきたいとい

うＵターン希望の方もいらっしゃいます。それ以外にも小国町に仕事場、職場を見つけて通勤距

離が遠いので小国で暮らしたい。子供たちも小学校に上がるちょうどいい時期なので小国で暮ら

せるようにしたいというような方々もいらっしゃいます。そのほか町営住宅等に住んでいる方々

は所得の面などで該当しなくなったので違う家を探さなければいけないというような方々も最近
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ではまた多くなっているように思います。いずれにしても住宅不足、今先ほど３部屋しか空いて

いないということでしたので、この３部屋もひとり暮らし用のワンルームなのか何部屋あるのか

によってもまた変わってまいりますし、その家族構成によっては全く部屋がない若しくは広過ぎ

るというような状況も考えられます。そこで、以前から一般質問でも質問させていただいており

ますし、昨日、同僚議員からも同様の質問がございましたが宮原地域周辺にある町有地を整地し

て分譲する、払下げをするなど住居を構えやすい環境を整える。または、民間でアパートを建て

やすい環境をつくるなどの政策は、全国の市町村でも人口減少対策として有効であった事例は幾

例もございます。当町においてもこれ以上の人口流出を抑えるためにも、計画的な町有地の有効

活用というのは必要ではないかと思いますが、その辺りいかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 昨日、久野議員からの御質問にもお答えさせていただきました。町民の方の

要望それから移住定住される方の要望を含めてまず１度昨日もお話をいたしましたけれども、議

員の皆様方に一覧として、また場所と機能的なところ面積等々含めて御提示をさせていただきま

す。６年前だったと思いますが御提示しただけで話が止まっておりましたので今回はちょっと踏

み込んだかたちでどのように方向的にしていきたいのかというところもお話をさせていただきた

いと思っているのですが、一方ではやっぱり町民の皆様で土地のことに関してはいい土地という

ところは多分目をつけておられる、言い方がちょっと悪いですけれどもこの場所はいいなあと思

われている方は重なられているような気もいたしますので、なかなかその部分では確かに有効活

用という部分では大事かもしれませんけれども、議員の皆様方のしっかり御知恵をお借りして何

とか解決策というか方向を見出していきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

２番（江藤理一郎君） 町有地の有効活用についてはやはりタイミングというのもあると思います

ので、今そのタイミングでもあるのかなというところでぜひ議員への勉強会いろいろな議論等早

めに進めていただいて、今年度取り組めなくても例えば来年度にはいろいろ取組みができるよう

なかたちをとれると１年間で２０人から３０人ぐらい家がないことで流出してしまう若しくは住

みたいと思っているのに住めない方々もたくさん出てくると思いますので、人口減少が進んでい

る小国町早めの対応というのをぜひともお願いしたいと思います。 

  また、私も全国の様々な町村を視察したり観光で訪れたりしてきましたが小国町ほどちょうど

いい田舎はなかなかありません。インターネット環境の進歩で都市と農村の差が縮まった今、温

泉があり適度な自然がありスーパーやコンビニもある小国町はそれほど背伸びを大きくしなくて

も住宅や宅地を充実させるだけで若い世代が少しずつですけれども戻ってくる移り住んでくる要

素は大いにあります。先日小国に移住してきた２０代の方々と話をする機会がありました。その

時皆さん口々に言っていたのは何も不便なものはない。家さえ有ればずっと住みたいぐらいいい

町である。強いて言うのであれば小国は熊本市内並みに家賃が高いのでもう少し安くなれば申し
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分ないということでした。将来を担う若者が戻ってきやすい移住しやすい町をつくるためにも、

今こそ行政が住民と対話しながら人口減少対策に積極的に挑んでいただきたいと思っております。 

  以上、今回の一般質問を終わらせていただきます。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。次の会議、昼１時から行います。 

（午前１１時２４分） 

議長（松﨑俊一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

議長（松﨑俊一君） ６番、大塚英博議員、登壇をお願いします。 

６番（大塚英博君） はい、６番の大塚でございます。 

今回も３つの質問、３つの関係する立場から質問をさせていただきます。 

まず最初はコロナの感染拡大が続く中で経済的なダメージそして社会的な構造までも変化させ

ているコロナ感染でございます。一向に収束が見えない中でやっと国のほうが本格的にワクチン

接種に動き出しました。遅過ぎると言えば本当に遅過ぎるというふうな思いでございます。この

ワクチンというものはちょうど昨年の５月２４日の新聞にありますように、厚生労働省の関係者

はワクチンの必要量は国内企業による国内生産がベストであるというふうに言っておりました。

そこで、ワクチン製造に携わる大阪大学発のベンチャー企業アンジェス。それと塩野義製薬、そ

して大正製薬、三菱製薬。まずアンジェスは去年の７月にワクチンの臨床試験を終え今年の３月

から実際的に投与ができるだろうと。そして塩野義製薬も今年の秋には十分提供ができるだろう。

そして、１千万人の生産体制を拡充するという機構。そして、最後の大正製薬と三菱製薬はカナ

ダにある製造機関から２２年に日本に提供ができるだろうという。特に熊本市におけるＫＭバイ

オロジクスは国立感染症研究所と提携をしてこのワクチン製造に当たるというふうに去年の５月

２４日のニュースにきちんと出ております。あの頃はまだ感染拡大がそんなになかった時期でご

ざいますので必要量というものがどれだけのものかというのを漠然と考えたものであります。特

にワクチン戦争、私は戦争と言いますけれども、ワクチン戦争におきましては国際的にも１００

社以上が名乗りを上げて製造に取りかかっているということでございましたけれども、日本はこ

のワクチン製造においては今、ファイザー社特にモデルナみたいなヨーロッパ。この製造してい

るところの機関というのはよく考えたらこれ私の考え方が間違っていればしょうがないですけれ

ども昔の第２次世界大戦の戦勝国なのです、に該当するのです本当いうと。そういう中からこの

ワクチン戦争において日本は非常に遅れをとってしまったと。今やっと地方においてそのワクチ

ン接種が始まっているけれどもこのワクチン接種というものは、感染拡大防止するための切り札

なのです。各国が勢揃ってそれに対して急速にワクチン接種にやっと日本もオリンピックのせい

があるかもしれないけれども、外国からワクチンをいただくことによって何とかしのぎを削って

いるという。非常に当てが外れた格好で今現在においてはやっているような気がいたします。 
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  そこで質問ですけれども小国町のワクチン接種の今後の進み具合というか進行においてお聞き

したいと思います。また、いろんなワクチン接種においてはいろんな話いろんな苦情いろんな問

題点なんかを聞きます。そういうことも含めて進め方についてお聞きしたいと思います。 

町民課長（生田敬二君） 新型コロナウイルスワクチンの接種に関しまして、現状といたしまして

は現在優先して７５歳以上の高齢者の接種ということで行っております。そのあと７０～７４歳

の方、また６５～６９歳の方と年齢層ごとに段階を追って接種券を発送しまして予約の受け付け

を行っているということでございます。５月１８日から実際の接種を始めております。集団会場

での接種ということで、計画的に年齢ごとに接種を実施していきたいというふうに思っています。

今後の予定としましては大体７月末をめどに６５歳以上の高齢者の方の接種を終えまして、その

後に６５歳未満の方への一般接種に移行しまして１０月末頃までには接種を全住民の方終了した

いというところで考えております。付け加えさせていただきますけれども国のほうとしましては、

ファイザー社のワクチン対象年齢を１２歳まで引き下げるということにしておりまして、その具

体的な計画というのはできてございませんので、スケジュールにつきましてはあくまで現時点で

の予定ということで御承知をいただきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

６番（大塚英博君） ワクチン接種においては、地方自治体の中でも非常に開きが出てきておりま

す。遅れているところもあれば進んでいるところもある。ここのところは私は市町村長の要する

にトップの判断に非常に委ねている部分があるのではなかろうかと思います。小国町は北里柴三

郎の生誕の地でもあります。いろんな面において注目されている部分でございます。そういう中

で何で小国はこんなに早いのかと。小国は特殊なやり方をとっているのかと。ああそうだね、北

里柴三郎の所だもんねと。私はそれは本当だと思うのですよ。これは本当に町長にお願いしたい

のがこのスピードアップをしていただきたい。国も職場接種においてもいろんな協力体制を整え

てきております。このワクチン接種は、根本から日本の経済というものを底上げする一つの起爆

剤にもなるし、そして、今までコロナ戦争と言いますけれども人命とそして財産とそして全ての

社会構造を変えるというぐらいの大きな戦いでございますので、この戦いに勝つためにはそれな

りの防備というのも必要かと思います。そういう中でこれは本当に小国町が観光であるしいろん

な地域の中からとっても小国町は安全だと。非常に早い段階で接種が終わっていると。私はそう

いうふうな町にやっぱり底上げのところで一丸となってしていただきたいなと思いますので、も

う１回その点を含めて答弁をお願いします。 

町長（渡邉誠次君） はい、お答えをさせていただきます。 

ワクチンについてはこのコロナウイルスの感染拡大の防止そして重症化の防止この２つが大き

く要素として取り上げられます。そのために、ワクチン接種をできるだけたくさんの方に早くと

いうお気持ちも分かりますが、やはり一番大事なところはそのワクチン接種を安全に確実にスピ
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ーディーに打っていくことが非常に大事であろうというふうに思います。私も当初からこのワク

チンの接種受付前からもちろん一番は町民課中心でありますけれども公立病院の先生たちそれか

らスタッフ含めたチームといいますか南小国も一緒になって接種体制を進めてまいりました。そ

の中でも一番重要な要素は大きな点が１点あって、コロナのワクチンがこちらにあるかどうかと

いうところが大前提にあります。ですので、そのコロナのワクチンの需要と供給のバランスです

けれど、供給量に合わせてできるだけスピーディーにさせていただきたいというところが一番の

今目標でございます。もちろんワクチンの廃棄等々がないように計画性を持つことも大事であり

ますけれども、まずは国からの供給分が予定は予定ですが確実に入ってきてからでしか県内でも

問題があったりもしましたので、町といたしましてはもちろんできるだけスピーディーな要素は

持ち合わせようとは思っておりますけれども確実に皆様方に接種できる体制づくり、それをしっ

かり整えてからのお話だというふうに思っているところです。ワクチン切り札というふうに議員

もおっしゃっていますけれども国もそういうふうに捉えているようですし、県も来週の月曜日に

県知事が改めて発表されますけれども新たな集団接種の情報を熊本県も出されるというふうに私

も情報を聞いております。この場では県が発表する前ですので控えさせていただきますけれども、

熊本県も国も町も一丸となって接種体制に向けて着実にできるだけ早く接種体制進めてまいりた

いというふうに思っております。 

  以上です。 

６番（大塚英博君） よく分かりました。全員に接種ができるように頑張っていただきたいと思い

ます。ちなみに私も接種の申込み券が来ましたので心としては非常に安心感がございます。そう

いうふうな面においてコロナワクチンの接種というのは非常に人に安心感を与えるものでござい

ますので、その点においてよろしくお願いいたします。 

  それでは、２つ目の質問でございます。町民センターとか公共場所での分煙施設の整備につい

て質問をしてまいりたいと思います。特に小国町のたばこ税につきまして触れたいと思います。

令和元年度のたばこ税の納付額というのは、県全体で大体１４０億円ぐらい、市町村で１２０億

円、県単位では２０億円ということでございます。そして一番大きいところが熊本市の５０億円。

阿蘇市が１億９千万円ぐらい。そして菊陽に大津町が大体３億８千万円。ちなみに菊池は３億４

千万円ぐらい。小国町はおかげさまで４千６００万円。南小国町が大体３千万円ぐらい。これも

年々は減少しております。たばこ税の使用につきましては皆さん御存知のようにたばこを吸った

方が払っている税金でございまして、そういう中でいきますと喫煙整備というものは非常に大事

な効力を持っているのかなと。前も１回一般質問で話したことがございますけれども、外からの

観光客そしていろんな方々が公共施設にきたときにたばこを吸う場所がない。どこに行ってたば

こを吸っていいか分からない。敷地外禁煙のところもございますけれども、小国町においては敷

地外禁煙はございません。しかし、この庁舎の周りにおいてもたばこを吸う人というのに対して
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は非常にやっぱり身が狭くなるような感じでたばこを吸っておられるのがよく見受けられます。

今の税金のお話ではございませんけれども、そういう中でやっぱり吸う人と吸わない人が共存で

きる社会の実現というもの、これがやっぱり大事なことではなかろうかと思います。ちなみに私

はたばこは吸いません。たばこ吸う人の横にいれば本当に嫌な気持ちもあります。しかし、昔は

本当にそういうふうな時代であったのです。しかし今の受動喫煙防止法とか未成年者喫煙禁止法、

健康増進法、そういう中でたばこというのは悪であるというレッテルの中で狭められた部分がご

ざいますけれども、これは財務省にとってみれば大きな財源であるし、たばこ税は揮発油税と酒

税と一緒になって交付税の中では大きなウエイトを占めている部分でございます。そういうのを

考えますとやっぱり地域、町というものが税収というものに対してこれから上げていかなきゃい

けないけれども上げられない部分の要素かもしれませんけれども、しかしそこのところは十分考

えながらたばこを吸う人に優しい分煙をした町、特に施設がきちっと整った町、やっぱりトイレ

もそうなのですけれどもたばこを吸う施設がきれいであればそういう中できた人たちも喜ぶので

はなかろうかと思います。そういう中で分煙施設の整備についてどのようなお考えを、またどう

いうふうに取組みこれは１つの要望でございますけれどもお考えをよろしくお願いいたします。 

町長（渡邉誠次君） 御質問にお答えをしたいと思います。公共の設備ではなくて私的な事業所の

お考えというところでありますので端的なところでお答えをさせていただきますと受動喫煙法、

それから健康増進というところの法整備の中でやらなければならないところは非常に大きいかと

思いますが、このやらなければならないところも事業所にウエイトが大きくあると思っています。

たばこ税を上げるという仕組みもなかなか町のほうで推進をするといった方法も難しいというふ

うには思いますので、私といたしましては先ほど江藤議員にお答えをしたとおりトイレの事業で

もそうでございますが、やはり小規模事業者の持続化補助金とか事業再構築もそうですが低感染

リスク型ビジネス枠の持続化補助金等々お使いになられてまずはやっぱり事業所それぞれの魅力

づくりのためにもお作りになられたほうがいいのではないかなというふうに思っております。や

はりたばこの分煙というところでありますので空気清浄また対流の装置としても非常に有効なと

ころもあるというふうに聞いておりますし、もう空気清浄機と一緒のようなかたちでお部屋の中

に取付けるところもありますし分煙で取付けるところもあります。事業所それぞれで魅力づくり

をされるときに、たばこというものをどのように考えられておられるかというところも非常に大

きなところではありますけれども使える補助金はかなりたくさんあるというふうに思います。町

としてその部分にお金をちょっと投入するというのは、今のところは考えていないところであり

ますけれどもこういった補助金等々を商工会を通じて広く周知をさせていただいて、議員がお考

えのように分煙等々を進めるに当たってはまた周知等々も進めていきたいなというふうに思って

おります。 

  以上です。 
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６番（大塚英博君） 質問に食い違いがあったみたいで、私が言わんとすることは公共施設とか公

共の場所における分煙施設の整備ということを私は言ったはずでございます。ということは、こ

の町民センターと庁舎の間とか特に公共的に集まる場所においてのそういう分煙施設の整備とい

うことを私が申し上げておきました。そして、先ほど言われました事業所ごとの分煙というのは

それぞれ自ずとそこの事業所が考えて取り組む問題でございますので補助金とかそういうものに

対してはやっぱりそういうものを使いながら進めていくと思います。私は最初に言ったように要

するに公共の場所での分煙設備の推進ということについて質問をしたのでございますけれども。 

町長（渡邉誠次君） 分煙について公共の部分。小国町の役場の庁舎においてまた町民センターに

おいては昨年小田総務課長の時代ですが課長が一番に指示をされて場所をつくられて分煙をさせ

ていただきました。そのかたちから少しずつかたちを変えておりますけれどもやはりみんなでた

ばこを吸われて１か所で、もちろん分煙はできておりますけれどもコミュニティを図るところで

も非常に私は悪いとは思っておりません。ただ周りに迷惑がかからないようにという配慮をして

もらっているというかさせてもらっておりますので、やはりきちっとちょっと遠くの部分で庁舎

内といいますかちょっと外側の部分で作らさせていただいておりますけども、そこにまた新たに

今のところたばこを吸う人たちは限られております。ほとんど役場の職員若しくはその関係者で

ございますので、今の現時点では少し我慢をしていただくような工面で私としてはお願いしたい

というふうに思います。 

  以上です。 

６番（大塚英博君） よく分かりました。 

それでは、３つ目の質問に移らせていただきます。予算上の歳出の部分についての委託料とい

う部分でございます。この委託料という中には固定的な点検とか保守であったり清掃であったり

そういうふうな固定的な維持管理的な委託料と流動的な委託料というものに分かれるような気が

いたします。流動的な委託料と申しますのは単年度で施工が終わる部分とか何年度で終わってい

くという一つの事業において終了した時点において委託料というものが消滅するやつ。私はこの

固定的な委託料ではなくてこの流動的な委託料の中で、この今の時点においてのコロナ感染にお

いていろいろな事業というものができなかった、そういう影響を受けたというものがあればまず

お答え願いたいと思います。 

町民課長（生田敬二君） コロナウイルスの感染状況によって緊急事態宣言等の発出によりまして

やむなく中止延期等をした事業、町民課関連の事業も多くございます。介護事業としての元気が

出る学校であるとか元気クラブまた集いの場についてはなかなか開催ができなかったという事情

があります。またリーダーの養成講座とかかなりあっております。これらの事業に関しましては

国のほうからは高齢者の生活が不活発な状態が続くことに懸念をされておりまして、心身への機

能が低下すること感染のリスクには十分留意しつつ健康の維持に向けた取組みが重要であるとい
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うことで工夫をしてそれを解消していきなさいというようなところの指示、指導があっておりま

す。介護予防、見守り等については積極的に取り組もうというようなところでございます。本町

におきましてはそういった中で集合しての現地の開催ができないようなものにつきましては、一

定期間長期化するようなときには代替の支援策ということで訪問指導であるとか電話の支援等に

切替えて開催をしたという経緯がございます。 

町民課は以上でございます。 

６番（大塚英博君） やっぱり委託料においてもコロナの関係で非常に影響を受けているなという

ふうなことがあります。先ほど言いましたように固定費的な委託料と流動的な委託料という中で

これから先はいろんな事業をそういう外部に発注する場合というのが非常に多くなるのかと思い

ます。そういう中でこれは固定的な委託のようにならないような、そしてまたそれがいろんな面

においてメリットがあるような委託料。私はここのところはもう一度課ごとに課によっての委託

料というものに対してもう一度やっぱり目を通していただきたいなと。省けるものは省く。そし

て、本来ならば事業主体がやるべきところを外部に発注していくという部分が最初の基本でござ

いましたのでそういう面においてはそういうものもやっぱりこういうのは検討してもいいなとい

うものも出てくるかと思いますので、是非お願いをしてもらいたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 先ほど町民課でお答えしましたけれども委託料についてはたくさんの課にま

たがって全体的にございます。小国町の中で全部消化できれば委託料というものも発生しにくい

かもしれませんけれども、やはり委託料というものは町でできないものもちろん町が発注して効

率をよくするための委託料もございます。考え方は非常に幅広いところはありますけれども、当

然議員がおっしゃられるように効果的に使えるように。また、単年度の考え方の委託料もありま

すがそれが通年を通してのちのちずっと携わるというそういう事業もたくさんございます。です

ので、委託料上げさせていただいて議会で承認をしていただいておりますのでもちろん精査でき

るところはしていかなければならないと思いますけれども、まずはきちっと予算を消化していく

ことも大事ではなかろうかなというふうに思っているところです。 

  以上でございます。 

６番（大塚英博君） これで３つの質問を全て終わらせていただきます。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。１時４０分から行います。 

（午後１時２７分） 

議長（松﨑俊一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時３７分） 

議長（松﨑俊一君） ８番、松本明雄議員、登壇をお願いします。 

８番（松本明雄君） はい、８番です。 

今回は最後になりました。いろんな議員の方がいろんなテーマを持って話されました。皆さん
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本当に町に対する気持ちが表れたのだと思います。我々も議員としての立場でいろんな所でいろ

んな発言をしております。それによっていろんな方がいろんなことを言われると思いますがこれ

もやっぱり町民のことを思いながら発言していると思いますのでそういうところで聞いていただ

きたいと思います。コロナが始まり去年は豪雨災害があり小国町も非常に大変な出費多難な時期

でした。今年度もまだ災害の工事に対する出費が相当な金額を背負っております。同僚議員から

も町の借金についての話もありましたけれど、やはり我々もその気持ちはあります。ですからい

かに今後災害がなくてスムーズに返せることを願っていきたいと思っております。一つ、３月の

終わりですかね、国道で大分県側の大山のひびきトンネルが開通しました。あれは僕が議員にな

って一番最初に質問させていただきました。その当時は答弁で４年では完成するだろうという答

弁でしたけれどやはり公共工事はトンネルとか橋があればそれだけ時間が掛かります。町も町道

いろいろやると思いますけれども時間のかかることはしょうがありません。長い目で見ていただ

きたいと思います。それでは私に与えられた時間内に今から質問をさせていただきたいと思いま

す。去年、今年まだコロナで相当な打撃を受けておりますが、ふるさと納税についてお聞きした

いと思います。本当であれば３月に質問するはずだったのですけれど、その時に話していたら課

長も変わるだろうから次の課長に引き継ぐから６月にしてくださいということでしたので今から

やらせていただきたいと思います。それは冗談として３月にいろんな数字が出てきますのでそれ

を見たところで話させていただきたいと思います。今回からは審議員の方も入っておりますので

発言は絶対に課長がすると思いますけれど、補足のほうは審議員の方はなるべくしないようにし

ていただきたいと思います。 

  それでは、ふるさと納税について聞きます。去年ふるさと納税については南小国のＳＭＯ南小

国のほうにお願いされて数字を少し伸ばされております。僕もこれ６年前だったですかね。ふる

さと納税についても質問させていただきました。そのときが約６千万円ないかあるかぐらいだっ

たと思います。今までは各市町村が争ってふるさと納税で財源を蓄えております。コロナでコロ

ナ予算が付くのはありがたいのですけれど、やっぱりひもつきですので使える場所が決まってお

ります。ですがふるさと納税で入るお金については、ひもがついておりませんので何でも使えま

す。そういう観点から小国町もＳＭＯ南小国にお願いしているのはいいのですけれど、数字の件

を先に政策課長のほうから発表していただきたいと思います。 

政策課長（石原誠慈君） はい。それでは私のほうからふるさと納税の今の現状ということで昨年

度の実績について御説明をさせていただきます。まず、昨年度ふるさと納税の件数でございます。

件数が７千１６２件ございました。寄附額としましては２億２千５５万１千８０８円でございま

した。この寄附額の中には個人で高額な寄附を行った方あるいは昨年７月豪雨が災害支援寄附と

いう気風も含まれております。次に災害支援寄附を除く寄附額の割合といたしましては、７５％

の方が１万円の寄附を行ってもらっています。続いて、寄附者の地域別の割合でございます。約
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４５％約半数ですが東京付近の関東の方、続いて約２０％が大阪付近関西県の方、次に１５％こ

れが九州内の方、その他となっております。続いてこの寄附金に対して御礼の品としてお送りし

ます返礼品につきまして最も注文が多かったのが、牛肉、馬刺し、豚肉、ハンバーグなどの肉類

でございました。全体の５６％に当たる３千７０７件の申込みがあっております。続いてジャー

ジー牛乳の乳製品を中心とした菓子、デザート類の１千９８９件。続いて干しイモや干しシイタ

ケの加工食品。続いて小国杉で作られた木工製品。その他、酒類、旅館の宿泊券、野菜と続いて

おります。寄附額の割合や寄附者の地域別割合、返礼品の人気ランキングなどはほとんどの自治

体で同じようになっております。今後の寄附額の増加を目指す上で必要なのは都市部へのＰＲや

肉類の返礼品の充実を進めていくべきと思っております。返礼品については小国町内の特産物を

集めて約１４０種目をそろえております。今年度も品数を増やしていく計画でございます。特に

旅館の宿泊券などの旅行商品については寄附単価が高額で町内への波及効果が大きいことからコ

ロナ禍からの回復後に向けてメニューをそろえていきたいと考えております。その他今年度の取

り組みとしましては、寄附を申し込む際に利用するポータルサイトの増加を計画しております。

現在は四つございまして、ふるさとチョイス、さとふる、ふるなび、楽天ふるさと納税この四つ

でございますが、今後百貨店系の高島屋それと航空会社全日空ＡＮＡが行うふるさと納税ポータ

ルサイトを導入予定でございます。 

  以上でございます。 

８番（松本明雄君） 今数字とかいろんな方法とか全部政策課長が言われたとおりだと思います。

私も南小国のＳＭＯ南小国に行ってそこは打合せしてまいりました。うち独自でやっていただき

たいという気持ちはあるのですけれど政策課でやるのはちょっと厳しい部分もありますので、南

小国もこうやってＳＭＯ南小国を作って販売のほうをしております。特に南小国との金額が違い

過ぎると思うのです。南小国はもう去年だけで約１０億円近くあったと思います。同じ品物を送

っているのにたった４キロしか変わらないのに何で１０億と１億しかないのか。こういうところ

がもうちょっと役場の中の政策課でやるのはちょっと厳しい部分もありますから今後町長も考え

られると思います。ＳＭＯ南小国に今委託料としていくら払っているのか、その辺も説明してい

ただきたいと思います。 

政策課審議員（田邉国昭君） ＳＭＯ南小国の委託について説明したいと思います。ＳＭＯ南小国

に寄附額の５％の額を支払っております。昨年令和２年度に５１６万８千３００円支払いを行っ

ております。 

８番（松本明雄君） ５００万円払っても構いません。それが１０倍になろうが構わないのですけ

れど、やっぱりふるさと納税で稼ぐ方法を町長も考えていただきたいと思います。本当に役場内

でするのは厳しいと思うのですけれど、ＳＭＯ南小国の担当の職員の方と話して非常に説明は上

手だし意欲もあるし前向きだし僕が行って一生懸命話を聞く。大体人の話は余り聞かないのです
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が、非常に面白い話だったので話がどんどんどんどん前のめりになって聞いてまいりました。で

すからやっぱり扱う品物は一緒なのです。ですから小国町がもうちょっと売れる方法。地場産業

を育てるのは構わないと思うのですけれど、これはもう町長のお考えです。ですからうちの支出

する返礼品としてはやっぱり地場産業のものを。南小国は非常に肉の赤牛が多いです。馬刺しな

ども多いです。南小国なんかは業者の方がいないので熊本市内の業者に頼んでそちらから配送と

は思っております。ですがやはり１０億もいただければ残る金額も多いです。ですから去年みた

いにコロナがあったりとか災害があったときに南小国は牛に対する補助金、ウンカが出た田んぼ

に対する補助金、小国とは違う金額を出すので我々も非常に困ります。出す前にはちょっと南小

国の髙橋町長のところにもお願いに行ったのですけれど、向こうは何しろお金を持っているので

自由に使えるのでそういうところに出しているみたいです。ですからやっぱりそういうコロナと

か来年まで続くかどうかわかりません。また次のウイルスが出るかもしれませんので、ふるさと

納税はもう少し民間の力を借りてでも南小国並みの１０億は上げていただきたいなという気持ち

でおります。３月までで熊本県でも多いランキングのところは人吉とか八代とかそういうと所は

災害に見舞われた所で災害見舞金としていただいて返礼品なし。小国町も数字的には少しいただ

いていると思います。ですがこれを見ると御船なんかはサントリーを持っております。サントリ

ーのところの返礼品で非常に御船も数字を上げておりますので、うちには企業はないからという

ところではありますが返礼品の数を増やしながら地場産業とも兼ね合いをつけながら地場産業で

ないところであれば小国のＰＲ雑誌を入れていただくとか宣伝広告を入れていただくとかそうい

う話もできるのではないかと思っております。ですがやはりもう国から来るお金もほとんど決ま

った状態ですので公共団体が稼げるのはもうこのふるさと納税しかありません。これも時限立法

ですので東京あたりが苦しくなればやめる可能性もあります。ですから今後町長も商売をして分

かると思いますが、いかに金を稼げるかということを役場内で無理なら会社をつくっていただく

とか違う団体に持っていっていただくとか、今のところＳＭＯ南小国がありますからこれを利用

してもう少し数字を伸ばしていただく方法を考えていただきたいと思いますが、どのようにお考

えでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） ふるさと納税に関しましてはこれまでも他の議員からも御質問がございまし

た。小国町は北里町長の時から一貫して地場産業を育てるといった方針できております。ですけ

れども、必要に応じてといいますかニーズに応じて県産品も取扱いをしていく必要もあるのでは

ないかなというふうに考えております。ただ、松本議員おっしゃられるように役場内でこれを全

部活用していくという非常に難しいというところで、まずはＳＭＯ南小国にお願いをするという

方針を去年から実施をさせてもらっています。その要因もあって少しふるさと納税伸びておりま

すが、やっぱり私が考えるのは小国町でまずは県産品を取り扱うことというところと、県産品を

取り扱うというところであれば競合する事業所が増えるというところもありますので、そこをし
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っかりと協議の中に加えながら考えてまいりたいなというふうに思っております。議員おっしゃ

られるようにまずは自分たちの自己財源をそろえるというところは非常に大切なところでありま

す。その使い道はまたそれぞれの自治体で考えられるところではあるというふうには思いますけ

れども、ふるさと納税に関しましては私も最終的には町の中でというよりも外側の部分、民間の

ほうで取扱いができる体制づくりを整えてまいりたいというふうに思っているところです。 

  以上です。 

８番（松本明雄君） はい、町長の意見も分かりました。それでこのふるさと納税で肉が売れてい

るような状態なのですけれども、これを見たときに切り落としの肉が結構売れているのです。切

り落としをなぜ買うかというとやっぱり量が買えると。今年は巣ごもりで皆さんが家庭にいる時

間が長かったから、それで結構多かったのではないかという判断をされているみたいです。肉の

値段もどんどんどんどん大変らしくて、もういろんなところで競争されております。ですが赤牛

が非常に人気があって伸びております。このあたりも町長が政策課に任せるのではなくてＳＭＯ

南小国と相談しながらやっていただきたいと思います。そして１つの例はこの前から米の話が出

ていました。高森もふるさと納税伸ばしております。話を聞いたところによると去年はウンカが

発生しましたので等級の低い米が大分あったみたいです。それでそれの量を多くしてふるさと納

税で出したら結構高森は米が出ているとそういう話も聞いておりますので農業関係の方の米、特

に米なんかをそうやって売れることがあれば高く売るのではなくてやっぱり安く売る方法も考え

ながら農家の方の所得も考えていただくと助かると思いますので、町長がまたＳＭＯ南小国の方

と話しながら尻をたたいていただいて小国町の数字を伸ばしていただくことを期待しております。 

町長（渡邉誠次君） はい。もう産品の種類においては私もできるだけたくさんの商品を揃えてお

客様といいますかふるさと納税を利用される方のニーズにまずはお応えしていくような、魅力が

ある商品を作っていくことがまず第１な部分はあります。ただやっぱり競合するところが非常に

ふるさと納税に関してはもう全自治体との競争でございますのでその部分ではなかなか難しいと

ころでありますけれども何らか突破口を見出していきながら、最終的にはやっぱり自らで運営で

きるような方針をとっていかないと非常に難しいというふうに思いますので、徐々にシフトをそ

ちらのほうに切替えていきながらふるさと納税に関しては伸ばしていきたいというふうに思って

おります。 

  以上です。 

８番（松本明雄君） 町長の御意向を聞きましたので、来年度の数字を期待しながらお待ちしたい

と思います。 

  次の話に入る前に、同僚議員からもワクチンの件について僕も前の会の時にコロナワクチンに

ついて質問させていただきました。厚労省からの接種の打ち方についてマニュアルがきてその通

りされたのはいいのですけれど、やはり高年齢の方がインターネットで取るとかそういうことは
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非常に難しいのでいろいろ子供さんがいる家庭なんかはいいのですけれど、年寄り家庭はなかな

かできなかったのではないかと思います。だんだん年齢が下がっていきますのでその辺のほうは

クリアできると思うのですけれども、コロナのワクチンの打ち方です。これはテレビなんかでず

っと出ているとトヨタ方式とかいろんな方式があっています。打ち方については非常に厚労省も

苦労していると思いますので、早くするためにはどうしたらいいかということを考えた自治体も

あって同僚議員ともちょっと話が出ていたのですけれども、高齢者を動かすのではなくお医者さ

んのほうが動いていくとそれだけ時間が短縮できるのではないかとそういう話もメディアのほう

から流れております。そういう時間短縮になることに関しては厚労省のホームページに確か載せ

るという発言をしていましたので、そういうのを見ながらいいものは取り入れていただいてなる

べくそこで３０分も１時間もかかるのではなく、すんなり打てるような方式もとっていただきた

いと思います。小国町は大体が集団検診を毎年やっております。集団検診みたいにやる市町村も

あったと聞いております。ですから今度は一番最初ですのでこういうことは絶対あってはなりま

せんが資料を残していただいて、スムーズにワクチン接種ができるようにお願いしたいと思いま

す。 

  それでは町民課のほうに介護保険料についてと介護保険について質問させていただきます。こ

ういう資料を２、３日前にいただきました。僕が一般質問するからくれたのではないと思うので

すけれども、まだできてほかほかで熱いです。この中から勉強させていただきました。僕の思い

とこれに書いてある件、非常によくできていると思います。これは全部町民の方に配らないと課

長が言っていましたので、その辺の説明をしていただきたいと思います。なぜ今度は介護保険の

質問をしようかと思ったかは、この８期になって今度は料金が下がります。２００円下がります。

それでも相当な努力をされたと思います。福祉課だけではなくいろんな団体の方々がいらっしゃ

って病院からそうだと思いますけれど、上げるのはもう当たり前だと思っていました。そうした

ら２００円下げる。これも非常に画期的なことだと思っておりますので、どういう方法でこうい

うことをやれたのか算出方法からされた団体からちょっと説明していただきたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） はい。先ほどコロナワクチンのお話をされましたので同僚議員にもお答えし

ましたけれども改めてお答えをさせていただきたいと思いますけれども。まずは公立病院の先生

とワクチンの接種に関しては相当何回も、１か月に１回は必ず病院側から実は小国町のほうから

もうちょっと早く出来ないかというところでずっとお話をさせていただいておりました。でもや

はり一番難しいのは一番早いのは先生たちはどんどん打てます。正直言いますけれども、どんど

ん打てます。ただしやっぱり事故があるといけないというところ。もう１つこれですね、ワクチ

ンを分けないといけないのです。この作業が非常に大変でこれを間違えるとロスにつながる。ま

た、これまでもありましたけれども希釈し過ぎるとか希釈していない。いろいろな方法でなかな

かその人員をそろえるのが難しい。それから、打つのは多分１人１５秒ぐらいでいける。正直そ
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うおっしゃっていました。ただ、待機をするのに１５分かかる。この１５分を保健師また看護師

含めたところで必ず見る方がいらっしゃいます。同時に公立病院も開けておかないといけないと

いう状況等々踏まえて土日ももちろんこれから接種ありますがいろいろな方法を考えさせていた

だいて、今のところ最良の方法でワクチン接種を行っているというふうに私は思っておりますし、

もう１つ大事なところはコロナワクチンの供給量。これを無視してもちろん接種券を出したりす

るのは当てずっぽうと言うと悪いですけれど、供給量がきてないのに予測してするというのもで

きなくはないのですがやはりしっかり確保してからしか接種券は出したくないというふうに思っ

ております。その部分も含めて小国町きちっと協議をさせていただきながらできるだけ最良な方

法というところで、今のところ選ばさせていただいて今の状況にあるというふうに思っていただ

きたいと思います。あとは、町民課長のほうからお答えをいたします。 

町民課長（生田敬二君） 介護保険事業の運営についてということでございます。保険料につきま

しては３年ごとの計画、介護保険事業計画によって定められてくるわけですけれども、保険料の

算出につきましては過去のサービス給付量を参考にして今後３年間の見込みを出します。そちら

のほうが数字で申しますと計画のほうにもありますけれども、この３年間で３３億２千万円ほど

の事業量があるということです。そのうちに保険料としては法定で２３％がそのうちの保険料と

いうことになっていますので、それで逆算するかたちで出したものが今回の月額で言えば６千６

００円、年額で７万９千２００円ということで、議員がおっしゃられるように今回は２００円ほ

ど下がるかたちとなっております。これにつきましてはどういったかたちで取り組んだかという

ことでなかなか効果というのが効果が図れない部分があるのですけれども、町のほうとしては健

康寿命と言われる年齢を伸ばしていくということ、高齢者の方が住みなれた地域で健康を保持し

ながら自立した在宅生活を支える仕組みをつくっていく、ということが目的と言えるかと思って

います。その中で町としてはなかなか事業効果を図ることは難しいかと思うのですけれども、昨

年度からは高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施ということで町民課の中で言えば健康支援

係と地域包括センターあたりの組織が一緒になって、また庁舎外からも医療機関また薬剤師会等

の協力もいただきながら総合的なかたちで疾病予防、重症化予防のための保健事業と生活機能の

改善ということで介護予防事業に取り組んでいるところでございます。また、こういった取組み

というのはもう町、行政だけではなくて医療、福祉、介護のあんしんネットワークというのがあ

ります。そちらのほうはいろんな団体の方が多職種によるメンバー構成となっていまして、例え

ば１つは認知症カフェのひとよこいというのが公立病院の調剤薬局の横にありますけれども、そ

ういった活動とか少し前も住民の方と一緒になったオンラインのセミナーも実施したということ

で様々な取組みをされております。そういった方々とも一緒になって健全な介護運営に取り組ん

でいるというところでございます。 

８番（松本明雄君） やはり福祉課といろんな団体の方々が民生委員の方々もそうですけれども健



 

 28 

康年齢を上げるやはり病院にかからない誰しもそう思います。かからずに要介護なんかにもなら

ないようにしたいという気持ちはあると思うのですけれどなかなかこれは考え通りにいくもので

はありません。ですからやはり予防していくことが運動していただくとかいろんなことを考えて

元気クラブもそうですけれどもいろんなかたちでやっていることが対策を講じていると思います。

今、認知症カフェの問題もありましたがこの頃のテレビでアルツハイマーこれはアメリカの会社

とエーザイが共同で開発した薬でありますが、日本にはこの薬を待っていた方が１００万人いら

っしゃると言っています。この薬ができ、使えるようになるとまだ認知症のほうの進まない方も

減るのではなかろうかと思っております。いかに健康老人の方、健康年齢を上げていくかそうい

うことを今後も町民課の方には頑張っていただきたいと思います。我々も気を付けながら年寄り

の方々を見ていますが健康なお年寄りの方が多いです。老人の方に負けないように我々も頑張っ

ていきたいと思います。今後団塊の世代とかいろんな方の話も出てきておりますが、今後見通し

としてはこの８期が終われば９期、１０期、２０５０年には介護保険料が何千円か上がるという

ような話も聞いておりますが先の話を聞くのもなんですけれども、今後どういうふうに小国町と

しては推移していくのか、答えられる数字でいいですから教えていただきたいと思います。 

町民課長（生田敬二君） はい。今後の見通しということで大変難しいことかとは思いますけれど

も、大きく左右してきますのがやっぱり高齢者の方の人口の推移と、また全体の人口の中での構

成ということになろうかと思います。高齢者の人口につきましては平成３０年をピークこの時が

２千８８０人ほどでしたけれども、これをピークにして下がってくるという予測をしております。

どちらにしてもそれ以上に全体の人口が減ってきますものですから高齢化率というのは非常に高

くなりまして、平成３年が４２％弱の高齢化率が令和１０年には４４％近くになるということを

見込んでおります。ここ１０年間ほどは要介護、要支援者の方の推移というのが現在の認定者数

大体５７０人程度ですけれども要支援者、要介護者です。その数字は大きく変化はなく横ばいに

なってくるだろうというふうに思っております。ただし６５歳以上の高齢者数自体は少しずつ少

なくはなってくるのですけれども、その中で７５歳以上が占める割合というのが１０年後ぐらい

から徐々に高くなってくるという推計がございます。現在６５歳の方が７５歳になる頃の１０年

後頃ということになります。７５歳を境にして認定のリスクが非常に高くなってくるということ

が言われていますので、その頃が認定者数また認定率についても上昇傾向となる見込みを持って

おります。加えまして全体の人口は減少して高齢者の方を支える生産年齢人口というのが減って

まいりますので、加速するかたちでそちらも厳しくなってくるということでございます。介護保

険事業につきましても今の介護保険制度の枠組みの中で考えますと今後はちょっとさらに厳しい

ものになってくるという認識をしております。具体的に先ほども申し上げましたけれども３年ご

との計画でその時々のその折の推計供給額の見込みに合わせて介護保険料も算定をされてまいり

ます。今回８期については少し減額となりましたけれども今後に向けましてはちょっと楽観はで
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きない、かなり１０数年後から上がってくるということで考えております。 

  以上です。 

８番（松本明雄君） 今、町民課長が言われたとおりもうあとは皆さんで努力しながらやっていか

ないとしょうがないかなと。なるべく金額を上げないようにするには、皆さん健康でやっていた

だきたいと思います。この会議始まる前にこれをいただいて町民課長ともちょっとお話ししたの

ですけれども、ここに認知症のアンケートを取った資料が出ていました。それで見たときにまだ

まだ分析のほうは町民課長してないからちょっと分からないと言っていたのですけれども、これ

を見ると宮原地区だけがバランスが非常にいいです。きれいな八角形になっております。ほかの

地域はやはり突出した所が出ておりますので、今後またアンケートの資料を見ながら、この辺も

町民課として何でこういうきれいな丸になるのかということを考えていけば非常にいいことだと

思っております。これをもちまして僕の三つの質問を終わらせていただきたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） 予定しておりました４人の一般質問が終わりました。 

これで本日の一般質問を終わります。 

議長（松﨑俊一君） ここで休憩を取らずに先に進めてよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） それでは、先に進めさせていただきます。 

日程第２、「議案第２３号 小国町税条例の一部を改正する条例について」を議題といたしま

す。 

  これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君）なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

議案第２３号、小国町税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第３、「議案第２４号 小国町税特別措置条例の一部を改正する条例に

ついて」を議題といたします。 

  これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 
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議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第２４号、小国町税特別措置条例の一部を改正する条例について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第４、「議案第２５号 災害による被害者に対する町税の減免に関する

条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第２５号、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第５、「議案第２６号 小国町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」から日程第 8、「議案

第２９号 小国町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」

までは、関連がございますので一括して議題といたします。 

これより討論に入ります。一括して討論をいただきたいと思います。討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） 私は、議案第２６号、小国町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について及び議案第２７号、小国町指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

についてに反対の立場から討論を行います。 

  この２つの議案は新型コロナ危機を踏まえ感染症や災害への対応強化が増える一方で、職員配

置基準や運営基準の緩和が盛り込まれております。質疑を通じて明らかになったのは、これらの

議案が昨今の介護現場の人手不足という現実に基準を合わせるための条例改正にほかならないと
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いうことであります。こうした基準緩和が実際の介護現場に反映されればサービス低下どころか

介護労働者一人一人の負担が重くなることで、離職者を招き介護職を目指す人を減らし人手不足

を一層深刻することにしかなりません。質疑でも紹介しましたが条例改正の基となっている省令

改正をめぐっては、日本介護協会の理事からは深夜帯の人員は薄くなると指摘が上がっているほ

か、認知症の人と家族の会の代表理事からは国の議論が余りにも性急過ぎる取消していただきた

いとの訴えも上がっております。制度の持続可能性、質の高いケアマネジメントと言いながらこ

のような条例を制定することは、結局介護される側とする側双方の首を絞めることになり介護破

壊にすらつながりかねないことを指摘して討論を終わります。 

議長（松﨑俊一君） ほかに討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。採決においては、議案ごとに行いたいと思います。なお執行部にお

かれましては、最後にお立ちください。 

議案第２６号、小国町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（挙手多数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手多数でございます。 

よって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

続きまして、議案第２７号、小国町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手多数でございます。 

よって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

続きまして、議案第２８号、小国町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準を定める

条例の一部を改正する条例について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 続きまして、議案第２９号、小国町指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める
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条例の一部を改正する条例について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第９、「議案第３１号 令和３年度小国町一般会計補正予算（第１号）

について」を議題といたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

議案第３１号、令和３年度小国町一般会計補正予算（第１号）について、原案のとおり可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１０、「閉会中の継続審査の件について」を議題といたします。 

議会運営委員長及び総務常任委員長並びに文教厚生常任委員長並びに産業常任委員長並びに議

会活性化特別委員長並びに人権啓発・男女共同参画特別委員長並びに災害対策特別委員長並びに

広報特別委員長から会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました「本会議の会期日

程等議会の運営に関する事項」並びに「総務常任委員会の所管事務調査について」及び「文教厚

生常任委員会の所管事務調査について」及び「産業常任委員会の所管事務調査について」及び

「議会活性化に係る検討について」及び「人権啓発・男女共同参画に係る検討について」及び

「災害に関する諸問題の調査及び対策樹立について」及び「議会広報に関する件について」閉会

中の継続審査の申出があります。 

お諮りいたします。 

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしまし

た。 

それでは、お諮りいたします。 

本定例会の会議に付されました事件は全て議了いたしました。 
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したがって、小国町議会会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。 

これで、本日の会議を閉じ、これをもって令和３年第２回小国町議会定例会を閉会いたしま

す。 

大変お疲れまでした。 

（午後２時２５分）  
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

議  長 

 

 

署名議員（５番） 

 

 

署名議員（７番） 

 

 



会  議  の  顛  末 
 

 

１．会議録署名議員の指名 

 

５番 児 玉 智 博 君 

７番 西 田 直 美 君 

 

１．会期の決定 

 

今期定例会の会期を６月９日から６月１４日までの６日間とする。 

 

１. 承認第 ３号 専決処分事項の承認を求めることについて（専決第 1 号：小国町税条例等の一部

を改正する条例について） 

令和３年６月 ９日 承  認 

１. 議案第２３号 小国町税条例の一部を改正する条例について 

令和３年６月１１日 原案可決  

１. 議案第２４号 小国町税特別措置条例の一部を改正する条例について 

令和３年６月１１日 原案可決 

１. 議案第２５号 災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

令和３年６月１１日 原案可決 

１. 議案第２６号 小国町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

令和３年６月１１日 原案可決 

１. 議案第２７号 小国町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

令和３年６月１１日 原案可決 

１. 議案第２８号 小国町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を

改正する条例について 

令和３年６月１１日 原案可決 

１. 議案第２９号 小国町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について 

令和３年６月１１日 原案可決 

１. 議案第３０号 熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び熊本広域行

政不服審査会共同設置規約の変更について 

令和３年６月 ９日 原案可決 

１. 議案第３１号 令和３年度小国町一般会計補正予算（第１号）について 

令和３年６月１１日 原案可決 

１. 議案第３２号 公共工事請負契約の締結について（町道はげ湯線②道路改良工事） 

令和３年６月 ９日 原案可決 

１. 議案第３３号 公共工事請負契約の締結について（町道下滴水線道路改良工事） 

令和３年６月 ９日 原案可決 

１. 同意第 ２号 小国町固定資産評価員の選任について 

令和３年６月 ９日 同  意 

１. 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

令和３年６月 ９日 適  任 



１. 報告第 １号 令和２年度小国町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

令和３年６月 ９日 報  告 

１. 請願第 １号 新型コロナ禍によるコメ危機の改善を求める請願について 

令和３年６月 ９日 不 採 択 

 

《議案外》 

令和３年６月９日 

  １．常任委員の選任について 

  １．議会運営委員の選任ついて 

  １．議員派遣報告について 

 

《諸般の報告》 

１．小国町外一ヶ町公立病院組合議会について 

１．阿蘇広域行政事務組合議会について 

 

令和３年６月１１日 

  １．閉会中の継続審査の件        議会運営委員会 

                    総務常任委員会 

                    文教厚生常任委員会 

                    産業常任委員会 

                    議会活性化特別委員会 

災害対策特別委員会 

人権啓発・男女共同参画特別委員会 

                                        広報特別委員会 

 に付託 

 

《行政報告》 

令和３年６月９日 

１．東京五輪代表に小国高等学校出身の北里謙治さんが選手、穴井善博さんがコーチに 

選出されたことについて 

１．小国中学校体育大会の延期について 

１．第８期の小国町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画書の配付について 

 

 

 

 

 

 

 



《一般質問》 

（１日目） 

１. 電子入札導入について Ｐ１～３    

１. 災害について Ｐ３～６    

１. 林間広場の利用について Ｐ６～９     

１. 災害復旧及び防災について Ｐ１０～２２ 

１. 子育て支援について Ｐ２２～２４ 

１. 「都市再生特別措置法等の一部改正」を参考について Ｐ２４～２９ 

１. 普通財産の管理状況と今後について Ｐ２９～３１ 

１. 第２期小国町ＳＤＧｓ未来都市計画及び第６次小国町総合計画基

本構想について 

Ｐ３２～４６ 

 

（２日目） 

１. 手づくりの館、悠工房について Ｐ１～５ 

１. 災害対応について Ｐ５～７ 

１. コロナ第４波で影響を受けている観光業への救済策及び支援策に

ついて 

Ｐ７～１２ 

１. 人口減少社会における慢性的な住宅及び宅地不足について Ｐ１２～１６ 

１. 新型コロナウイルス感染症の影響と対策について Ｐ１６～１８ 

１. たばこ税について Ｐ１８～２０ 

１. 委託料について Ｐ２０～２１ 

１. ふるさと納税について Ｐ２２～２６ 

１. コロナワクチン接種の早期取組みについて    Ｐ２５～２６ 

１. 介護保険料について Ｐ２６～２９ 
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